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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上収益 (百万円) 17,712 15,569 12,766 28,835 29,615

税引前当期利益
(△損失)

(百万円) 433 1,078 △10,680 △4,662 △14,950

親会社の所有者に帰属
する当期利益(△損失)

(百万円) 1,017 382 △7,193 △4,838 △12,530

親会社の所有者に帰属
する当期包括利益

(百万円) 5,623 △255 △1,121 319 △9,466

親会社の所有者に帰属
する持分

(百万円) 57,468 57,936 66,810 68,518 60,997

総資産額 (百万円) 96,985 99,417 157,198 151,498 134,787

１株当たり親会社
所有者帰属持分

(円) 704.97 707.20 746.92 762.15 674.04

基本的１株当たり
当期利益(△損失)

(円) 12.53 4.68 △87.18 △53.92 △138.80

希薄化後１株当たり
当期利益(△損失)

(円) 12.40 4.63 △87.18 △53.92 △138.80

親会社所有者帰属持分
比率

(％) 59.3 58.3 42.5 45.2 45.3

親会社所有者帰属持分
当期利益率

(％) 1.9 0.7 △11.5 △7.2 △19.3

株価収益率 (倍) 151.96 456.84 ― － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,095 9,952 △5,273 △7,718 △2,668

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 278 1,043 △63,791 △4,763 5,430

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,123 △4,887 48,329 △6,854 △16,028

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 60,087 66,557 49,065 32,268 20,365

従業員数
(人)

198 202 350 374 382
(外、平均臨時雇用者数) (10.8) (18.1) (69.9) (62.1) (60.9)

 

(注) １．国際会計基準(以下「IFRS」)に基づいて連結財務諸表を作成しています。

２．第34期、第35期及び第36期においては、親会社の所有者に帰属する当期損失を計上しているため、株価収益

率を記載していません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の

平均人員を(　)内に外数で記載しています。

４．第34期の従業員数が148名、及び平均臨時雇用者数が51.8名増加しました。これは主に、ネクセラファーマ

ジャパン株式会社(旧イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社)及びNxera Pharma Korea

Co., Ltd.(旧Idorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.)を連結範囲に含めたことによるものです。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (百万円) 823 1,118 5,015 6,581 19,048

経常利益又は損失(△) (百万円) △4,720 △1,586 △3,301 △1,545 713

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) △4,260 △1,497 △3,285 2,144 △23,689

資本金 (百万円) 41,036 41,335 46,807 47,172 47,450

発行済株式総数 (株) 81,518,316 81,923,230 89,446,777 89,902,858 90,496,735

純資産額 (百万円) 58,470 57,544 65,200 68,055 44,936

総資産額 (百万円) 94,349 89,385 142,011 136,127 104,973

１株当たり純資産額 (円) 714.03 699.45 726.29 754.41 493.98

１株当たり配当額
(円)

－ － － － －
(うち１株当たり中間
配当額)

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期
純損失(△)

(円) △52.47 △18.30 △39.81 23.89 △262.41

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － 19.63 －

自己資本比率 (％) 61.7 64.1 45.7 49.8 42.6

自己資本利益率 (％) － － － 3.23 －

株価収益率 (倍) － － － 43.87 －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(人)

30 32 41 58 50
(外、平均臨時雇用者数) (2.9) (4.2) (0.9) (1.6) (3.5)

株主総利回り (％) 105.8 118.8 78.9 58.2 45.9
(比較指標：TOPIX) (％) (110.4) (104.8) (131.1) (154.3) (188.9)

最高株価 (円) 2,418 2,294 3,185 1,826 1,056

最低株価 (円) 1,491 991 1,296 1,008 668
 

(注) １．日本基準に基づいて財務諸表を作成しています。

２．第32期、第33期、第34期及び第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失を計上しているため記載していません。

３．第32期、第33期、第34期及び第36期は当期純損失を計上しているため、自己資本利益率、株価収益率を記載

していません。

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平

均人員を( )内に外数で記載しています。

５．当社は、2022年４月４日に市場区分見直しに伴い、東京証券取引所マザーズから東京証券取引所グロース市

場に移行し、2023年３月15日に東京証券取引所プライム市場へ市場変更しました。従いまして、株主総利回

りの算定に使用した比較指標は、東証マザーズ指標からTOPIX(東証株価指数)に変更しております。

６．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所マザーズ市場、2023年３月14日以前は東京

証券取引所グロース市場、2023年３月15日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

1990年６月 バイオ医薬品の研究開発と技術移転事業を目的として、東京都文京区に株式会社そーせいを設立

1999年３月 DRP(ドラッグ・リプロファイリング・プラットフォーム)プロジェクトを発足し医薬品開発事業

を本格的に開始

2002年９月 英国にロンドン事務所を開設

2004年７月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

2005年６月 「委員会等設置会社」(現「指名委員会等設置会社」)へ移行

2005年８月 Arakis Limited(Sosei R&D Ltd.、英国)を100％子会社化

2006年10月 持株会社体制へ移行し、商号をそーせいグループ株式会社に変更

2009年７月 本社を東京都千代田区麹町に移転

2011年５月 BioAlliance Pharma SA(現 Onxeo S.A.)とSO-1105(口腔咽頭カンジダ症治療薬)の導入に関する

契約を締結

2012年９月 NVA237が製品名「シーブリ®吸入用カプセル50μg」で国内の製造販売承認を取得(COPD治療薬と

してのグリコピロニウム臭化物の世界初の承認)

2013年９月 QVA149が製品名「ウルティブロ® ブリーズへラー®」で欧州の製造販売承認を取得(LAMA/LABA配

合剤としては世界初の承認)

2015年２月 Heptares Therapeutics Ltd.(現 Nxera Pharma UK Limited)を100％子会社化

2015年10月 「Seebri®」(NVA237), 「Breezhaler®」(QVA149)が米国において製造販売承認を取得

2015年11月 Pfizer Inc.と最大10種のGPCRターゲットに関する新規医薬品の戦略的提携契約を締結

2016年11月 子会社Heptares Therapeutics Ltd.(現 Nxera Pharma UK Limited)がG７ Therapeutics AG(現

Heptares Therapeutics Zurich AG)を100％子会社化

2017年11月 海外市場における新株式発行(払込金額21,286百万円)

2018年11月 Sosei R&D Ltd.の全事業をHeptares Therapeutics Ltd.(現 Nxera Pharma UK Limited)へ譲渡

2019年７月 Genentech, Inc.と複数の特定されたGPCRターゲットについて、全世界における開発・販売活動

の実施権許諾契約を締結

2020年６月 AbbVie Ireland Unlimited Companyとグローバルな開発・販売を行うことの独占的ライセンスオ

プション許諾契約を締結

2020年６月 「エナジア® 吸入用カプセル中用量、高用量」の国内での製造販売承認を取得

2020年７月 「エナジア® ブリーズヘラー®」の欧州連合での製造販売承認を取得

2020年７月 海外市場における新株式発行(払込金額5,055百万円)、及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債発行(払込金額16,000百万円)

2020年11月 Tempero Bio, Inc.と代謝型グルタミン酸受容体５(mGlu5)NAMのポートフォリオに関するグロー

バルでの独占権許諾契約を締結

2020年11月 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.と新規低分子 CGRP 受容体拮抗薬ポートフォリ

オの開発・製造及び販売に関するグローバルな独占権許諾契約を締結

2021年７月 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行(払込金額30,000百万円)、及び2025年満

期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2020年７月発行 払込金額16,000百万円)の買入消却

の実施

2021年11月 Neurocrine Biosciences,Inc.と統合失調症及びその他の精神神経疾患を対象とした新規ムスカ

リン受容体作動薬のライセンス契約を締結

2022年４月 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行

2022年８月 AbbVie Inc.との神経疾患における複数のターゲットを対象にした研究開発及び製品化に関する

新規契約を締結

2022年12月 Eli Lilly and Companyとの糖尿病及び代謝性疾患における研究開発・商業化に関する新規創薬

提携契約を締結
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年月 事項

2023年３月 東京証券取引所プライム市場への上場市場変更

2023年７月 イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社(現 ネクセラファーマジャパン株式会

社)及びIdorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.(現 Nxera Pharma Korea Co., Ltd.)を100％

子会社化、ピヴラッツ®及びクービビック®の日本及びAPACにおける販売権等の取得

2023年12月 ピヴラッツ®点滴静注液 150mg(クラゾセンタンナトリウム)の韓国における製造販売承認を取得

2023年12月 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行(払込金額32,000百万円)、2026年満期

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2021年７月発行 払込金額30,000百万円)の買入消却の

実施、海外募集による新株式の発行(2,053百万円)、及び第三者割当による新株式の発行(8,000

百万円)

2024年３月 Boehringer Ingelheim International GmbHと統合失調症の全症状を治療対象とした新規グロー

バル提携及びライセンスの独占的オプション契約を締結

2024年４月 商号をネクセラファーマ株式会社に変更

本社を東京都港区赤坂に移転

2024年４月 子会社 Nxera Pharma Korea Co., Ltd.がHandok Inc.とピヴラッツ®点滴静注液 150mgの独占的

販売契約を締結

2024年９月 クービビック®錠について、厚生労働省より日本における製造販売承認を取得

2024年９月 塩野義製薬株式会社と不眠症治療薬クービビック®錠の日本における流通と販売に関する提携契

約を締結

2025年２月 Viatris Inc.とcenerimodの日本、韓国及びAPAC(中国を除く)における開発及び商業化の権利に

関する譲渡契約を締結

2025年２月 Holling Bio-Pharma Corp.と台湾におけるダリドレキサントにおけるライセンス、製造供給及び

販売に関する契約を締結

2025年12月 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の一部(額面5,000百万円)買入の実施

2026年１月 サンセラ・ファーマシューティカルズ・ホールディングと日本及びアジア太平洋地域における

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)治療薬vamorolone(AGAMREE®)のライセンス契約を締結
 

※ シーブリ®、ウルティブロ®、シーブリ®ブリーズへラー®及びウルティブロ®ブリーズへラー®、Seebri®、

Breezhaler®、エナジア®、エナジア® ブリーズヘラー®はNovartis International AGの登録商標です。

※ ピヴラッツ®はネクセラファーマ株式会社の登録商標です。

※ クービビック®はIdorsia Pharmaceuticals Ltd.の登録商標です。

※ AGAMREE®はSanthera Pharmaceuticals (Switzerland) Ltd.の登録商標です。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、テクノロジーに立脚したバイオ医薬品企業であり、日本及び世界中のアンメットニーズにお応え

し、患者さまの生活の質を向上させる新しいスペシャリティ医薬品をお届けすることを目指しています。医薬品の研

究(創薬)から開発、さらには販売までを中核事業として手掛けています。創薬・トランスレーショナルメディシン、

前臨床及び初期臨床開発は英国を拠点とする100％子会社のNxera Pharma UK Limitedが、日本及び韓国における臨床

開発・販売は、将来的にはその他のAPAC(除く中国)への拡大を視野に、日本を拠点とする100％子会社のネクセラ

ファーマジャパン株式会社(以下「NPJ」)と、韓国を拠点とするNxera Pharma Korea Co., Ltd.(以下「NPK」)が主に

その役割を担っています。

 
当社グループは、当社(ネクセラファーマ株式会社)及び連結子会社９社(提出日において、Heptares Therapeutics

Zurich AGについては清算手続き中)により構成されており、事業セグメントは、「医薬品事業」単一セグメントとし

ております。当連結会計年度末における当社及び重要な連結子会社は以下のとおりです。

 

区分 会社名 事業内容

全社(共通) ネクセラファーマ株式会社
医薬品等の研究開発・輸出入・製造受託及び販売
グループ経営戦略の企画立案
子会社の管理部門業務受託

医薬品事業

ネクセラファーマジャパン株式会社 医薬品の研究開発、輸出入、梱包及び販売

Nxera Pharma UK Limited
GPCRの構造解析、初期のリード化合物の創出、独自開
発のNxStaR™技術による候補品探索

 

 
当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当します。このた

め、インサイダー取引規制における重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなり

ます。

 
当社グループの事業系統図は、次のとおりです。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容(注)１

議決権の所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

ネクセラファーマジャパ
ン株式会社
(注)２、３

東京都港区 95 医薬品事業 100.0

製品販売
製品関連業務の委託
資金の援助
役員の兼任等

Nxera Pharma UK Limited
(注)２、３

英国ケンブリッジ
416千

英ポンド
医薬品事業 100.0

管理業務の受託
役員の兼任等

その他７社      
 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しています。

２．特定子会社に該当しております。

３．ネクセラファーマジャパン株式会社及びNxera Pharma UK Limitedは、売上収益(連結会社相互間の内部売上

収益を除く)の連結売上収益に占める割合が100分の10を超えています。IFRSに基づく主要な損益情報は次の

とおりです。

     (単位：百万円)

 主要な損益情報等

 売上収益 税引前当期利益 当期利益 資本合計 資産合計

ネクセラファーマ
ジャパン株式会社

21,286 486 329 4,593 25,733

Nxera Pharma UK
Limited

10,077 △7,360 △6,046 22,615 34,867
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 2025年12月31日現在

区分 従業員数

医薬品事業 285名(57.2名)

グループ管理部門 97名(3.7名)

合計 382名(60.9名)
 

(注)　１．従業員数は就業人員です。なお、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しています。

　　　２．医薬品事業の従業員数が前期末と比べて40名減少していますが、その主な理由は、人員がグループ管理部

門に転籍したためです。

　　　３．グループ管理部門の従業員数が前期末と比べて48名増加していますが、その主な理由は、人員が医薬品事

業から転籍したためです。

 
(2) 提出会社の状況

2025年12月31日現在

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

50名(3.5名) 46.8歳 3.7年 12,565,052円
 

 
(注) １．従業員数は就業人員です。なお、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しています。

　　 ２．従業員数が前期末と比べて８名減少していますが、その主な理由は、人員が連結子会社に転籍したためで

す。

　　 ３．平均年間給与は、賞与、株式報酬及び時間外手当を含んでいます。

 
(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。

 
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないた

め、記載を省略しております。

 

②　連結子会社

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公表項目としていない又は

公表義務がないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものです。

(1) 経営方針

当社グループは、日本から世界にイノベーションを届け、日本発の国際的なリーディングバイオ医薬品企業とな

ることを目指しています。その実現に向け、当社グループはテクノロジーに立脚したバイオ医薬品企業として、日

本のみならず世界中のアンメットニーズにお応えし、患者さまの生活の質（QOL）を向上させる新しいスペシャリ

ティ医薬品をお届けすることを目指しています。

 

(2) 経営環境

医薬品開発は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの企業や研究機関等により激しい競争が行われている分

野であり、開発には多額の先行投資と、長期に亘る開発期間が必要となりますが、成功確率は高くありません。し

かしながら、世界には、アンメットメディカルニーズが存在し、患者さまに価値をもたらす新薬が待ち望まれてい

ます。

 

(3) 経営戦略等

創薬においては、Gタンパク質共役受容体（以下「GPCR」）を標的とする新規の低分子、ペプチド並びに抗体医薬

品など、重要なアンメットメディカルニーズに応える革新的な新薬の創製に注力しています。独自のGPCR構造ベー

ス創薬「NxWave™」プラットフォームにより、GPCRをターゲットとする新薬の設計における世界的リーダーとなり、

神経疾患および精神神経疾患、免疫疾患、炎症性疾患などの重要な治療領域をターゲットとした、自社開発あるい

は提携中のプログラムを含めファーストインクラスあるいはベストインクラスとなり得る30品目を超える幅広いパ

イプラインを有しています。

 

後期開発・販売においては、日本およびAPAC（中国除く）でピヴラッツ
®
（一般名：クラゾセンタンナトリウム、

脳血管攣縮治療薬として日本では2022年に発売済、韓国では承認取得済）およびクービビック
®
（一般名：ダリドレ

キサント、日本では2024年に不眠症治療薬として上市済）のライセンスと、Idorsia Pharmaceuticals Ltdが保有す

る第Ⅲ相臨床開発段階にあるLucerastat（ファブリー病）の同地域でのライセンスの独占的オプション権を保有し

ています。

 

また上記に加えて、Novartis International AG（以下「ノバルティス社」）の呼吸器疾患製品シーブリ
®
 ブリー

ズヘラー
®
、ウルティブロ

®
 ブリーズヘラー

®
およびエナジア

®
 ブリーズヘラー

®
のグローバルでの販売からのロイヤ

リティ収入を受領しています。ロイヤリティ収入は、当社グループの重要かつ安定的な資本の源泉となっていま

す。

 

2024年４月１日、社名をそーせいグループ株式会社からネクセラファーマ株式会社に変更したことに伴い、

「NxWave™」プラットフォーム、保有するパイプラインおよび創薬・開発・商業化の能力を活用し、自社開発および

外部から取得した候補化合物を日本および世界の患者さまに複数の治療オプションとして提供することを目指し、

戦略をさらに進化させ、ブラッシュアップしました。この戦略では、以下の2つを戦略的な柱としました。

 
①　日本およびAPACの患者さまに革新的な医薬品をお届けする

日本における幅広い臨床開発・商業化事業をテコに、日本およびAPACの患者さまに、自社開発あるいは他社か

ら導入した新薬をお届けする。

 
②　「NxWave™」プラットフォーム技術で精密にデザインされた幅広い新薬プログラムを推進する

自社で、あるいは提携先と共に、グローバルでニーズが高く、規模が大きく急成長している治療領域をター

ゲットとしたプログラムの研究開発を推進する。
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(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①　事業の進捗と戦略

当社グループは、テクノロジーに立脚し、医薬品の研究(創薬)から開発、さらには販売までを手掛けるバイオ

医薬品企業として、日本・全世界の事業を成長させる戦略を打ち出しています。日本及びAPAC(中国除く)以外の

地域では、創薬からトランスレーショナルメディシンを通じた初期臨床開発までの研究開発を自社で行い、その

後はこれら自社品の主に日本及びAPAC(中国除く)以外の権利を提携先へ導出することを目指しています。日本及

びAPAC(中国除く)においては、外部から開発リスクの低い承認済あるいは後期臨床開発段階の開発品を導入する

とともに、中長期的には自社品の開発によりパイプラインの拡充を図る方針です。

 

②　当社グループの認識するリスクへの対応

当社グループは、自らが事業を展開している製薬業界特有のさまざまなリスクを負っており、当社グループの

事業、財政状態及び業績は、これらのリスクにより悪影響を受ける可能性があります。当社グループは、「３．

事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの財政状態及び経営成績に関する事項のうち、投資家の判断に

重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を認識しており、これらのリスクに対する必要な対策を

講じています。

 

③　価値創造

医薬品業界では、特許の失効、承認の負担増大、継続的なコストの増加など、大手企業は多くの困難に直面

し、急速な変化が起こっています。これにより、医薬品開発における財務上・商業上のリスクを取って研究開発

を目指す事業者の数が減少しています。業界全体を通じて、効率よく外部のイノベーションを確保することが新

しい戦略として重視されています。さらに、多くの先進国での高齢化の進行により、差別化されたより良い治療

法の必要性が高まっています。その結果、大手製薬・バイオ医薬品企業は、研究、創薬及び開発活動全体にわた

り、技術に立脚した比較的小規模な企業との提携により、研究開発における課題への革新的ソリューションを見

出そうとする傾向が強くなっており、当社グループは有利な立場にあります。このように業界の状況が変化する

中で、当社グループは、事業拡大と価値創造の機会を定期的に認識、評価し、持続的にビジネス機会を創出する

資本効率の良いビジネスモデルを追求しています。

 

④　コーポレート・ガバナンス

当社グループは複数の地域において事業活動を行っており、コーポレート・ガバナンス体制の重要性を認識し

ています。各国の規制に対応するため、体制やプロセス強化の方策について継続的に検討しています。さらに、

最高水準の透明性、完全性、説明責任にコミットする企業文化の強化に引き続き取り組みます。当社の取締役会

は、規範と説明責任を維持するために、経営の監督とリスク管理及びコンプライアンス活動に責任を有してお

り、取締役の過半数は独立社外取締役です。執行役は、当社の長期的かつ持続可能な成長を達成し、株主価値を

創出するために、取締役会との緊密な連携のもと、取締役会の委任を受けて取締役会が定める経営方針と戦略に

沿った事業戦略と重要な業務執行について決定し、執行します。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は提出日現在において判断したものであり、

実際の結果とは異なる可能性があります。

 

(1) ガバナンス

当社グループでは、ESG活動の豊富な知見と経験を持つ独立社外取締役を含む取締役会が、ESG活動に対する管

理、指導および監督を行っています。取締役会は、ESG活動のパフォーマンス向上が、当社グループの長期的な成長

と成功に不可欠だと確信しており、そのために、環境、社会、ガバナンスの観点での目標が当社の企業文化、バ

リューそして事業運営の基礎となるよう、当社グループのESGへの取り組みを組織全体へ浸透させるよう努めていま

す。ESGの取組は、当社取締役および執行役にとって優先事項であり、取締役会のリーダーシップのもと、チャリ

ティ・コミッティー、ソーシャル・コミッティー、環境サステナビリティ・グループ、ワーキング・グループを通

じて、組織全体で推進・実行されています。

 
(2) 戦略

①　気候変動に関する戦略

当社グループは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく気候変動のシナリオ分析を実施

し、気候変動リスクと機会の特定、財務インパクトの評価を行い、その対応策を検討しました。シナリオ分析で

は、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によるRCP2.6(２℃未満シナリオ)、RCP8.5(４℃シナリオ)(注)

１、２、国際エネルギー機関(IEA)によるシナリオを参照し、主要なグローバル拠点である日本、英国、韓国等を

総合してそのインパクトを分析しました。シナリオ分析の結果、気候変動における自社事業における影響は、現

時点では限定的ですが、評価・特定されたリスク対策については、取締役会がグループ全体の進捗管理を行って

いきます。当社グループの気候変動に関するリスクおよび機会が事業に及ぼす影響、ならびに当社グループの対

応は以下の通りです。

 

(注) １　RCP(Representative Concentration Pathways)：代表的濃度経路

２　RCPには、１つの厳しい緩和シナリオ(RCP2.6シナリオ)、２つの中間的シナリオ(RCP4.5シナリオおよび

RCP6.0シナリオ)、１つの非常に高い温室効果ガス排出となるシナリオ(RCP8.5シナリオ)が含まれる。

排出を抑制する追加的努力のないシナリオ(「ベースラインシナリオ」)は、RCP6.0シナリオからRCP8.5

シナリオの範囲にわたる経路となる。RCP2.6シナリオは、工業化以前に対する世界平均の気温上昇を２

℃未満に維持する可能性が高くなることを目指すシナリオを代表するものである。
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シナリオ 事象 影響 当社グループの対応

物理的シナリオ

(４℃)

リスク

急性

極端な気象現

象(台風や集

中豪雨、洪水

など)の増加

と激化

当社グループの拠点に直接的

な物理的リスクが高い地域は

ありません。しかし、急性的

な水害等の被害リスクが大き

くなり、創薬、研究開発、臨

床試験、販売事業の一部の操

業に影響を与える可能性があ

ります。

本社および各拠点の事業継続

計画(BCP)を策定し、被害発

生時の操業の影響を最小限に

抑えます。

慢性

年平均気温の

上昇

使用電力量の増加による電気

コスト増加のリスクがありま

す。

各拠点の省エネ対策を徹底し

ます。

水資源不足

中長期的な水資源枯渇によ

り、水の使用制限による操業

の中断が発生するリスクがあ

ります。

事業への影響を把握するた

め、世界資源研究所(World

Resources Institute)が提供

する「AQUEDUCT Water Risk

Atlas」を使用し、水資源取

得リスク調査を実施していま

す。

機会

製品・

サービス

医薬品・創薬

需要の拡大

地球温暖化による疾病動向の

変化による既存薬に対する需

要の増加、あるいは新薬の開

発・商業化により収益が増加

する可能性があります。

開発パイプラインを継続的に

強化し、地球温暖化に関連し

て、当社パイプラインが新た

に貢献し得る疾患領域におけ

る医薬品の研究・開発の機会

を模索します。

移行シナリオ

(1.5℃)

レジリエ

ンス

エネルギー効

率向上

脱炭素社会の実現推進によ

り、エネルギー効率を向上さ

せる製品やサービスが新たに

開発されます。

環境性能が高いオフィスビル

に入居することにより、エネ

ルギー効率を高め、エネル

ギー消費量と温室効果ガス

(GHG)排出量を減少させま

す。

リスク
政策・

法規制

炭素税や二酸

化炭素排出規

制

拠点がある日本やイギリス、

韓国、アイルランド、米国、

スイス等に、炭素価格メカニ

ズムが導入され、特にエネル

ギー使用に対する規制が増え

る可能性があり、エネルギー

コストの増加が見込まれます

が、全社の操業コストに対す

る影響は限定的です。

本社および各拠点のGHG排出

量算定を実施し、炭素価格メ

カニズムが各市場で導入され

た場合の財務的影響を分析し

ました。また、GHG排出量削

減に向けた取組の検討を開始

しています。
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②　人的資本に関する戦略

当社グループが掲げる、世界をリードするサイエンスで、人生を変える医薬品を届けるというビジョンにおい

て、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進とコラボレーション型の職場環境は、当社の大きな柱となってい

ます。

 

ダイバーシティとペイ・エクイティ

当社グループは、多様でインクルーシブな組織づくりのために、ペイ・エクイティ(同一労働同一賃金)に取り

組んでいます。2021年から、各従業員の役割と経験に基づいた市場ベンチマークに照らして、毎年、グローバル

での従業員給与の精査を行っています。また、組織全体で等級制度による各従業員の役割を明確にすることに

よって、評価と処遇の一貫性と公平性を確保しています。

当社グループはダイバーシティとペイ・エクイティの推進について、今後も全社で取り組みを進めていきま

す。

 

株式報酬

当社グループでは、従業員が自社の株式を保有することで、会社に対する自らの貢献から利益を得ることがで

きるという観点から、長期インセンティブ・プラン(LTIP)のもと、2022年４月以降、すべての社員が、毎年、事

後交付型株式報酬(リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU))制度に基づく当社株式割当の権利を有していま

す。従業員に対する割当および実際の株式付与は、LTIP制度に基づき適正に行われます。株式報酬により、長期

的に当社で活躍が期待できる優秀な人材を積極的に採用するため、また、従業員の業績と会社への貢献を評価す

る制度の一つとして実施しています。2025年11月には一部制度を改め、日本国内に居住する従業員を対象とした

事後交付型株式報酬制度を見直し、自社の株式を従業員に給付するインセンティブプラン退職型株式給付信託

（J-ESOP）を導入・移行することを決定しています。

 

福利厚生、ワーク・ライフ・バランス

当社グループは、従業員の健康や成長を軸にして福利厚生を整えています。また、育児を行っている従業員の

支援や、リモートワークの導入、フレキシブルな勤務時間の設定等、業務状況と従業員の生活スタイルに合わせ

た柔軟な働き方ができるようサポートしています。

 

能力開発研修

当社グループでは、従業員に成長と能力開発の機会を提供し、従業員が潜在能力を最大限に発揮できるよう

様々な取り組みを行っています。E-Learningや資格支援制度を導入しており、マイクロラーニングや専門分野で

の資格取得等をサポートしております。様々なスキル開発の機会を提供することによって従業員の成長を促し、

個々の能力と組織力の向上を図っております。

 

当社グループは、「従業員満足度調査」を毎年実施しています。この調査結果をもとに、従業員満足度の向上

や人財育成のための施策をさらに進めていく考えです。

 

(3) リスク管理

2022年、当社グループはESGへの取り組み推進のための体制構築と、ESG目標を達成するための明確なロードマッ

プ策定に注力しました。当社グループがESGの課題にどう向き合うべきかを検討するところからスタートし、その

後、取締役会・従業員・外部のステークホルダーとの対話を通じ、当社グループにとっての「重要課題」(マテリア

リティ)の特定、マテリアリティに対応する取り組みおよびその進捗を評価する重要業績評価指標(KPI)の設定を行

いました。特定したマテリアリティとKPI(以下に記載)は2023年３月の当社取締役会により承認され、今後数年間の

ESG活動でこれらを達成すべく取り組んでいます。当社グループは、これらのESG目標を組織全体に浸透させ、社内

外のステークホルダーと協力し、これらの優先事項が当社の企業文化、バリューそして事業運営の基礎となるよう

努めてまいります。
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(4) 指標及び目標

当社グループは、上記(3)の通り、マテリアリティとKPIが、長期的に企業価値を高めるという目標に合致してい

ると認識しており、継続的な取り組みとしてこれらを定着させ実行してまいります。

気候変動に関しては、当社グループのScope１およびScope２の温室効果ガス(GHG)排出量は、2024年度実績で

1,001.64t-CO2でした。GHG排出量削減目標については、今後、協議を行う予定です。

人的資本に関しては、当社グループはグローバル企業として、取締役会の外国籍比率がCEOを含め50％となってい

ます。また、当社グループでの外国籍従業員比率は59％(日本人42％、英国35％、その他の国23％)となっており、

44％の女性従業員が在籍し、女性管理職比率は30％の実績となっています。当社グループでは、国籍・性別を問わ

ず多様な人財を採用しており、さらなる多様な人財を獲得することを目標とし、ダイバーシティ＆インクルージョ

ンの推進とコラボレーション型の職場環境の構築に注力し取り組んでいきます。

 
 

 マテリアリティ 取り組み KPI

Environment(環境) 環境マネジメントの推進

英国の研究開発施設にお

ける環境マネジメントシ

ステム(EMS)とエネルギー

削減計画に基づき、排出

量と廃棄物を適切に管理

する。

英国の研究開発施設で５

年以内にグリーンラボの

認証を取得する。

Social(社会)

ダイバーシティ、エクイ

ティ、インクルージョン

(DEI)

ジェンダーギャップの解

消に努める。

女性管理職比率(グローバ

ル)を中期的に30％以上に

維持する。

患者さまのための革新的

な医薬品の創出

患者さまの人生を変える

医薬品を生み出すため、

研究開発の効率化を推進

する。

研究開発の効率化の推進

－自社開発パイプライン

から今後３年間、前臨床

候補化合物と臨床候補化

合物をそれぞれ年間１品

目平均的に創出する。

Governance(ガバナンス)

全てのステークホルダー

に対する公平性および透

明性

株主との対話を強化・拡

充する。

全ての株主が参加し、当

社経営陣とオープンかつ

率直に議論できる機会を

提供する。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとお

りであります。当社グループの事業等はこれら以外にも様々なリスクを伴っており、以下に記載したものがリスクの

すべてではありません。

当社グループではCEOおよびCAOがグループ全体のリスク管理を行っており、各部門の責任者から、主要なリスクを

適宜報告される体制を整えています。個別のリスクの程度と内容に応じた対応策に基づき、リスクの回避措置、リス

クが顕在化した際の影響の低減措置を行っています。

なお、文中における将来に関する事項は提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 医薬品の研究開発事業一般に関する事項

①　研究開発の不確実性に関する事項

・リスク

当社グループは、医薬品の研究開発を主な業務としています。一般的に、医薬品の研究開発は、基礎研究段階

から承認取得に至るまで長期間を要し、多額の投資が必要となる反面、その成功の可能性は、他産業に比べて極

めて低いものです。従って、研究開発活動は不確実性を伴っており、この不確実性は当社グループの財政状態お

よび経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応策

当社グループは、比類のないプラットフォーム技術による複数の新規治療薬候補品を継続的に創出し、さらに

臨床開発および商業化を行うための費用の負担とリスクを引き受けることを前提に他の製薬会社との共同研究や

開発品の導入も行うことで、開発パイプラインを拡充してきました。多種多様な提携を通じて、開発資金を提供

いただくパートナーの分散を図り、また、臨床開発という不確実なリスクのバランスをとることによって、業績

への影響を最小限にしております。

 

②　提携先の事業戦略見直しに関する事項

・リスク

医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの企業や研究機関等による競争が激しい状態にありま

す。また、その技術革新は急速に進歩しています。そのため、大手製薬・バイオ医薬品企業は、業界での競争力

を維持するために定期的に事業戦略の見直しを行っており、その見直しの影響により当社グループの財政状態お

よび経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

また、研究、開発、製造および販売のそれぞれの事業活動における競争相手との競争の結果、当社グループの

財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、提携先との良好な関係を維持、発展させるとともに、適切な契約の締結に努める等、当該リ

スクの低減に努めております。また、収益性のある品目を複数研究開発することで、提携関係の解消等があった

場合の業績への影響を最小限にするようにしてまいります。

 

③　副作用等に関する事項

・リスク

医薬品は、臨床試験段階から市販後に至るまで、副作用等が発現するリスクがあります。当社は発売後の医薬

品について製造販売業としての医薬品安全性監視(ファーマコビジランス)を行うことで患者様の健康被害リスク

を最小化する活動を継続して実施し、これにより医薬品使用に関連するリスクの回避と受けうる影響の低減に最

大限努めております。副作用等が発現し、製品の回収、製造販売の中止、薬害訴訟の提起等に発展した場合に

は、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
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・対応策

当社グループでは、提携会社または販売委託会社等と連携し、国内外の安全管理情報(副作用情報等)を収集し

ております。また、収集された安全管理情報は適切に評価・検討・分析し、各国・地域の規制に応じ適切に当局

に報告するとともに、提携会社または販売委託会社等と連携して情報提供することで医薬品の適正使用を推進し

ております。

 

④　薬事法制その他の規制に関する事項

・リスク

医薬品業界は、研究、開発、製造および販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法および薬事行政指

導その他関係法令等により、様々な規制を受けています。

医薬品は、創薬から製造販売承認を取得するまでに、多額の研究開発コストと長い年月を必要としますが、安

全性および有効性に関する期待したデータが得られず、医薬品としての有用性を示すことができない場合には、

規制当局の承認が計画どおり取得できず上市が困難になる可能性があります。これは開発品を他社に導出する場

合も同様であり、当初計画した条件での導出もしくは導出そのものが困難になる可能性があります。

このような事象が生じた場合又は将来各国の薬事に関する諸規制に大きな変化が生じた場合には、当社グルー

プの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、提携先と協力しながら、薬事関連規制の改正動向を早期に把握し、対応の要否を分析する体

制を取っております。また、リスクを最小限にするための対応について、迅速に判断するガバナンス体制を取っ

ております。

 

⑤　製造物責任に関する事項

・リスク

当社グループは、医薬品の臨床試験を含む開発、製造、販売を行っております。それらの製品が必要な品質お

よび安全性の基準を満たさず、これを原因とした製造物責任を負う場合、当社グループの財政状態および経営成

績に深刻な影響を与える可能性があります。

・対応策

当社グループは、製品の安全、品質への取り組みを最優先事項としており、社内教育等を通じて、常に従業員

の意識向上に努めております。また、適切な保険に加入することで製造物責任によるリスクを軽減しておりま

す。

 

(2) 当社グループの戦略に関する事項

①　事業戦略の実行に関する事項

・リスク

当社グループは、新薬開発候補品を創製するための自社プラットフォームの活用と、新たな導出あるいは共同

投資を可能にする重要な価値の転換を生み出すためのパイプラインの強化、ならびに日本および一部のAPAC市場

における自社開発・商業化の機会創出に注力しています。さらに、日本およびAPAC市場における事業の構築に向

け、外部から開発リスクの低い承認済あるいは後期臨床開発段階の開発品の導入に注力していますが、他の新薬

開発を行う企業同様、開発が成功しない新薬開発候補品、または機能しないテクノロジーに対して投資が行われ

る可能性があります。このような事象が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響

が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、投資の検討に当たっては、社内外の意見を集約し、研究開発プログラムや技術への投資機会

を、その商業的実行可能性を含めて総合的に評価しております。投資に対しては、リスクとリターンのバランス

が適切なものになるようなアプローチを取っています。
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②　投資戦略に関する事項

・リスク

過去において、当社グループは、非常に有望ではあるものの、実証されていないテクノロジーを有する企業に

出資を行ってきました。これらの投資により、重要な価値の転換点への到達につながり、ビジネスモデルを加速

できる可能性があります。しかし、そのような出資は減損につながる可能性のある失敗のリスクを伴うため、当

社グループの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループにおいては、戦略的投資の評価に責任を有し、係る投資の承認に責任を負う当社の取締役会に対

して助言を行う投資委員会を設置しています。また過度な資本リスクに晒されないよう、投資に対しては、リス

クとリターンのバランスが適切なものになるようなアプローチを取っています。

 

(3) 当社グループの事業活動に関する事項

①　提携関係に関する事項

・リスク

当社グループは、研究開発の各段階において最先端技術の取り込みを含めた広範な提携関係を構築し、それに

よって固定費の増加回避を図っています。しかし、現在の提携関係に変化が生じた場合や今後の提携関係が期待

どおりに構築できない場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性がありま

す。

・対応策

当社グループは、契約締結においては、発生しうるリスクを想定し、これを低減するための戦略に関する協議

と合意形成に努め、必要に応じてその内容を契約書に定めております。さらに、提携先との間で様々な機能・階

層を通じた強固なガバナンス体制を構築し、提携におけるリスクの把握と解決策の協議を密に行い、必要な打ち

手を講じることで、業績への影響を最小化するよう努めております。

 

②　人材の確保及び育成に関する事項

・リスク

当社グループの事業活動は、現在の経営陣、事業を推進する各部門の責任者や構成員等に依存しているところ

があります。そのため、常に適材適所に優秀な人材を確保することや、将来を見据えた人材育成に努めていま

す。労働市場の逼迫により人材確保や人材育成が計画どおりに行えない場合は、当社グループの事業活動や経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

・対応策

当社グループは、社員が会社の理念や目標を理解し、進むべき方向性を共有することで一体感を高めるととも

に、会社に愛着を持ち安心して働けるように、働く環境の整備と社員教育の充実を図ることが人材リスクを回避

するうえで重要と考えています。そのため、快適なオフィス環境の維持、社員それぞれのライフスタイルに合わ

せた柔軟な働き方(スーパーフレックス制度の導入やリモートワーク等)、社内外のさまざまな分野の専門家との

交流や研修の実施、健康維持を目的とした食育等を実施しています。

 

③　知的財産権に関する事項

・リスク

当社グループは、研究開発活動等において当社グループが所有し又は使用許諾を受けた様々な知的財産を使用

しています。当社グループの事業運営に必要な知的財産について継続して使用許諾を受けることができない場合

や第三者の知的財産の侵害による係争が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響

が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、保有する知的財産の管理につき、専門弁護士・弁理士事務所を起用しながら、第三者侵害の

有無を監視しながら、適切に管理する体制を整えております。
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④　資金調達に関する事項

・リスク

医薬品事業においては、多額の研究開発費を要し、その額は研究開発の進捗に応じて増加する傾向にありま

す。当社グループに資金需要が生じた場合に、市場環境の悪化等により機動的な資金調達を行うことができない

可能性があり、その場合には、当社グループの研究開発に係る体制および計画の見直しを余儀なくされるなど、

当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、適時資金繰り計画を作成・更新し、十分な手元流動性(当連結会計年度末の現金および現金同

等物残高20,365百万円)を維持することで当該リスクの低減に努めています。また、新株発行、社債発行、コミッ

トメントラインの設定、および他の借り換え手段の選択肢を定期的に見直すことで、資金調達市場の状況に応じ

た資金確保を可能としています。当社グループは、手元流動性は十分に確保しており当面の事業運営には影響あ

りません。今後、営業キャッシュ・フローの収入に加え、上記の資金調達手段も検討し、安定したネットキャッ

シュの維持を進めます。また、一時的な資金需要に対応するため、売上債権を対象としたファクタリング契約を

締結しています。

 

⑤　外国為替変動に関する事項

・リスク

当社グループは、事業活動をグローバルに展開しており、海外企業とのライセンス取引、海外での研究開発活

動等において外貨建取引が存在します。為替変動リスクはヘッジ活動によっても完全に取り除くことはできない

ため、急激な為替変動によって為替リスクが顕在化した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重

大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、通貨保有による外国為替変動リスクを定期的にモニタリングするために、毎月取締役会に通

貨毎の預金残高や為替差損益の分析を報告しております。さらに、決済通貨を適宜購入または為替予約を締結す

ることで外国為替変動が軽減するよう管理しています。

 

⑥　契約に基づく支払義務の負担に関する事項

・リスク

当社グループは、開発パイプラインに関する提携企業との契約において、販売に至る前の開発段階および販売

開始後に提携先に対する支払義務を負っている場合があります。また、開発費の共同負担や販売開始後一定額の

販売活動経費の投入を行う義務を負う場合もあります。これらの対価の支払形態は、製品開発型バイオベン

チャーとしての事業の性質上当然のものと認識していますが、当社グループの資本力に比べ支払額が高額となる

場合には、当社グループにとって大きな財務的負担となる可能性があり、当社グループの財政状態および経営成

績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、契約締結においては、発生しうるリスクを想定し、これを低減するための協議と合意形成に

努め、その内容を契約書に定めております。さらに、提携中も提携先との間で様々な機能・階層を通じた強固な

ガバナンス体制を構築し、提携におけるリスクの把握と解決策の協議を密に行い、必要な打ち手を講じること

で、業績への影響を最小化するよう努めております。
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⑦　国内及び海外市場における販売体制の構築及び技術導出に関する事項

(a) 国内市場における自社製品の販売

・リスク

当社グループは、国内外において、医薬品製造販売業の許可を取得しております。自社製品が医薬品製造販

売承認を取得した場合、製造販売元として、製品の市場価値を最大化することを目標とし、自社に限らず販売

提携先の締結など適切な販路を確保し、自社製品の安定供給を行います。国内外において、適切な販路の確保

が進まない場合、自然災害、火災等により当社又は委託先の製造・物流施設等の損壊又は事業活動の停滞等が

生じた場合、原材料の仕入れが遅延又は停止した場合、品質問題が生じた場合、販売委託先による体制の不備

などにより自社製品の販売成果が期待通り得られない場合、又は法令遵守等の問題が発生した場合は、自社製

品の安定供給に支障が生じ、医薬品製造販売業としての信頼および売上収益の低下により、当社グループの財

政状態および経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

また、医療用医薬品という性質上、薬価改定による薬剤価格引き下げにより、売上収益の低下が発生する可

能性があります。

・対応策

当社グループは、自社製品の品質および安全性の確保のため、医薬品製造販売業として必要な社内体制を整

備しており、法令遵守を最優先事項としております。また、委託先に対しても、法令遵守状況の把握を含めた

適切な能力評価を行い、健全な提携関係の維持と発展に努めております。

また、コンプライアンスを遵守した販売情報提供活動を遂行するため、コンプライアンス部門を設置し、コ

ンプライアンスを推進する環境を整備し、また、当社および販売委託先においてコンプライアンスを遵守して

いることをモニタリングしております。

薬価引き下げリスクにあたっては、国内外の医療費に係る政策の分析、市場動向のモニタリングを実施しリ

スクの回避に努めます。

 

(b) 自社又は子会社の開発品の技術導出

・リスク

開発品を開発の途中段階で他社に導出することにより、一時金や導出先の販売高に連動した収益を受領する

ことが可能となります。しかし、開発の遅延その他の理由により計画どおりの時期に技術導出ができない場合

や技術導出を予定している開発品に関して導出そのものが困難になる場合には、当社グループの財政状態およ

び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、想定外の外部要因による遅延やその他の悪影響を及ぼす問題に対処してまいります。開発

の遅延リスクを回避するため、外部の専門家を適宜活用するとともに、社内の人材の能力および専門性の育成

にも努めております。

 

⑧　M&A等(買収、合併、営業の譲渡・譲受、出資)による事業拡大に関する事項

・リスク

当社グループは、保有する経営資源の効率的運用と企業価値の最大化のため、M&A等を活用して事業規模の拡大

を図ることを経営方針の一つとしています。その施策により想定どおりの効果が得られない場合は、最大でのれ

ん25,838百万円及び無形資産49,230百万円の減損損失の計上等により、当社グループの財政状態及び経営成績に

重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、M&Aの実施に際しては、外部専門家を起用しながら、詳細なデューディリジェンスを実施した

上で、中期事業戦略との整合性、事業価値、シナジー等を総合的に検証しております。
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⑨　取得事業の統合に関する事項

・リスク

当社グループは2023年７月にイドルシア社より同社の日本およびAPAC(中国を除く)地域における子会社を買収

しました。その結果、当社グループの事業活動の規模および範囲が拡大し、新たな価値創造の機会がもたらされ

た一方で、当該新たな事業等に起因するリスクが発生する可能性を認識しております。移行措置や統合活動およ

び当該子会社の事業計画の遂行に不具合が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影

響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、当社の執行役複数名を子会社の取締役に任命することにより、子会社管理体制を構築すると

ともに、当社取締役会や監査委員会による当該子会社の経営状況の定常的な監視、指導、助言を行うことによ

り、新たなリスクの監視、未然予防など管理を強化しております。なお、当該取得事業の統合に関する活動は概

ね完了しております。

 

⑩　重要な契約に関する事項

・リスク

「第一部　企業情報、第２　事業の状況、５．重要な契約等」に記載した、当社グループの経営上の重要な契

約が期間満了、解除その他の理由により終了した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影

響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、重要な契約作成時において、必要に応じ外部弁護士を活用し、適切な解除条項を設けるなど

リスク低減措置を講じております。また、経営戦略検討時に重要契約の終了時期を考慮するとともに、重要契約

パートナーとの活動を注視し状況に応じた対応を実施するなどのリスク軽減策を講じております。

 

⑪　訴訟等に関する事項

・リスク

当社グループは、当連結会計年度において財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす訴訟の提起を受けてい

ません。訴訟その他の法的手続や当局による調査を受けたときは、多額の支払命令等の不利益な決定がなされ、

当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、コンプライアンス体制や品質マネジメントその他必要な社内体制の整備により問題発生の未

然防止に努めるとともに、事業活動においては必要に応じて法務部門による審査や外部弁護士等の専門家の助言

を得るなど、訴訟に関するリスクの低減に努めております。

 

⑫　内部統制の整備に関する事項

・リスク

当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに実施基準に

準拠し、財務報告に係る有効な内部統制システムを整備し、その適正な運用に努めています。内部統制が有効に

機能せず、あるいは予期しない内部統制上の問題により、多額の損失が発生した場合には、当社グループの財政

状態および経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

・対応策

当社グループは、財務報告に係る有効な内部統制システムの構築を行い、適切な運用に努めております。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものです。

(1) 財政状態および経営成績の状況

日本およびAPACの患者さまに革新的な医薬品をお届けするという目標については重要な進展があり、不眠症治療

薬クービビック
®
については、2024年12月に新発売したことを発表、2025年12月には2週間処方制限解除を報告しま

した。2025年10月には、クービビック
®
錠25mg、50mgの製造所の追加に関する医薬品製造販売承認事項一部変更承認

申請において承認取得を発表しました。第二原薬製造所の追加により製造原価低減寄与が期待でき、2027年以降の

収益性が向上する見通しです。海外地域では2025年2月にダリドレキサントについて、Holling Bio-Pharma Corp.と

台湾でのライセンス、製剤供給及び販売に関する契約締結を発表しました。台湾では2026年半ばにも発売される見

込みです。

 

「NxWave™」プラットフォーム技術で精密にデザインされた幅広い新薬プログラムを推進するについては、成功の

ための戦略として、「NxWave™」プラットフォームを活用して、自社で開発した個別の候補化合物やプログラム、あ

るいは提携先が選定したターゲットに対する候補化合物の創薬・開発に関して、世界的なバイオ医薬品企業と提携

を行ってきました。当社グループは、これらの提携の多くで、神経疾患及び精神神経疾患、代謝性疾患、免疫疾

患、炎症性疾患など、医薬品市場で最も急成長している領域の開発プログラムに対する経済的権利を有していま

す。

 

提携プログラムでは、Neurocrine Biosciences Inc.（以下「ニューロクライン社」）との提携が引き続き大きく

進展し、同社は業界最大級のムスカリン受容体作動薬候補のポートフォリオを保有しています。ニューロクライン

社は、統合失調症に対するNBI-1117568（ムスカリンM4受容体作動薬）の第Ⅲ相臨床試験、双極性障害に対する第Ⅱ

相臨床試験も開始しました。第Ⅲ相臨床試験については2027年以降の結果発表を予定しています。その他のムスカ

リン受容体作動薬候補のポートフォリオでも進展があり、NBI-1117570（選択的M1/M4デュアル受容体作動薬）は統

合失調症に対する第Ⅱ相臨床試験を開始しました。ニューロクライン社はNBI-1117567（M1-preferring agonist）

の第Ⅱ相臨床試験を2026年に開始する予定です。

 

さらに当社グループは、Eli Lilly and Company（以下「イーライリリー社」）との糖尿病及び代謝性疾患におけ

る複数のターゲットを対象にした研究開発・商業化に関する提携において開発マイルストン達成、AbbVie Inc.（以

下「アッヴィ社」）との神経疾患における複数のターゲットを対象とした創薬提携において研究段階における２番

目の重要なマイルストン達成を発表しました。また、Centessa Pharmaceuticals Limited（以下「センテッサ

社」）が選択的経口オレキシン2受容体（OX2R）作動薬 ORX750のナルコレプシー1型（NT1）、ナルコレプシー2型

（NT2）、及び特発性過眠症の患者を対象とし第Ⅱ相臨床試験に関して、良好な途中結果を公表しました。2026年に

はORX750レジストレーショナルプログラムを開始する見込みです。

 

自社開発プログラムでは、がん免疫療法候補薬HTL0039732（NXE0039732）について、2025年9月にマイクロサテラ

イト安定性（MSS）大腸がん（CRC）、胃または食道胃接合部（GOJ）腺がん、淡明細胞型腎細胞がん、及び転移性去

勢抵抗性前立腺がんを対象にした 4 つのコホートのフェーズ2a試験における最初の被験者への投与を発表しまし

た。2025年10月にはCancer Research UKが、現在実施中のフェーズ1/2a試験（NCT05944237）のうちフェーズ１試験

に関して、「欧州臨床腫瘍学会（European Society for Medical Oncology：ESMO）年次総会」（ESMO Congress

2025）において良好なデータを発表しました。

 

2025年は、事業基盤の再構築及びパイプラインの本格的な価値顕在化が同時に進んだ重要な年でしたが、当社グ

ループは2030年ビジョン（売上高500億円以上、営業利益30％以上）に向けて大きく前進しております。引き続き、

患者さんとご家族、医療現場、そして株主・投資家の皆さまに長期的・持続的な価値をお届けする、国際的なリー

ディングバイオ医薬品企業構築に邁進してまいります。

 

 

2025年12月31日現在、当社グループの従業員数は382人(2024年12月31日時点比８名増)です。

 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益29,615百万円(前連結会計年度比780百万円増加)、コア営業損失
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352百万円(前連結会計年度は3,606百万円の利益)、営業損失8,462百万円(前連結会計年度は5,423百万円の損失)、

税引前損失14,950百万円(前連結会計年度は4,662百万円の損失)、当期損失12,530百万円(前連結会計年度は4,838百

万円の損失)となりました。

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

増減

売上収益 29,615 28,835 780

売上原価 △8,198 △7,616 △583

研究開発費 △14,466 △11,816 △2,650

販売費及び一般管理費 △15,225 △16,015 790

営業費用合計 △37,888 △35,447 △2,442

その他の収益及びその他の費用 △189 1,189 △1,377

営業損失(△) △8,462 △5,423 △3,039

金融収益及び金融費用 △6,489 761 △7,251

税引前損失(△) △14,950 △4,662 △10,288

法人所得税費用 2,420 △176 2,596

当期損失(△) △12,530 △4,838 △7,692
 

 

代替業績評価指標

(コア営業損益)

営業損失(△) △8,462 △5,423 △3,039

調整額    

有形固定資産の減価償却費 1,582 1,613 △31

無形資産の償却費 2,784 2,371 413

株式報酬費用 (注)２ 1,749 1,396 353

減損損失 (注)３ 1,160 － 1,160

構造改革費用 (注)２ 636 28 608

統合関連及びその他の一時的支
出費用 (注)４

198 1,220 △1,022

売上原価調整額 (注)５ － 2,401 △2,401

コア営業利益又は損失(△) △352 3,606 △3,958

    

USD:JPY(期中平均為替レート) 149.65 151.43 △1.78

GBP:JPY(期中平均為替レート) 197.23 193.49 3.74
 

(注) １　コア営業損益は営業損益(IFRS)＋重要な非現金支出費用＋重要な一時的支出費用で定義され、事業の潜在的

な経常キャッシュ創出能力を表しております。

２　構造改革に係る株式報酬費用の加速償却による影響額は構造改革費用に含まれております。

３　減損損失は、無形資産及びのれんの減損に伴う非現金支出費用です。

４　統合関連及びその他の一時的支出費用は、ITシステムの統合及び企業ブランド再構築(前連結会計年度実施)

を含む一時的支出費用です。

５　売上原価調整額は、2023年７月の企業結合により取得した棚卸資産の販売時に、売上原価に計上される非現

金支出費用です。前第３四半期連結累計期間までに当該棚卸資産は払い出しが完了しました。

 

当社グループは、医薬品事業の単一セグメントであるため、報告セグメント別の記載は省略しています。
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当連結会計年度の経営成績の分析は以下のとおりです。

 

(売上収益)

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

増減
増減率
(％)

上市済製品 20,136 16,248 3,888 23.9

ピヴラッツ® 13,511 12,651 860 6.8

クービビック® 4,327 1,336 2,991 223.9

呼吸器疾患 2,169 2,190 △21 △1.0

その他 130 71 59 83.1

研究・開発 9,479 12,587 △3,108 △24.7

契約一時金収入 1,571 1,392 179 12.9

マイルストン収入 5,227 8,505 △3,278 △38.5

前受収益取崩額(注) 2,652 2,658 △6 △0.2

その他 30 32 △2 △6.3

合計 29,615 28,835 780 2.7
 

(注)　第５　経理の状況　20．売上収益　(4) 契約残高　②　契約負債に含まれている前受収益より取り崩したもの

になります。

 

当連結会計年度の上市済製品に関する収益は、前連結会計年度に比べ3,888百万円増加し、20,136百万円となりま

した。内訳は以下の通りです。

 

ピヴラッツ®

日本において自社で販売する脳血管攣縮治療薬ピヴラッツ®の製品販売による収益を指します。当連結会計年度

は前連結会計年度に比べ6.8％増加しました。これはピヴラッツ®の販売が好調に推移したことによるものです。

 

クービビック®

提携先の塩野義製薬から得ている、販売に応じたロイヤリティ及び製品供給による収益を指します。当連結会

計年度は前連結会計年度に比べ223.9％増加しました。これはクービビック®の販売が前第４四半期連結会計期間

より開始されたことによるものです。

 

呼吸器疾患

提携先のノバルティス社から、シーブリ®、ウルティブロ®及びエナジア®(注)の売上に関連して得ている、ロイ

ヤリティによる収益を指します。当連結会計年度は前連結会計年度と比較して1.0％減少しました。

 

(注)　シーブリ®、ウルティブロ®及びエナジア®はノバルティス社の登録商標です。
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当連結会計年度の研究・開発に関する収益は、前連結会計年度に比べ3,108百万円減少し、9,479百万円となりま

した。内訳は以下の通りです。

 

契約一時金収入

新規の提携先と研究・開発段階における契約開始時に受領し、かつ認識される収益を指します。当連結会計年

度は前連結会計年度と比較して179百万円増加しました。これは前連結会計年度には新規契約が１件であったのに

対し、当連結会計年度は２件の新規契約を締結したことによるものです。

 

マイルストン収入

既存の提携先が研究・開発段階における一定の進捗を達成した時に受領し、かつ認識される収益を指します。

当連結会計年度は前連結会計年度と比較して3,278百万円減少しました。これは前連結会計年度は５件、当連結会

計年度は７件とマイルストンの達成件数は増加しましたが、マイルストン収入は変動性が高く、個々の受領額が

前連結会計年度を下回ったことによるものです。

 

前受収益取崩額

一部の研究開発提携では、契約一時金及びマイルストンを、前受収益として計上し、研究開発活動の進捗に応

じて前受収益から売上収益に振り替えております。当連結会計年度は前連結会計年度と比較して6百万円減少しま

した。これは対象の研究開発の進捗によるものです。当連結会計年度末のこれらの前受収益の残高は5,356百万円

であり、今後の研究開発の進捗に応じて前受収益取崩額として売上に計上される予定です。

 

(営業費用)

売上原価

当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度比583百万円増加し、8,198百万円となりました。これは主に、

ピヴラッツ®の原価が減少したこと及び研究開発受託サービスに係る原価が減少した一方で、前第４四半期連結会

計期間よりクービビック®の販売が開始されたことに伴い原価が計上されたことによるものです。ピヴラッツ®の

原価の減少は、前第３四半期連結累計期間までは売上原価調整額の計上がありましたが、当連結会計年度での計

上がなかったことによるものです。

 

研究開発費

当連結会計年度の研究開発費は、前連結会計年度比2,650百万円増加し、14,466百万円となりました。これは主

に、研究開発への投資の増加及び円安の影響によるものです。

当連結会計年度においては、研究開発費全体の89％は英国における活動によるものです。

 

販売費及び一般管理費

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比790百万円減少し、15,225百万円となりました。

これは主に、経費削減に取り組んだことにより販売関連費が減少したことによるものです。

 

その他の収益及びその他の費用

当連結会計年度のその他の収益及びその他の費用の純額は、前連結会計年度比1,377百万円減少し、189百万円

の費用となりました。これは主に、英国における研究開発税額控除等の税金の還付金が増加した一方で、減損損

失及び構造改革費用を計上したことによるものです。なお、前連結会計年度のその他の収益及びその他の費用の

純額は、主に英国における研究開発税額控除によるものです。
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(営業損益)

上記の結果、当連結会計年度の営業損益は、8,462百万円の損失(前連結会計年度は5,423百万円の損失)となりま

した。

 

金融収益及び金融費用

当連結会計年度の金融収益及び金融費用の純額は、前連結会計年度比7,251百万円減少し、6,489百万円の費用

となりました。これは主に、社債の条件変更に伴う費用4,649百万円、及び取得した事業の研究開発の進捗に伴

い、旧株主に支払う条件付対価の公正価値が増加したため条件付対価評価損1,940百万円を計上したことによるも

のです。

 

(税引前損益)

上記の結果、当連結会計年度の税引前損益は、14,950百万円の損失(前連結会計年度は4,662百万円の損失)となり

ました。

 

法人所得税費用

当連結会計年度の法人所得税費用は△2,420百万円(前連結会計年度は176百万円)となりました。これは主に棚

卸資産及び税務上の欠損金に係る繰延税金資産の増加、及び繰延税金負債の減少によるものです。

 

(当期損益)

上記の結果、当連結会計年度の当期損益は、12,530百万円の損失(前連結会計年度は4,838百万円の損失)となりま

した。特に、社債の条件変更に伴う一時的な費用、企業結合による条件付対価の増加に伴う非現金支出費用、構造

改革に伴う一時的な費用、及び減損損失に係る非現金支出費用の影響によるものであり、これらの影響は税効果に

より一部相殺されております。

 

(代替業績評価指標：コア営業損益)

コア営業損益は、中核事業の潜在的な経常キャッシュ創出能力を示すために、重要な非現金支出費用及び一時的

な費用を調整した代替的な業績評価指標です。

当連結会計年度のコア営業損益は、352百万円の損失(前連結会計年度は3,606百万円の利益)となりました。

 

コア営業損益はIFRSの営業損益に対して以下の調整を行い算出しております。

 

・有形固定資産の減価償却費1,582百万円(前連結会計年度比31百万円減少)

・無形資産の償却費2,784百万円(前連結会計年度比413百万円増加)

・株式報酬費用1,749百万円(前連結会計年度比353百万円増加)

・減損損失1,160百万円(前連結会計年度発生なし)

無形資産及びのれんの減損を計上したことによるものです。

・構造改革費用636百万円(前連結会計年度比608百万円増加)

主に第４四半期連結会計期間に実施した事業再編プログラムに関連する費用であり、うち204百万円(前連結

会計年度は0百万円)は株式報酬費用の加速償却の影響によるものです。

 構造改革費用はグループ全体の組織の見直しに伴う費用となります。

・統合関連及びその他の一時的支出費用198百万円(前連結会計年度比1,022百万円減少)

統合関連及びその他の一時的支出費用は、グループ統合推進におけるシステム統合及びその他の一時的な支

出によるものです。システム統合は第１四半期連結累計期間に完了しております。

・売上原価調整額　当連結会計年度発生なし(前連結会計年度比2,401百万円減少)

売上原価調整額は2023年７月の企業結合により取得した棚卸資産の販売時に、売上原価に計上されるもので

す。前連結会計年度に当該棚卸資産は払い出しが完了しました。以後の調整は発生しません。
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当連結会計年度の財政状態の分析は以下のとおりです。

 

(資産)

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ16,711百万円減少し、134,787百万円となりまし

た。これは主に、製品売上の拡大に伴い棚卸資産が増加した一方で、社債の買付け(額面50億円)及び条件の変更、

借入金の返済及びその他の負債の決済による現金及び現金同等物が減少したことに加え、償却及び減損により無形

資産が減少したことによるものです。

 

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ9,190百万円減少し、73,790百万円となりまし

た。これは主に、社債の買付け(額面50億円)及び借入金の返済によるものです。

 

(資本)

当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ7,521百万円減少し、60,997百万円となりまし

た。これは主に、在外営業活動体の為替換算差額の増加等によりその他の資本の構成要素が3,065百万円、及び事後

交付型株式報酬(RSU)の費用計上に伴い資本剰余金が1,955百万円増加した一方で、当期損失12,530百万円により利

益剰余金が減少したことによるものです。

 

なお、現金及び現金同等物並びに有利子負債の総資産に占める比率及び親会社所有者帰属持分比率は、それぞれ

15.1％、42.6％、45.3％となります。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,904百万円減少し、当連結会計年度

末は20,365百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,668百万円の支出となりました。これは主に、営業に

関する現金支出が売上に関する現金収入を上回ったことによるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、5,430百万円の収入となりました。これは主に、定期預

金(３か月超６か月以内)が当連結会計年度に満期を迎えたことにより、現金及び現金同等物に振り替えられたこ

と、及び上場株式の売却による収入によるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、16,028百万円の支出となりました。これは主に、社債

の償還による支出、社債の条件変更による支出、及び長期借入金の返済による支出によるものです。

 

(3) 資本の財源及び資金の流動性

当社グループは、製品販売及び、共同開発やライセンス契約に基づく提携パートナー企業からの契約一時金、マ

イルストン収入並びにロイヤリティ収入により事業を推進するための運転資金を創出しています。また、持株会社

である当社の新株発行、社債発行及び借入等により運転資金及び事業買収にかかる資金を調達しています。

当社グループは主に、導入品の販売及び、保有している候補薬の臨床開発や将来における自社開発パイプライン

の研究開発を進めるための投資を継続していきます。

 

「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　連結財務諸表注記　７．金融商品　(1) 資本管

理」に、資本管理に関する定量的情報を記載しております。

 

(4) 生産、受注及び販売の実績

当社グループの事業は医薬品事業の単一セグメントであります。
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①　生産実績

(a) 生産実績

当連結会計年度における生産実績は以下のとおりです。

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

増減率
(％)

生産実績 20,951 10,996 90.5
 

(注) １　生産実績の金額は販売価格により算出したものであります。

２　グループ内での生産割合が増加したことに伴い、生産実績が増加しております。

 

(b) 商品仕入実績

当連結会計年度における商品仕入実績は以下のとおりです。

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

増減率
(％)

商品仕入実績 103 711 △85.5
 

(注) １　商品仕入実績の金額は仕入価格によっております。

２　グループ内での生産割合が増加したことに伴い、生産実績が増加し、商品仕入実績が減少しております。

 

②　受注実績

当連結会計年度における受注実績は以下のとおりです。

   (単位：百万円)

受注実績
前年同期比
(％)

受注残高
前年同期比
(％)

5,941 319.6 1,929 171.9
 

(注) １　受注実績の金額は販売価格により算出したものであります。

 

③　販売実績

当連結会計年度における販売実績は以下のとおりです。

   (単位：百万円)

区分
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

増減率
(％)

上市後の医薬品 20,136 16,248 23.9

創薬 9,479 12,587 △24.7

合計 29,615 28,835 2.7
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前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する

割合は以下のとおりです。

 

相手先

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

株式会社メディパルホールディン
グス

8,556 28.9 7,584 26.3

塩野義製薬株式会社 4,327 14.6 1,336 4.6

Neurocrine Biosciences Inc. 2,163 7.3 7,335 25.4
 

(注) 上記には、顧客のグループ会社の金額も含めて記載しております。

 

(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの重要性がある会計方針、会計上の見積りにつきましては、「第５　経理の状況、１．連結財務諸

表等、(1) 連結財務諸表、連結財務諸表注記　３．重要性がある会計方針、４．重要な会計上の見積り及び見積り

を伴う判断」に記載のとおりです。
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５ 【重要な契約等】

当連結会計年度における当社グループの重要な契約は、以下のとおりです。

(1) ネクセラファーマ株式会社を当事者とする契約

①　金銭消費貸借契約

 

契約名 金銭消費貸借契約書

相手方 株式会社みずほ銀行

金銭消費貸借契約の相

手方の属性
都市銀行

契約締結日 2023年７月20日

債務の期末残高 26,908百万円

弁済期限 2030年７月11日

担保の有無 なし

主な契約内容

イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社(現ネクセラファーマジャパン株

式会社 ) 、及び Idorsia Pharmaceuticals Korea Co.,Ltd.( 現 Nxera Pharma Korea

Co.,Ltd.)の発行済全株式並びに関連する知的財産権を取得する資金等に充当する目的

で、400億円を借り入れる。当該契約には一定の財務制限条項（連結財政状態計算書にお

ける資本合計の金額が、前連結会計年度末における資本合計の金額の75％以上を維持す

ること）が付帯されている。
 

 
(2) Nxera Pharma UK Limitedを当事者とする契約

①　ライセンスに関する契約

 

契約名 License Agreement

相手方 Novartis International Pharmaceutical Ltd., Vectura Group Plc.

契約締結日 2005年４月12日

契約期間

契約締結日から①Nxera Pharma UK Limited(以下「NPU」)及び共同ライセンサーである

Vectura Group Plc.が許諾した最後の特許が満了する日、又は②NPU又は実施権者により

商業化された最後の商品の発売開始日から10年が経過した日のいずれか遅い日まで

主な契約内容
NPU及びVectura Group Plc.はNovartis International Pharmaceutical Ltd.に対し、

NVA237及びQVA149の全世界における開発及び商業化の独占的権利を許諾
 

 
契約名 Research Collaboration and License Agreement

相手方 Pfizer Inc.

契約締結日 2015年11月18日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の最終の特許期間満了日又

は②市販開始から10年経過のいずれか遅い日まで

主な契約内容

複数の領域における最大 10 種の GPCR ターゲットに関する新規医薬品の独占的開発・

製造販売権をPfizer Inc.に許諾し、これによりPfizer Inc.から開発・販売マイルスト

ン及び売上高に応じたロイヤリティを受領
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契約名 Research Collaboration and License Agreement

相手方 Genentech, Inc.

契約締結日 2019年７月12日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日又は②市

販開始から10年経過のいずれか遅い日まで

主な契約内容

複数のGPCRターゲットを対象として共同開発を実施し、Genentech, Inc.に対し、特定さ

れた独占的ターゲットについて、全世界における独占的開発、製造販売権を許諾し、そ

の対価として、契約一時金、マイルストン及びロイヤリティを受領
 

 
契約名 Collaboration and Option to License Agreement

相手方 AbbVie Ireland Unlimited Company

契約締結日 2020年６月24日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日、②市販

開始から10年経過又は③法令上の独占期間の終了日のいずれか遅い日まで

主な契約内容

AbbVie Ireland Unlimited Companyと共同開発により新規医薬品候補を見出し、同社に

対しグローバルな開発・販売を行うことの独占的ライセンスオプションを許諾。その対

価として、契約一時金と初期マイルストン、マイルストン及び販売高に応じた段階的ロ

イヤリティを受領。AbbVie Ireland Unlimited Companyは合計で最大４種までターゲッ

トを拡大できるオプションを保持
 

 
契約名 Collaboration and License Agreement

相手方 Tempero Bio, Inc.

契約締結日 2020年11月２日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日又は②市

販開始から10年経過のいずれか遅い日まで

主な契約内容

Tempero Bio, Inc.に対し、開発候補品HTL0014242を含む、代謝型グルタミン酸受容体5

(mGlu5)NAMのポートフォリオに関するグローバルでの独占的権利を許諾し、その対価と

して、契約一時金および戦略的株式持分としてTempero Bio, Inc.の株式、マイルストン

及びロイヤルティを受領
 

 
契約名 License, Assignment and Research Service Agreement (Amended and Restated)

相手方 Orexia Limited and Inexia Limited(Centessa Pharmaceuticals Limitedグループ)

契約締結日 2021年1月29日

契約期間
①ライセンス対象知的財産の特許期間満了、②ロイヤリティ期間の満了又は③契約発効

日から15年経過のいずれか遅い日まで

主な契約内容

共同研究開発提携のもと、オレキシン受容体作動薬化合物の開発権を付与し、その対価

として売上高に応じた株式受領権、マイルストン、ロイヤルティ等を受領。株式受領権

は、Centessa Pharmaceuticals Limited株式に交換された。
 

 
契約名 Collaboration and License Agreement

相手方 Neurocrine Biosciences, Inc.

契約締結日 2021年11月22日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日、②市販

開始から10年経過又は③法令上の独占期間の終了日のいずれか遅い日まで

主な契約内容

アルツハイマー病等の神経系疾患を適応とする新規ムスカリン受容体サブタイプ選択的

作動薬化合物群に関する独占的開発・製造販売権をNeurocrine Biosciences, Inc.に許

諾し、その対価として、契約一時金、開発・販売マイルストン及び売上高に応じたロイ

ヤリティを受領
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契約名 Amendment to Collaboration and Option to License Agreement

相手方 AbbVie Global Enterprises Ltd.

契約締結日 2022年８月１日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日、②市販

開始から10年経過又は③法令上の独占期間の終了日のいずれか遅い日まで

主な契約内容

AbbVie Global Enterprises Ltd.と共同開発により神経疾患におけるターゲットを対象

とした新規医薬候補品を見出し、同社に対しグローバルな開発・販売を行うことの独占

的ライセンスオプションを許諾。その対価として、契約一時金、マイルストン及び販売

高に応じた段階的ロイヤリティを受領
 

 
契約名 Multi-Target Collaboration and License Agreement

相手方 Eli Lilly and Company

契約締結日 2022年12月15日

契約期間
契約締結日から対象製品及び対象国ごとに、①対象特許権等の特許期間満了日、②市販

開始から10年経過又は③法令上の独占期間の終了日のいずれか遅い日まで

主な契約内容

Eli Lilly and Companyと共同開発により糖尿病・代謝性疾患における複数ターゲットを

対象とした新規医薬候補品を見出し、同社に対し全世界における独占的開発、製造販売

権を許諾し、その対価として、契約一時金、マイルストン及び段階的ロイヤリティを受

領
 

 
契約名 Collaboration and License Option Agreement

相手方 Boehringer Ingelheim International GmbH

契約締結日 2024年３月８日

契約期間 契約締結日からロイヤルティ支払い義務期間終了まで

主な契約内容

Boehringer Ingelheim International GmbHと共同開発によりGPR52受容体作動薬ポート

フォリオを開発。契約一時金と引き換えに、同社に対し、グローバルな開発・販売を行

うことの独占的ライセンスオプションを許諾。その対価として、オプション行使金、マ

イルストン及び段階的ロイヤルティを受領
 

 
(3) ネクセラファーマジャパン株式会社を当事者とする契約

①　ライセンスに関する契約

 

契約名 License Supply and Commercialization Agreement

相手方 塩野義製薬株式会社

契約締結日 2024年９月17日

契約期間
契約締結日から①市販開始から10年経過又は①対象特許権等の満了に伴う後発品発売の

いずれか遅い日まで

主な契約内容

塩野義製薬株式会社に対し日本におけるクービビック®の流通と販売の独占的権利を付与

し、契約一時金、マイルストン及び売上高に応じたロイヤリティ等を受領。また、日本

市場においてクービビック®製剤を供給
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６ 【研究開発活動】

当社グループは、日本から世界にイノベーションを届け、日本発の国際的なリーディングバイオ医薬品企業となる

ことを目指しています。創薬（研究）～前期臨床開発を英国の100％子会社が実施しております。

英国で行われる創薬では、最先端の創薬ターゲット構造解析、IT及びAI技術を最大限活用し、精密にデザインされ

た薬を生み出す「NxWave™」プラットフォーム技術により、主にGタンパク質共役受容体（以下「GPCR」）をターゲッ

トとする創薬の世界的リーダーの地位を確立しており、自社及び世界の大手製薬企業と共同で開発中の、30品目を超

える幅広いパイプラインを有しています。

当連結会計年度における、IFRSに基づく当社グループの研究開発費は14,466百万円となりました。

研究開発活動の具体的な内容は、以下のとおりです。

 
 「NxWave™」プラットフォーム技術で精密にデザインされた幅広い新薬プログラムを推進する

当社グループは、以下の３つを優先して取り組んでいます。

 
a)　大手製薬企業等との新規提携・ライセンス契約の締結

b)　自社開発品の臨床開発進展

c)　「NxWave™」プラットフォーム技術をさらに深化させるための提携や投資

 
2025年は１つ以上の価値の高い提携契約の締結、自社による１つ以上のフェーズ２試験の開始を目標としていま

す。

 
2025年１月14日、当社グループは、提携先であるNeurocrine Biosciences Inc.（以下「ニューロクライン社」）

が、第43回J.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンスにおいて、ムスカリン受容体作動薬ポートフォリオの臨床

開発の進捗を発表したことを開示しました。発表では以下の言及がありました。

 
•　NBI-1117568（M4受容体選択的作動薬）について、米国食品医薬品局（FDA）とのフェーズ２試験終了後相談が

完了し、2025年上半期に統合失調症を対象としたフェーズ３試験を開始する予定であること（以降の進捗について

後述）

•　NBI-1117568（M4受容体選択的作動薬）について、極端な感情の変化を引き起こす精神疾患である双極性障害

を対象としたフェーズ２試験を、2025年中に開始する予定であること

•　NBI-1117570（M1/M4デュアル作動薬）について、2025年中に統合失調症を対象としたフェーズ２試験を開始す

る予定であること

•　当社独自の「NxWave™」プラットフォームから生まれ、フェーズ１試験を実施中の以下３つのムスカリン受容

体作動薬全てについて、2025年中に現試験のデータが得られる見込みであること

o　NBI-1117570（M1/M4デュアル作動薬）

o　NBI-1117567（M1受容体作動薬（M1-preferring agonist））

o　NBI-1117569（M1/M4デュアル作動薬）

 
2025年２月、Centessa Pharmaceuticals Limited（以下「Centessa社」）から当社グループに対して、新規オレ

キシン２受容体（OX2R）作動薬ORX750のフェーズ２試験で最初の被験者への投与を実施したと通知がありました。

これにより、当社グループは2.7百万ポンドの開発マイルストンを受領しました。

 
2025年３月25日、当社グループは、提携先であるTempero Bio Inc.（以下「Tempero Bio社」）がアルコール依存

症を対象としたTMP-301のフェーズ２試験を開始したことを発表しました。TMP-301は、強力かつ経口投与可能な選

択的mGluR5ネガティブ・アロステリック・モジュレーター（NAM）です。本フェーズ２試験では、アルコール依存症

患者を対象に、TMP-301の安全性、忍容性及びアルコール使用への効果を、プラセボと比較して評価します。

 
2025年５月１日、当社グループは、ニューロクライン社が統合失調症治療薬として開発中のNBI-1117568の有効

性、安全性、忍容性を評価するフェーズ３試験を開始したことを発表しました。本フェーズ３試験は、症状の急性

増悪または再発が認められる成人の統合失調症患者を対象に、NBI-1117568の有効性を評価するグローバルな二重盲

検プラセボ対照試験です。本試験では、約280名の患者を登録する予定です。本試験の主要評価項目は、陽性・陰性

症状評価尺度（PANSS）合計スコアのベースラインからの変化量であり、主要な副次評価項目は、臨床全般印象評価
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尺度－重症度（CGI-S）のベースラインからの変化量です。

 
2025年６月２日、当社グループは、Eli Lilly and Company（以下「イーライリリー社」）との糖尿病及び代謝性

疾患における複数のターゲットを対象にした研究開発・商業化に関する提携において開発マイルストンを達成した

ことを発表しました。この成果により、当社はマイルストンを受領することになり、全額、当連結会計年度の売上

として計上しています（金額は非開示）。

 
2025年６月３日、当社グループは、ニューロクライン社が、NBI-1117568のフェーズ３試験で、最初の被験者への

投与を行ったことを発表しました。この成果により、当社は15百万米ドルのマイルストンを受領し、全額、当連結

会計年度の売上として計上しています。

 
2025年７月４日、当社グループは、Centessa社との研究開発提携に基づき、Centessa社から4.8百万米ドルのマイ

ルストンを受領することを発表しました。本マイルストンは、当社技術を用いて見出された２番目の新規OX2R作動

薬ORX142について、新薬臨床試験開始申請（IND）がFDAに受理され、健常人を対象としたフェーズ１試験が開始さ

れたことに伴うものです。本マイルストン4.8百万米ドルは全額、当連結会計年度の売上として計上しています。

 
2025年８月６日、当社は、既に実施しているPfizer Inc.（以下「ファイザー社」）やイーライリリー社との研究

開発提携とは別に、肥満症及び長期的体重管理を標的とした自社開発パイプライン群を立ち上げたことを発表しま

した。これらの疾患に関わる複数のGPCRを対象としており、パイプラインの強化、及び創薬の加速を進めていきま

す。

 
なお、ファイザー社は、当社との戦略的研究開発提携で発見され、フェーズ１試験を実施中であった低分子GLP-1

作動薬候補であるPF-06954522の開発を中止しました。この開発中止は、同社のポートフォリオに関する決定に基づ

くもので、安全性によるものではありません。当社は今後、PF-06954522も含め、ファイザー社が発見・保有する

GLP-1作動薬の開発方針について、ファイザー社との協議を開始する考えです。

 
パイプライン群の中心となる、当社完全所有の新規経口低分子GLP-1作動薬プログラムは、ファイザー社のPF-

06954522とは別の化合物で、差別化された化学的性質を特徴としており、当社はこの化合物の開発を進めるための

全ての権利を保有しています。このGLP-1作動薬を補完する形で、当社は肥満症及び長期的体重管理を対象に、既知

のGPCRを標的としたその他６品目のパイプライン群の開発を並行して加速しています。

 
2025年９月17日、当社グループは、Cancer Research UK（英国王立がん研究基金）との提携において、当社が見

出したがん免疫療法候補薬HTL0039732（NXE0039732）の進行性固形がんを対象にしたフェーズ２ａ試験において最

初の被験者への投与を行ったことを発表しました。

 
本フェーズ２ａ試験の開始は、フェーズ１試験の良好な結果に基づくものです。フェーズ１試験では、免疫

チェックポイント阻害剤アテゾリズマブとの併用において、新規EP4受容体拮抗薬HTL0039732が、EP2受容体に強く

結合することを回避しつつ、標的EP4受容体に十分に結合することが確認されており、安全性・忍容性が良好な用量

が示されました。

 
被験者は標準治療がないまたは治療抵抗性である進行性固形がん患者であり、フェーズ１試験では、アテゾリズ

マブとの併用において、２つの異なるがん種での２例の部分奏効を含む早期の治験段階での有効性が観察されまし

た。

 
本フェーズ２ａ試験はCancer Research UKのCentre for Drug Developmentが資金拠出・管理を担い、マイクロサ

テライト安定性（MSS）大腸がん（CRC）、胃または食道胃接合部（GOJ）腺がん、淡明細胞型腎細胞がん、及び転移

性去勢抵抗性前立腺がんを対象にした４つのコホートに拡大されます。また当社は、その後の臨床開発・商業化に

向け、本試験の結果のライセンスを保有します。

 
2025年９月30日、当社は、AbbVie Inc.（以下「アッヴィ社」）との神経疾患における複数のターゲットを対象と

した創薬提携において研究段階における２番目の重要なマイルストンを達成したことを発表しました。この成果に
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より、当社は10百万米ドルを受領します。なお、本マイルストンは、その大半を2025年に、残りを2026年以降に収

益計上する予定です。当社の収益は、IFRSの収益認識に関する会計基準に基づき、履行義務の充足に応じて認識し

ています。

 
当社とアッヴィ社は、当社の「NxWave™」プラットフォームを活用し、神経疾患に関するGPCRをターゲットとした

新薬の創出を目指し、2022年に本創薬提携及びライセンスのオプション契約を締結しています。本マイルストン

は、神経疾患を標的とした、バリデーション済みで差別化されたヒット分子の同定に関するものです。

 
本契約に基づき、当社は、最大40百万米ドルの初期開発マイルストンを受領する権利を有しており、さらにオプ

ション行使や開発・販売の目標達成に応じ、最大12億米ドルのマイルストンに加えて、グローバルでの販売高に応

じた段階的ロイヤリティを受領する権利を有しています。本マイルストンは、2024年６月に達成された最初のマイ

ルストンに続く、本創薬提携における２番目のものです。

 
2025年 10月 21日、当社は、Cancer Research UKが、当社が見出したがん免疫療法候補薬HTL0039732

（NXE0039732）の現在実施中のフェーズ1/2a試験（NCT05944237）のうちフェーズ１試験に関して、「欧州臨床腫瘍

学会（European Society for Medical Oncology：ESMO）年次総会」（ESMO Congress 2025）において良好なデータ

を発表したことを公表しました。

 
本ファースト・イン・ヒューマン試験は、標準治療がないまたは治療抵抗性である進行性固形がん患者を対象

に、HTL0039732の単剤（n=13）及びチェックポイント阻害剤アテゾリズマブとの併用（n=22）による安全性、忍容

性、薬物動態、薬力学及び抗腫瘍活性の評価を目的としています。

 
ESMOでポスター発表されたフェーズ１試験の主要データは以下の通りです。

 
•　本フェーズ１試験の主要目的は安全性の評価及び拡大フェーズへ進めるためのフェーズ２試験推奨用量の決定

である。

•　HTL0039732は良好な忍容性を示し、グレード４/５の治療関連有害事象はみられず、単剤及び併用療法のいず

れにおいても用量制限毒性は認められなかった。グレード３の治療関連有害事象は併用療法群の14％（22名中３

名）で発現しており、これは既知のアテゾリズマブ単剤療法でのデータと同等であり、併用療法のプロファイルが

有望であることを示すとともに、安全性が同メカニズムの薬剤の中で差別化要因となる可能性が示唆された。

•　チェックポイント阻害剤による治療にもかかわらず病気が進行した遺伝性淡明細胞型腎細胞がん（ccRCC）患

者１例、及びチェックポイント阻害剤による治療では効果が得られない疾患サブグループであるマイクロサテライ

ト安定性（MSS）大腸がん（CRC）患者１例で、HTL0039732とアテゾリズマブとの併用において、RECISTガイドライ

ンの定義による、30％以上の腫瘍縮小率を示す部分奏効（PR）が観察された。本フェーズ１試験において、２例の

ccRCC患者中１例（50％）及び11例のMSS-CRC患者中１例（約９％）に部分奏効が認められたことは心強いものと

なった。

•　示されたデータに基づき、アテゾリズマブとの併用でのフェーズ２試験推奨用量は160mg QD（１日１回）に決

定された。

 
2025年10月、当社提携先のTempero Bio社は、TMP-301プログラムの進行を一時停止し、今後の選択肢を検討して

います。

 
2025年12月19日、Boehringer Ingelheim International GmbH（以下「ベーリンガーインゲルハイム社」）より、

当社が統合失調症を対象に開発を進めている GPR52 受容体作動薬プログラム（フェーズ2試験開始準備完了段階の

リード化合物NXE0048149（以下「NXE’149」） を含む）に関する独占的ライセンスオプション権について、ベーリ

ンガーインゲルハイム社が行使しない決定を当社に通知しました。ベーリンガーインゲルハイム社からは、これ以

上の詳細情報は提供されておりません。 本決定、ならびに共同研究およびライセンスオプション契約の条件に従

い、GPR52受容体作動薬プログラムに関する一切の権利は、当該共同研究の下で創出された全てのデータおよび知的

財産とともに、当社が全て取得いたします。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は、1,288百万円であり、その主なものは英国ケン

ブリッジにおけるオフィス関連の新規リースによるものです。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

当連結会計年度末現在における当社グループの主要な設備は、以下のとおりです。

(1) 提出会社

該当事項はありません。

 

(2) 国内子会社

2025年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
(百万円)

工具、
器具及び
備品
(百万円)

使用権
資産
(百万円)

合計
(百万円)

ネクセラファーマ
ジャパン株式会社
本社
(東京都港区)

医薬品事業
統括業務
施設
販売設備

199 4 142 1,437 1,782
86

(13.7)

 

(注) １．IFRSに基づく金額を記載しています。

２．本社は賃借物件です。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

４．従業員数の( )内は、臨時雇用者数を外数で記載しています。

 
(3) 在外子会社

2025年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
(百万円)

工具、器
具

及び備品
(百万円)

 建設
仮勘定
(百万円)

使用権資
産

(百万円)

合計
(百万円)

Nxera Pharma UK
Limited
本社
(英国ケンブリッ
ジ)

医薬品事業 研究設備 1,676 931 253 17 2,458 5,336
151
(12.7)

 

(注) １．IFRSに基づく金額を記載しています。

２．本社は賃借物件です。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

４．従業員数の( )内は、臨時雇用者数を外数で記載しています。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,376,000

計 149,376,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年３月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 90,496,735 90,496,735
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数100株

計 90,496,735 90,496,735 ― ―
 

(注)　「提出日現在発行数」欄には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権等の行使によ

り発行された株式数は含まれていません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストック・オプション制度の内容は「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　連結財務諸

表注記　22．株式報酬」に記載しております。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③ 【その他の新株予約権等の状況】

ネクセラファーマ株式会社2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」

といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)

 

決議年月日 2023年11月28日

新株予約権の数(個)※ 3,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)※

―

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)(注)１※

普通株式 17,957,351

新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)２※

1,782

新株予約権の行使期間(注)３ ※ 自 2023年12月28日 至 2028年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)(注)４※

発行価格      1,782
資本組入額      891

新株予約権の行使の条件 ※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離
譲渡はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)６

新株予約権の行使の際に出資の目的と
する財産の内容及び価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出
資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

当期末日における新株予約権付社債の
残高(百万円)

32,000
 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年２月28日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当

社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数としま

す。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。また、

本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と

同様の方法で本社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満

株式に関して現金による精算を行わないものとします。

２．(1) 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、当初、1,782円とします。

(2) 転換価額は、本社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又

は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されるものとします。なお、下

記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数を

いうこととします。

    
既発行株式数 ＋

発行又は処分株式数 × １株当たりの払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 時価

    既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数
 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る

価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)

の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されるものとします。

３．但し、①本社債の要項に定める当社による繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで

(但し、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権

を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株

予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時ま

で、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、

2028年11月30日(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間)より後に本新株予約

権を行使することはできないものとします。

上記にかかわらず、新株予約権発行要綱に定めた場合、本新株予約権を行使することはできないものとしま

す。
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４．増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資

本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

５．各本新株予約権の一部行使はできないものとします。

６．(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項

に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新た

な新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付について

は、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか

又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当

社がこれを判断します。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを

前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日

本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本

社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、

日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されないものとし

ます。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債又は本新株予約

権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。

①　新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と

同一の数とします。

②　新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とします。

③　新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案のうえ、本社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従います。なお、その

転換価額は上記２に定める方法と同様の調整に服します。

(a) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権

を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会

社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使し

たときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株

式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普

通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させるものと

します。

(b) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場

合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日

の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものと

します。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了

日までとします。

⑥　その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、

資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

⑧　組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本社債と同様の取り扱いを行います。

⑨　その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない

ものとします。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものとします。

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に係る信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は

承継させる場合、本社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本社債の要項に従います。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2021年１月１日～
2021年12月31日
(注１)(注２)(注３)

922,188 81,518,316 816 41,036 816 29,153

2022年１月１日～
2022年12月31日
(注４)(注５)(注６)

404,914 81,923,230 299 41,335 299 29,452

2023年１月１日～
2023年12月31日
(注７)(注８)(注９)

7,523,547 89,446,777 5,472 46,807 5,472 34,924

2024年１月１日～
2024年12月31日
(注10)

456,081 89,902,858 365 47,172 365 35,289

2025年４月18日
(注11)

－ 89,902,858 － 47,172 △35,289 －

2025年１月１日～
2025年12月31日
(注12)

593,877 90,496,735 278 47,450 278 278

 

(注) １．2021年１月１日から2021年12月31日までの2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権の行使により発行済

株式総数は136,312株増加し、これによる資本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ127百万円です。

２．2021年１月１日から2021年12月31日までの新株予約権等の行使により発行済株式総数は584,000株増加し、

これによる資本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ503百万円です。

３．事後交付型株式報酬(RSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は201,876株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ186百万円です。

４．2022年１月１日から2022年12月31日までの新株予約権等の行使により発行済株式総数は5,200株増加し、こ

れによる資本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ９百万円です。

５．事後交付型株式報酬(RSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は380,071株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ278百万円です。

６．業績連動型株式報酬(PSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は19,643株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ12百万円です。

７．事後交付型株式報酬(RSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は413,547株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ445百万円です。

８．2023年11月28日開催の取締役会における決議に基づく2023年12月14日を払込期日とする海外募集による新株

式の発行により発行済株式総数1,500,000株増加し、これによる資本金及び資本準備金の増加額は、それぞ

れ1,027百万円です。

発行価格　　　　1,426円

払込金額　　 1,368.96円

資本組入額　  684.48円

９．2023年11月28日開催の取締役会における決議に基づく2023年12月15日を払込期日とする第三者割当による新

株式の発行により発行済株式総数5,610,000株増加し、これによる資本金及び資本準備金の増加額は、それ

ぞれ4,000百万円です。

払込金額　　　　1,426円

資本組入額　 　 713円

10．事後交付型株式報酬(RSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は456,081株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ365百万円です。

11．会社法第448条第１項の規定に基づき、2025年４月18日を効力発生日として資本準備金35,289百万円を減少

し、同額をその他の資本剰余金へ振替えております。

12．事後交付型株式報酬(RSU)制度による新株式の発行により発行済株式総数は593,877株増加し、これによる資

本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ278百万円です。
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(5) 【所有者別状況】

 2025年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 9 37 195 182 134 22,604 23,161 ―

所有株式数
(単元)

― 102,417 52,397 54,291 199,979 2,384 492,922 904,390 57,735

所有株式数
の割合(％)

― 11.324 5.793 6.003 22.112 0.263 54.503 100.000 ―
 

(注)　自己株式1,976株は、「個人その他」に19単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しています。

 
(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂イン
ターシティAIR

8,533,800 9.43

五味　大輔 長野県松本市 7,270,000 8.03

JICVGIオポチュニティファンド
１号投資事業有限責任組合

東京都港区虎ノ門１丁目３－１ 5,610,000 6.20

CLEARSTREAM BANKING S. A.
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店）

42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
東京都中央区日本橋３丁目11-１（常任代理
人）

3,052,912 3.37

BROWN BROTHERS HARRIMAN
(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN
FOR ARCUS FUND SICAV - ARCUS
JAPAN FUND
（常任代理人　株式会社三菱UFJ
銀行）

10, RUE DU CHATEAU D'EAU LEUDELANGE
LUXEMBOURG L-3364
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号（常任
代理人）

2,542,800 2.81

ファイザー株式会社 東京都渋谷区代々木３丁目22－７ 1,885,136 2.08

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 1,537,549 1.70

MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人　モルガン・スタ
ンレーMUFG証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U. K.
東京都千代田区大手町１丁目９－７　大手町
ファイナンシャルシティサウスタワー（常任
代理人）

1,358,300 1.50

BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人　BofA証券株式会
社）

THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209
ORANGE ST, COUNTY OF NEW CASTLE
WILMINGTON, DE US
東京都中央区日本橋１丁目４－１　日本橋一
丁目三井ビルディング（常任代理人）

1,212,800 1.34

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON
EC4A 4AU, U. K.
東京都港区虎ノ門２丁目６番１号　虎ノ門ヒ
ルズステーションタワー

1,079,956 1.19

計 ― 34,083,253 37.66
 

(注) １．上記の所有株のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　　　　　　　　　     8,533,800株

２．2025年６月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、タイヨウ・パシ

フィック・パートナーズ・エルピーが2025年６月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状

況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　　　タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー

住所　　　　　　　　　アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カークランド、キャロリンポイント5300
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保有株券等の数　　　　株式　4,345,100株

株券等保有割合　　　　4.80％

３．2025年12月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、五味 大輔が2025年

11月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在にお

ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　　　五味 大輔

住所　　　　　　　　　長野県松本市

保有株券等の数　　　　株式　9,625,000株

株券等保有割合　　　　10.64％

４．2025年11月27日付で五味 大輔は、注記３のとおり主要株主となりました。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,900
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

904,371 (注１)
90,437,100

単元未満株式
普通株式

― (注２)
57,735

発行済株式総数 90,496,735 ― ―

総株主の議決権 ― 904,371 ―
 

(注) １．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

２．「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式76株が含まれています。

 
② 【自己株式等】

    2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ネクセラファーマ株式会
社

東京都港区赤坂九丁目７
番２号

1,900 ― 1,900 0.00

計 ― 1,900 ― 1,900 0.00
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価格の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 61 52,324

当期間における取得自己株式 5 4,135
 

(注)　当期間における取得自己株式には、2026年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(―) ― ― ― ―

保有自己株式数 1,976 ― 1,981 ―
 

(注) １．当期間における処理自己株式には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売

渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

 
３ 【配当政策】

将来における剰余金の配当等の決定は、営業成績、財務状況、現金需要、今後の見通し、分配可能利益及びその時

点において取締役会が必要と認める他の要素等を考慮して行うこととしております。

当社グループは現在、国際的な競争力をもつリーディングバイオ企業になるべく積極的に投資を行っており、近い

将来における剰余金の配当等の実施を予定しておりません。

取締役会において今後も上記要素を考慮しながら、総合的に判断してまいります。

また、当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決

議により定めることを定款で定めています。なお、期末配当の基準日は12月31日とし、中間配当の基準日は６月30日

としています。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、日本屈指の国際的なリーディングバイオ医薬品企業を目指し、更なる事業拡大に向けた事業

運営体制の構築を進めていますが、中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナ

ンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そのため、社外取締役の活用や監査委員会、

会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮するととも

に、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等の様々なステークホルダー(利害関

係者)に対する説明責任を果たすことなどで、経営の公正性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらな

る向上に努めてまいります。

 
②　コーポレートガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、経営の監督機能の強化と透明性の向上、意思決定の迅速化などを図ることを目的として、指名委員会

等設置会社制度を採用しています。

この体制のもとで当社は、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、業務執行の権限を大幅に執行役に

委譲しており、経営の効率性と監督機能の強化を図る観点から適切な体制であると判断しています。

 
各機関の内容及び目的は以下のとおりです。

(a) 取締役会

(ア)構成及び目的

取締役会は、７名の取締役(うち６名が社外取締役)で構成され、当社グループの経営の基本方針を決定

し、執行役及び取締役の職務の執行を監督しています。また、経営の基本方針の決定にあたっては、持続的

成長と企業価値の向上を実現するための経営戦略に関する審議を行っています。取締役のうち１名は、代表

執行役を兼務しています。

(イ)活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のと

おりです。

氏名 開催回数 出席回数

クリストファー・カーギル 17回 16回

デビッド・ロブリン 17回 13回

永井　智亮 17回 16回

ロルフ・ソダストロム 17回 14回

関　美和 17回 16回

富田　英子 17回 14回

志村　直子 12回 10回

ニコラ・ラブソン 12回 9回
 

（注）志村 直子氏及びニコラ・ラブソン氏は、2025年３月26日開催の第35回定時株主総会において選任さ

れたため、就任以降開催された取締役会に対する出席回数を記載しています。

 
当社の取締役会は、性別、世代、国籍、専門性などにおいて多様性に富んだ取締役と執行役による多面的

かつ率直な質疑や助言を通して個別の議案や経営の基本方針ないし戦略についての審議を行っています。出

席者の利便性などを考慮し、近年はオンライン方式による機動的な開催と運営を促進する一方、対面による

議論の意義を勘案して、当事業年度は日本において１回の集合開催を実施するなど実効性の高い会議運営に

努めています。

当事業年度において、取締役会は、財務報告、研究開発・事業開発の状況確認、医薬品事業の成長戦略、

執行役選解任等、幅広い事項について議論・検討を行いました。
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(b) 指名委員会

(ア)構成及び目的

指名委員会は、社外取締役３名及び代表執行役を兼務する取締役１名で構成され、取締役の選任・再任・

解任等に関する事項を審議しています。取締役候補者の選任に当たっては、当社グループのグローバルな事

業展開に相応しい各分野における実績・経験を有することを選定基準の一つとしています。

(イ)活動状況

当事業年度において、当社は指名委員会を２回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のと

おりです。

氏名 開催回数 出席回数

クリストファー・カーギル １回 １回

デビッド・ロブリン ２回 １回

永井　智亮 ２回 ２回
 

（注）クリストファー・カーギル氏は、2025年３月26日開催の第35回定時株主総会後に開催された取締役会

において、指名委員に選任されたため、就任以降開催された指名委員会に対する出席回数を記載して

います。

 
取締役候補者の選定にあたっては、当社ビジョンに基づく検討、指名委員による面談を実施するなど多面

的な議論を行いました。また、今後の取締役会のあり方や継承計画の方針の議論や調査をしております。そ

の結果、当該方針に基づいて取締役候補者を決定しました。

 

(c) 報酬委員会

(ア)構成及び目的

報酬委員会は、社外取締役４名及び代表執行役を兼務する取締役１名で構成され、取締役及び執行役の報

酬内容決定の方針を決定するとともに、これに基づく個人別の報酬の内容を審議しています。

(イ)活動状況

報酬委員会の活動状況は、「(4) 役員の報酬等 ① へ．当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程におけ

る報酬委員会の概要及び活動内容」のとおりです。

 

(d) 監査委員会

(ア)構成及び目的

監査委員会は、社外取締役４名で構成されており、取締役及び執行役の職務執行の監査並びに会計監査人

の選任及び解任等に関する議案を審議しています。監査委員会に常勤の監査委員は置いていませんが、監査

委員会による監査活動を補助する監査委員会室を設置し、内部監査部門と緊密に連携して監査を実施してい

ます。

(イ)活動状況

監査委員会の活動状況は、「(3) 監査の状況 ① 監査委員会監査の状況」のとおりです。

 

(e) 執行役

執行役は「(2) 役員の状況」に記載のとおり、現在３名(うち、代表執行役１名)が選任されており、取締役

会決議により委任された業務を執行しています。また、取締役会の決議をもって執行役の中から代表執行役及

び役付執行役を選定するとともに、執行役の職務の分掌等を定めています。
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＜コーポレート・ガバナンス体制の模式図＞

 

 

 
③　企業統治に関するその他の事項

(a) 内部統制システムの整備の状況

当社は、経営の効率性の確保、遵法経営の徹底、財務報告等の信頼性の確保、リスクの適切な管理などの観

点から、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、その徹底を

図っています。基本方針の概要は、以下のとおりです。

 

(ア)監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人及び当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関す

る事項

監査委員会の職務を補助する従業員を置き、当該従業員は、監査委員長の指揮命令に従い、インターナル

オーディット部と連携してその職務を行う。当該職務の遂行に関する評価は監査委員会が行い、当該従業員

の異動については、監査委員会の同意を得るものとする。

(イ)取締役、執行役及び使用人の監査委員会に報告すべき事項その他の監査委員会に対する報告に関する体制

当社及び子会社の取締役、執行役、監査役及び従業員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員

からその職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとす

る。また、当社又は子会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したとき
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は、その内容について直ちに監査委員会に報告するものとし、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないものとする。

・インターナルオーディット部は、監査委員会に対し、内部監査の実施状況を適時適切に報告する。

・法務及びコンプライアンスに関する責任部門は、監査委員会に対し、内部通報の状況を適時適切に報告す

る。

 

(ウ)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・インターナルオーディット部は、内部監査の方針・計画等について監査委員会と事前協議を行い、監査に

関する情報交換を行うなど、監査委員会と緊密に連携する。

・当社は、監査委員から監査委員会の職務の遂行に必要な費用の前払い又は償還の請求を受けたときは、速

やかに当該費用又は債務を処理する。

 

(エ)執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

法令遵守及び企業倫理の徹底を当社グループの企業行動原則として定め、子会社を含めすべての役員及び

従業員に周知徹底する。また、当社グループの従業員及び取引先の従業員が当社グループの違法行為、不正

行為等を通報できる独立した内部通報窓口を設置し、これを適切に運用する。

・インターナルオーディット部は、執行役、子会社の取締役並びに当社及び子会社の従業員の職務の執行に

関する内部監査を実施する。

 

(オ)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行役及び子会社の取締役が出席する会議等の重要な会議の議事録、稟議書その他執行役の職務の執行に

関する情報は、文書管理規程等に従い適切に作成、保管、管理する。

 

(カ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループの事業運営に関連するリスクの把握に努めるとともに、優先的に対応すべきリスクを選定し

たうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、子会社を含めて適切にリスク管理を実施する。

・経営戦略に関する意思決定などの重要な経営判断においては、取締役会等において十分に議論を尽くし、

必要に応じて外部専門家の意見も踏まえたうえで意思決定を行うことによりリスクに対応する。

 

(キ)執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会において執行役の担当業務を定めるとともに、当社及び子会社の役員及び従業員の職務権限を明

確に定める。

・当社及び子会社における各種会議体に関する規程類及び付議基準を整備し、それらに従って業務執行状況

の報告及び重要事項の審議を機動的に行う。

・業務効率向上のためのITシステム構築を推進する。
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(ク)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

・当社の執行役が子会社の取締役を兼任するとともに、子会社の業務遂行状況について、毎月報告を受ける

ほか、関係会社管理規程に従い子会社の経営管理を行う。また、当社の関係部門から子会社に対し、遵法

体制その他子会社の業務の適正を確保するための体制整備に関する指導・支援を行う。

・インターナルオーディット部は、子会社に対する内部監査の結果に基づき、子会社に対する改善の指示・

勧告を行う。

・当社グループの財務報告に係る内部統制については、当社及び子会社において職務分離による牽制、日常

的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めるとともに、その評価、維持、改善等を行

う。

 

(b) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、各社外取締役ともに、会社法第

425条第１項の定める最低限度額としています。

 

(c) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役・執行役・監査役全員を被保険者として、会社法第430

条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険(D＆O保険)契約を締結しており、保険料は当社が全額負担をして

おります。

当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求

を受けることによって生ずることのある損害を填補するものであります。

 

(d) 取締役の定数及び選任要件

当社は、取締役を12名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選

任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。

 

(e) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨を定款で定めています。

 

(f) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、これを機動的に行うことを目的

として、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会が定めることとする旨を当社

定款に定めています。

 

(g) 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであり

ます。

 

(h) 自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、

取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　3名　(役員のうち女性の比率33.3％)

(a) 取締役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

取締役会会長

クリストファー・

カーギル
1984年１月３日生

2009年２月 KPMG入社

2010年４月 JPMorgan Chase & Co入社

2017年９月 当社コーポレートコミュニケーション部長

2018年６月 当社暫定CFO

Sosei R&D Ltd ディレクター

2018年11月 当社執行役副社長兼CFO

2019年１月 Heptares Therapeutics Ltd.(現　Nxera

Pharma UK Limited)取締役(現任)

2021年４月 当社執行役 COO兼CFO

2021年９月 当社執行役 CFO

2022年３月 当社取締役兼代表執行役社長CEO

2022年８月 Sosei Group USA Inc.(現　Nxera Pharma USA

Inc.)取締役(現任)

2023年４月 株式会社そーせい 代表取締役社長

2023年７月 イドルシアファーマシューティカルズジャパン

株式会社(現　ネクセラファーマジャパン株式会

社)取締役

2024年９月 ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役

2025年３月 当社取締役会会長兼代表執行役社長CEO(現任)

2025年７月 ネクセラファーマジャパン株式会社 取締役（現

任）

(注)３ 131,668

取締役
デビッド・ロブリ

ン
1966年９月25日生

1991年４月 St George's and St Bartholomew's Hospital

臨床診療

1997年６月 Bayer Pharma AG 抗感染症治療分野ヘッド

2008年６月 Pfizer Inc. シニア・ヴァイス・プレジデン

ト、ヘッド・オブ・リサーチ、サイト・ヘッ

ド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨー

ロッパ R&D

2011年４月 Creabilis チーフ・メディカル・オフィサー

2013年９月 Swansea University, School of Medicine

名誉教授(現任)

2014年２月 The Francis Crick Institute COO

2015年６月 St George's Hospital Medical School トラン

スレーショナル医療 名誉教授(現任)

2017年２月 The Francis Crick Institute Scientific

Translation チェアマン(現任)

Summit Therapeutics 研究開発担当プレジデン

ト

2018年６月 当社社外取締役(現任)

2020年３月 Juvenescence Ltd. COO兼CEO JuvRX ディビジョ

ン

2022年４月 Relation Therapeutics Limited CEO(現任)

Centauri Therapeutics Limited チェア オブ

ボード(現任)

(注)３ 12,744

 

取締役
ロルフ・ソダスト

ロム
1965年７月29日生

1988年１月 PricewaterhouseCoopers 入社

2000年12月 Cable & Wireless plc. コーポレート・ファイ

ナンス・ディレクター

2002年６月 MobileOne Ltd.(現 M１ Ltd.) 社外取締役

2004年１月 Cobham plc. ディビジョナル・ファイナンス・

ディレクター

2007年８月 Protherics plc.(現 BTG plc.) チーフ・ファイ

ナンシャル・オフィサー

2008年12月 BTG plc. チーフ・ファイナンシャル・オフィ

サー

2019年７月 Ergomed plc. シニアインディペンデントディレ

クター

2020年３月 当社社外取締役(現任)

2020年９月 BioPharma Credit plc. ノン・エグゼクティ

ヴ・ディレクター(現任)

2021年７月 Syncona Investment Management Limited チー

フ・ファイナンシャル・オフィサー

2024年４月 Syncona Investment Management Limited エグ

ゼクティヴ・パートナー

(注)３ 20,525
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 富田　英子 1961年４月20日生

1984年４月 エーザイ株式会社入社

1994年９月 IBRD株式会社入社

1999年９月 モンサント株式会社(現 ファイザー株式会社)入

社

2000年11月 アストラゼネカ株式会社入社

2006年９月 ファイザー株式会社入社

2007年４月 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社入社

2017年11月 Bristol Myers Squibb

Global Regulatory Sciences Intercontinental

ヴァイスプレジデント　日本・韓国・台湾及び

Intercontinental(オーストラリア・ブラジル・

トルコ・インド・中近東・南米等)担当

2020年３月 同社

Global Regulatory Sciences Intercontinental

ヴァイスプレジデント　Intercontinental(中

国・韓国・台湾・オーストラリア・ロシア・ブ

ラジル・トルコ・インド・中近東・南米等)担当

2023年４月 当社社外取締役(現任)

(注)３ 9,886

取締役 志村　直子 1974年６月５日生

1999年４月 弁護士登録、西村総合法律事務所(現 西村あさ

ひ法律事務所・外国法共同事業)入所

2004年９月 Debevoise & Plimpton LLP (ニューヨーク)勤務

2005年４月 ニューヨーク州弁護士登録

2008年１月 西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務

所・外国法共同事業)パートナー(現任)

2008年９月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科　非常勤講

師

2016年５月 株式会社旅工房 社外監査役

2018年６月 株式会社ミクシィ 社外取締役

2018年９月 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻　

非常勤講師(現任)

2019年６月 日本信号株式会社 社外監査役

2023年６月 月島ホールディングス株式会社　社外取締役(現

任)

2025年３月 当社社外取締役(現任)

(注)３ ―

取締役 ニコラ・ラブソン 1974年10月１日生

1998年９月 Charles Russell LLP トレーニー ソリシター

2000年１月 Linklaters LLP アソシエイト

2010年５月 Linklaters LLP 人事労務 パートナーロイヤー、

ヘッド・オブ・エンプロイメント(現任)

2014年１月 Linklaters LLP グローバル・ヘッド・エンプロ

イメント＆ インセンティヴ(グローバル エグゼ

クティヴ メンバー)

2021年３月 Kent FA シニア インディペンデント ディレク

ター、ボード、指名委員、監査委員、リスク・

報酬委員(現任)

2022年５月 Royal Russell School ガバナー・トラスティー

ボード、ファイナンス・エステート委員、スト

ラテジー・任命・報酬委員(現任)

2022年11月 ZIGUP plc. ノン・エグゼクティヴ・ディレク

ター、ボード、指名委員、報酬・監査委員(現

任)

2025年３月 当社社外取締役(現任)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 諸岡　健雄 1969年４月21日生

1994年４月 医籍登録、京都大学形成外科医局入局

1998年４月 厚生省（現 厚生労働省）入省

2002年１月 WHOジュネーブ本部医官等

2007年１月 国際医療福祉大学 医療管理部長、大学院准教

授、三田病院事務部長等

2010年２月 コヴィディエンジャパン株式会社 VP ガバメン

トアフェアーズ等

2015年７月 MSD株式会社 執行役員 医薬政策部門統括、社長

室長等

2018年10月 一般社団法人日本医用アイソトープ開発準備機

構 業務執行理事（現 理事）（現任）

2019年４月 日本医用アイソトープ技術開発株式会社 創業者

代表取締役社長（現任）

2019年７月 フュージョネアRIテクノロジーズ株式会社 共

同創業者 特別顧問（現任）

2020年１月 日本医用アイソトープ株式会社 共同創業者 代

表取締役社長（現任）

2021年１月 PHコンサルティング合同会社（現 PHコンサル

ティング株式会社）創業者 代表社員（現 代表

取締役社長)（現任)

2021年10月 株式会社ヘッジホッグ・メドテック 共同創業者

執行役員 CSO他（現任）

2021年12月 一般社団法人欧州製薬団体連合会 理事長

2024年12月 株式会社MeDiCU 顧問（現任）

2025年４月 当社戦略的諮問委員

2026年３月 当社社外取締役(現任)

(注)３ ―

計 174,823
 

(注) １．取締役　デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、富田英子、志村直子、ニコラ・ラブソン及び諸岡健

雄は、社外取締役です。

２．当社の委員会体制は、以下のとおりです。

指名委員会　　委員長　クリストファー・カーギル、委員　デビッド・ロブリン、委員　富田英子、

委員　諸岡健雄

報酬委員会　　委員長　ニコラ・ラブソン、委員　クリストファー・カーギル、

委員　デビッド・ロブリン、委員　ロルフ・ソダストロム、委員　志村直子

監査委員会　　委員長　ロルフ・ソダストロム、委員　富田英子、委員　志村直子、委員　諸岡健雄

３．2026年３月25日開催の定時株主総会における選任の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時ま

で。
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(b) 執行役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表執行役社長

CEO

クリストファー・

カーギル
1984年１月３日生  (a) 取締役の状況参照 (注) 131,668

執行役副社長

CFO
野村　広之進 1983年11月26日生

2009年４月 株式会社三菱総合研究所入社

2015年１月 みずほ証券株式会社入社

2020年９月 当社シニアヴァイスプレジデント、IR & コーポ

レートストラテジー部長

2022年３月 当社執行役副社長CFO(現任)

2023年４月 株式会社そーせい 取締役

2023年７月 イドルシアファーマシューティカルズジャパン

株式会社

(現 ネクセラファーマジャパン株式会社)常務取

締役

Idorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.

(現 Nxera Pharma Korea Co., Ltd.) 取締役(現

任)

2024年10月 ネクセラファーマジャパン株式会社 取締役(現

任)

(注) 31,048

執行役副社長

COO

(チーフ・オペ

レーティング・

オフィサー)

前田　敏宏 1979年５月24日生

2002年４月 経済産業省入省

2010年６月 McKinsey & Company入社

2014年10月 MSD株式会社入社

2019年７月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社入社

2021年12月 同社細胞療法統括部長

2023年12月 当社執行役副社長COO(現任)

2024年３月 イドルシアファーマシューティカルズジャパン

株式会社(現 ネクセラファーマジャパン株式会

社)取締役

Idorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.(現

Nxera Pharma Korea Co., Ltd.)取締役(現任)

2024年10月 ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役

2025年７月 ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役

社長（現任）

(注) ―

 

計 162,716
 

(注)　2026年３月25日開催の取締役会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締

役会の終結の時まで。

 
②　社外役員の状況

(a) 社外取締役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は６名であり、各社外取締役は、いずれも当社とは特別の利害関係はありません。また、

社外取締役による当社株式の保有は「(2) 役員の状況　① 役員一覧　(a) 取締役の状況」の所有株式数欄に記

載のとおりです。

 
(b) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

デビッド・ロブリン氏は、医師としての臨床経験及び製薬企業における研究開発の経験をふまえて、取締役

会の議案審議に必要な発言を適宜行うほか、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務

執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。

ロルフ・ソダストロム氏は、ヨーロッパ、北米、アジアの企業でファイナンス関係のリーダーとしてM&A、リ

スク・マネジメント、ガバナンスなどの幅広い経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要

事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。

富田 英子氏は、国内外でのグローバル製薬企業で、国際的な医薬承認プロセスに深く携わった経験をふまえ

て、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮してい

ただけるものと判断しております。

志村 直子氏は、大手法律事務所のパートナー弁護士として、国内外の企業法務やM&A分野における専門的な

知識及び豊富な経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督

等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。

ニコラ・ラブソン氏は、国際的な法律事務所のパートナー弁護士として、人事労務分野に関し幅広い専門的

な知識と豊富な経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督

等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
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諸岡 健雄氏は、医師としての臨床経験及び医療に関する企業経営に関する豊富な経験、また薬事規制や医薬

品政策に関する深い知見と実務経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び

業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。

 
(c) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容

当社は、社外取締役の選任に際しては、取締役会の実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要である

との観点から、経歴や当社との関係を踏まえて、下記の当社が定める基準を満たしていることを個別に判断し

ています。当社は、デビッド・ロブリン氏、ロルフ・ソダストロム氏、富田英子氏、ニコラ・ラブソン氏、諸

岡健雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

 
〔社外取締役の独立性判断基準〕

当社は、社外取締役が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外取締役は独立性を有するものと判断しま

す。

１．当社グループ(当社及び当社の関係会社をいう。)の業務執行取締役、執行役その他の役員または従業員

(以下「業務執行者」と総称する。)である者または業務執行者であった者

２．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループの主要な取引先(当社と取引先との間の年

間取引金額(製品・役務の提供、調達にかかる金額)がいずれかの連結売上高の２％を超える場合の当該取

引先または事業年度末における借入残高が当社の連結総資産の２％を超える金融機関、それらの親会社及

び子会社並びに当該親会社の子会社)の業務執行者

３．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループから、役員としての報酬以外に1,000万円

を超える金銭その他の財産を個人として得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(ただし、

当該財産を受領した法人、組合等の団体に所属する者については、その額が当該団体の総収入額の２％を

超える場合)

４．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法

人に所属する者

５．直近の事業年度末において、当社の主要株主(自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上の

当社株式を保有する株主)またはその業務執行者

６．上記１．から５．までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族。ただし、業務執行者

については、重要な地位にある者である場合に限る。「重要な地位にある者」とは、取締役(社外取締役を

除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観

的・合理的に判断される者をいう。

７．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役として職務を果たすことが

できないと合理的に判断される事情を有している者

 
③　社外取締役による監督と、監査委員会監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会での審議においてその専門的知見に基づき適宜質問や意見を述べるなど、取締

役会による経営の監督及び意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。また、監査委

員である社外取締役は定期的に会計監査人による報告と意見交換の機会を持ち、また、インターナルオーディッ

ト部から内部監査の実施状況について適時適切に報告を受け、情報収集及び課題の共有を図っています。さら

に、内部統制に関しては、インターナルオーディット部その他の内部統制担当部門との間で認識を共有し、内部

統制の継続的な改善に取り組んでいます。
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(3) 【監査の状況】

①　監査委員会監査の状況

監査委員会は、社外取締役４名で構成しております。監査委員長のロルフ・ソダストロムは英国の会計士の資

格を有しています。

監査委員会は、当事業年度において10回開催し、期初に会計監査人から年間の監査計画の説明を受け、その後

各四半期末及び期末時点で、監査の手続や監査結果について会計監査人から直接報告及び説明を受けています。

また、会計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行います。

監査委員会は、インターナルオーディット部から年間の内部監査方針及び監査計画の報告を受けて意見交換を

行い、必要により、内部監査の内容、方法等につき指示をしています。また、監査委員会の年間の監査方針及び

監査計画を定め、定期的に取締役及び執行役からその職務の遂行に関する報告を受けています。また、監査委員

会は、インターナルオーディット部が実施した内部監査の結果について報告を受け、必要に応じて関係部門に指

示をしています。

監査委員会は、監査委員会の職務を補助している使用人及びインターナルオーディット部と緊密に連携して監

査を実施しているため、必ずしも常勤の監査委員の選定を必要としないことから、常勤の監査委員を設定してい

ません。

当事業年度において、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

永井　智亮 10回 10回

ロルフ・ソダストロム 10回 10回

富田　英子 10回 10回

志村　直子 ６回 ６回
 

※　志村直子氏は、2025年３月26日付で監査委員に就任されたため、就任以降開催された監査委員会に関す

る出席回数を記載しています。

 
②　内部監査の状況

当社グループは、インターナルオーディット部が当社及び子会社の内部監査を実施しています。インターナル

オーディット部に属する使用人は４名であり、財務報告に係る内部統制を含む業務の有効性、効率性、適正性な

どにつき調査・評価を行い、その結果に基づき、随時、社内関係部門及び子会社に対して改善の指導を行うほ

か、監査結果を代表執行役社長CEOのみならず、監査委員会及び取締役会へ報告することで内部監査の実効性を確

保しております。

 
③　会計監査の状況

(a) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 
(b) 継続監査期間

８年間

 
(c) 業務を執行した公認会計士

田中　清人(継続監査年数：３年)

中田　裕之(継続監査年数：３年)
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(d) 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、その他17名です。

 
(e) 監査法人の選定方式と理由

監査委員会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人の品質管理体制、会社法第337条第３項が定める欠格

事由の該当の有無、独立性及び専門性の保持、グローバルな監査計画や監査チーム編成の妥当性、監査報酬等

を総合的に勘案し決定いたします。上記の選定方針に合致しているかを十分検討した結果、当社の会計監査人

として適任であると判断したため、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定いたしました。

なお、監査委員会は、会計監査人の適正な職務の執行に支障がある場合その他会計監査人の解任又は不再任

が適当と判断する事由が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内

容を決定します。また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認め

られる場合は、監査委員会の委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。

 
④　監査報酬の内容等

(a) 監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 75 － 78 －

連結子会社 － － － －

計 75 － 78 －
 

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等

の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません。そのため、会計監査人の報酬等の額にはこれ

らの合計額を記載しています。

 
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａ．を除く)

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 ― 2 － －

連結子会社 56 ― 57 －

計 56 2 57 －
 

(注)　提出会社における非監査業務の内容は、海外赴任者に関する税務及び関係業務になります。
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(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 
(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 
(d) 監査報酬の決定方針

当社の会計監査人に対する監査報酬は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などを確認し、適正な監査を実施するために監査報酬額が妥当な水準であるかどうかについ

て検討し、当事業年度の監査内容、条件等を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定しています。

 
(e) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査委員会は上記の決定方針に基づき、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取

を通じて会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など適正な監査

を実施するために監査報酬額が妥当な水準であるかどうかについて検討しました。その結果、妥当と認められ

ることから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っています。
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(4) 【役員の報酬等】

①　報酬委員会による取締役および執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針

当社の報酬委員会は、取締役及び執行役（以下「執行役等」）の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を定

めています。当事業年度における執行役等の個人別の報酬等については、当該決定方針と整合していることか

ら、報酬委員会は当該決定方針に沿うものであると判断しています。

 
イ．基本方針

・役員報酬は、優秀な人材の確保及び当社グループの企業価値の向上と持続的成長に向けた経営戦略遂行のイ

ンセンティブとすることを基本方針とします。

・取締役の報酬は、当社グループの経営に対する監督機能の向上を目的として、グローバルな観点で優秀な

人材を確保するとともに、株主と株価変動のリスク共有を通じて企業価値の向上に貢献することを基本方針

とし、固定報酬である基本報酬と事後交付型株式報酬（RSU）で構成しています。

・執行役の報酬は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高め、中長期的な企業価値・株主価

値の向上を重視した経営を推進するとともに、個人の役割と成果を反映するものとし、金銭報酬として固定

金額の基本報酬、個人の業務目標の達成度に応じて決定する賞与および退職慰労金並びに株式報酬として事

後交付型株式報酬（RSU）とします。

・執行役等報酬の決定は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、社外取締役の委員長のもと透

明性を確保し、公正かつ適正に行います。

 
ロ．個人別の報酬等(下記ハ．に規定する株式報酬等以外)の額又はその算定方法の決定に関する方針

ａ．取締役報酬

固定報酬である基本報酬（年俸）の金額は一律とし、基本報酬の報酬水準は、利用可能な外部調査機関の

データベースを参考として、他社状況等を参考に決定します。

執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。

ｂ．執行役報酬

・固定報酬である基本報酬（年俸）は、利用可能な外部調査機関のデータベースを参考として、個人が活

動・居住する国における比較対象企業の報酬水準等を勘案の上、個人の前年度の実績その他会社への貢献

度の評価に基づき決定します

・賞与は、基本報酬額に職責、業績、人材確保の難易度等に応じて個人別に定める一定の割合を乗じた額を

基準額とし、各人の業務目標の達成状況に応じて支給額を決定します。

・退職慰労金は、前事業年度の賞与相当額及び年俸の合計額とします。ただし、不正行為若しくは法令・定

款違反行為、背信行為、甚だしい任務懈怠、職務遂行能力の著しい欠如、会社法上の欠格事由その他一定

の正当事由により再任しない場合又は解任する場合は支給しません。また、法令により契約終了に伴う解

雇予告手当が支払われる場合は、前事業年度の年俸相当額と解雇予告手当との差額のみを支給します。

 
ハ．株式報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、株式報酬等として、事後交付型株式報酬（RSU）を導入しています。事後交付型株式報酬（RSU）の

概要は、次のとおりです。

ａ．割当ての条件

　当社株式の割当ては、権利算定期間中に継続して当社の取締役又は執行役の地位にあったことを条件として

行います。ただし、権利算定期間中に取締役又は執行役が任期満了その他の取締役会がその裁量により正当と

認める理由又は死亡によりその地位を喪失した場合は、株式報酬制度規程に従って当社が算定する数の当社株

式を割り当てます。

ｂ．交付する当社株式の上限数
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本制度に基づき交付する当社株式の数は、当社の他の株式報酬制度による発行株式数と合わせて、当社の

発行済株式総数の10％を超えない数とします。

ｃ．権利算定期間及び割当株式数

・取締役（執行役を兼務する取締役を除く）については、権利算定期間は１年間とし、権利算定期間経過後

に基本報酬額の130％に相当する金額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した数の株式を割当てま

す。

・執行役を兼務する取締役及び執行役については、権利算定期間の初日から２年後および３年後までの各期

間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額に職位毎に定める一定の割合（125％

から280％）を乗じた額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の２分の１の株式をそれぞれ

割当てます。

ｄ．株式の割当ての方法

　　株式の割当ては、割当てる株式数に取締役会又はその授権による代表執行役の決定により決定する株式の

１株当たりの払込金額を乗じて得た金額の金銭報酬債権を割当予定先である役員に対して支給し、当該金銭報

酬債権を現物出資財産として給付させることにより行います。

ニ．役員報酬の構成割合の決定に関する方針

個人別の報酬等の額に対する構成割合は、次のとおりとします。

 基本報酬 賞与 株式報酬 退職慰労金

取締役 １ ― 1.3 ―

代表執行役CEO １ 0.75 2.8 1.75

執行役 １ 0.4～0.6 1.25～1.75 1.4～1.6
 

上表は、当社が定める基準額を支給した場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割

合も変動します。

 
ホ．役員に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

・基本報酬は、その12分の１を毎月支給します。

・賞与は、毎年２月に支給します。

・事後交付型株式報酬(RSU)は、毎年４月に付与し、権利算定期間満了後に株式を割り当てます。

 
へ．当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の概要及び活動内容

報酬委員会は、社外取締役４名及び代表執行役を兼務する取締役１名で構成され、取締役及び執行役の報酬

内容決定の方針を決定するとともに、これに基づく個人別の報酬の内容を各人の業績その他の会社への貢献度

などを考慮した上で決定しました。

当事業年度内に報酬委員会を６回開催し、出席状況については以下のとおりとなります。

氏名 開催回数 出席回数

クリストファー・カーギル ６回 ４回

デビッド・ロブリン ６回 ６回

ロルフ・ソダストロム ６回 ６回

関　美和 ５回 ５回

ニコラ・ラブソン ５回 ５回
 

※　関美和氏及びニコラ・ラブソン氏は、2025年３月26日付で報酬委員に就任されたため、就任以降開催さ

れた報酬委員会に関する出席回数を記載しています。

個別の基本報酬、賞与、株式報酬、退職慰労金の支給額については、各人の担う役割、功績・実績、その他

会社への貢献度及び同業他社の水準を考慮の上、決定しました。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の数
(人)基本報酬 賞与 株式報酬

取締役 248 114 - 134 10
(うち社外取締役) (228) (105) (-) (123) (9)

執行役 522 271 48 203 6
 

(注) １．取締役の項目には、取締役兼執行役のクリストファー・カーギルを除いて記載しています。

２．執行役の項目には、取締役兼執行役のクリストファー・カーギルを含めて記載しています。

３．取締役の項目には、2025年３月に退任した取締役３名を含めて記載しています。

４．執行役の項目には、2025年３月に退任した執行役２名を含めて記載しています。

５．株式報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「① 報酬委員会による取締役および執行役の

個人別の報酬の内容の決定に関する方針ハ．株式報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決

定に関する方針」のとおりです。

６．上表の株式報酬の金額には、当事業年度における費用計上額を記載しており、日本基準に基づき算出してい

ます。

 
③　連結報酬等の額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等

 

氏名 会社区分 役員区分

報酬等の種類別の総額
(百万円)

基本報酬 賞与 株式報酬
連結報酬等
の総額
(百万円)

クリストファー・カーギル
(代表執行役社長CEO)

提出会社 執行役 127 23 123 273

野村　広之進
(執行役副社長CFO)

提出会社 執行役 54 14 44 112
 

(注) １．上表の株式報酬の金額には、当事業年度における費用計上額を記載しており、日本基準に基づき算出してい

ます。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として取得・保

有している株式を純投資目的の投資株式とし、純投資以外の目的で取得・保有する株式を政策保有株式とし、区

分しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社グループが導出したパイプラインの開発権や販売権の対価として株式を取得しています。契約等で定め

られた譲渡制限期間経過後は、投資株式の期待収益と将来の見通し、株式市況、資金需要等を考慮して、個別

銘柄保有の適否を定期的に評価しています。保有株式については、その保有目的を毎年定期的に取締役会で検

証し、中核事業との関連性がなく戦略的財務的に保有する合理性がないと判断した場合には保有を縮減する方

針としております。

 
(b) 提出会社における株式の保有状況

該当事項はありません。

 
(c) 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会

社)における株式の保有状況

最大保有会社であるNxera Pharma UK Limitedの株式の保有状況については以下のとおりです。

 

区分
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 2 454

非上場株式以外の株式 1 1,775
 

(注)　IFRSに基づく金額を記載しております。

 
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

区分
銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 2,191
 

 
なお、株式数が増加減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を

含みません。
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(d) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

(特定投資株式)

 

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

Centassa
Pharmaceuticals
PLC

453,549 929,353
オレキシン受容体のポジティブモジュレー
ター及び類縁薬に対するNxera Pharma UK
Limitedが所有するノウハウ等の権利を許
諾しております。取得した対価の価値が当
該開発進捗の成果を反映して最大化するこ
とを目的として保有しております。

無

1,775 2,441

 

(注) １．IFRSに基づく金額を記載しております。

２．契約上の個別取引情報の秘密保持の観点から、定量的な保有効果は記載しておりません。保有の合理性は②

(a) に記載した方法で判断しております。

 
 
(みなし保有株式)

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

(a) 提出会社における株式の保有状況

当社の株式の保有状況については以下のとおりです。

 

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式 1 32 1 67
 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式 － － △35
 

(注)　日本基準に基づく金額を記載しております。

 
(b) 最大保有会社における株式の保有状況

 

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式以外の株式 1 48 1 160
 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式以外の株式 － － △115
 

(注)　IFRSに基づく金額を記載しております。
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④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表上額
(百万円)

変更した
事業年度

変更の理由及び変更後の保有
又は売却に関する方針

Biohaven Ltd. 27,308 48 2024年12月期

事業上の関係やシナジー創出
等を総合的に検討した結果、
純投資目的区分への変更を
行っております。市場動向を
注視しつつ、売却を進める方
針でおります。
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第５ 【経理の状況】

 
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第

312条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年１月１日から2025年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年１月１日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人により監査を受けております。

 
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することが

できる体制の整備について

(1) 当社は連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、公益法人財務会計

　基準機構へ加入し、会計基準及び実務指針等の新設、改正に関する情報を適時入手できる体制を整えております。

 

(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把

　握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方

　針を作成し、これに基づいて会計処理を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

 
注記
番号

当連結会計年度
(2025年12月31日)

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

資産     
非流動資産     

有形固定資産 8 7,455  7,468

のれん 4,9 25,838  25,693

無形資産 4,9 49,230  51,911

繰延税金資産 27 4,879  4,021

その他の金融資産 7 2,881  4,518

その他の非流動資産 14 38  32

非流動資産合計 6 90,322  93,643

流動資産     
営業債権及びその他の債権 7,12,20 7,730  6,695

棚卸資産 13 11,294  8,838

未収法人所得税  2,730  2,394

その他の流動資産 14 2,346  3,725

定期預金 7 －  3,935

現金及び現金同等物 7,11 20,365  32,268

流動資産合計  44,465  57,855

資産合計 7 134,787  151,498

     
負債及び資本     

負債     

非流動負債     

繰延税金負債 27 0  1,857

企業結合による条件付対価 4,7,29 1,940  －

社債 7,15,29 26,080  30,838

借入金 7,15,29 21,109  26,889

リース負債 7,10,29 3,506  3,483

引当金 17 510  493

その他の非流動負債 4,18,20 3,145  3,788

非流動負債合計  56,290  67,348

流動負債     

営業債務及びその他の債務 7,16 7,494  4,052

未払法人所得税  193  255

１年内返済予定の長期借入金 7,15,29 5,798  5,798

リース負債 7,10,29 886  892

その他の流動負債 4,18,20 3,128  4,635

流動負債合計  17,500  15,632

負債合計  73,790  82,980

資本     
資本金 19 47,450  47,172

資本剰余金 19 22,120  35,074

自己株式 19 △3  △3

利益剰余金 19 △17,546  △20,942

その他の資本の構成要素 19 8,977  7,217

親会社の所有者に帰属する持分合計  60,997  68,518

資本合計 7 60,997  68,518

負債及び資本合計  134,787  151,498
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② 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

 
注記
番号

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

     

売上収益 4,6,20 29,615  28,835

売上原価 8,21,22 △8,198  △7,616

売上総利益  21,418  21,219

研究開発費 8,9,21,22 △14,466  △11,816

販売費及び一般管理費
8,9,21,22,
23

△15,225  △16,015

その他の収益 24 1,656  1,289

その他の費用
9,21,22,
25

△1,845  △100

営業損失（△）  △8,462  △5,423

金融収益 7,26 987  1,544

金融費用 7,26 △7,475  △783

税引前損失（△）  △14,950  △4,662

法人所得税費用 27 2,420  △176

当期損失（△）  △12,530  △4,838

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定するものとして指定した資本性
金融商品の公正価値の純変動額

7,19 188  807

純損益に振り替えられることのない
項目合計

19 188  807

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

    

在外営業活動体の為替換算差額
7,8,9,17,
19,

2,877  4,350

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

19 2,877  4,350

その他の包括利益合計 19 3,065  5,157

当期包括利益合計  △9,466  319

     

当期利益の帰属：     

親会社の所有者  △12,530  △4,838

当期損失（△）  △12,530  △4,838

     

当期包括利益の帰属：     

親会社の所有者  △9,466  319

当期包括利益  △9,466  319

     

１株当たり当期利益（△損失）（円）     
基本的１株当たり当期損失（△） 28 △138.80  △53.92

希薄化後１株当たり当期損失（△） 28 △138.80  △53.92
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③ 【連結持分変動計算書】

            (単位：百万円)

 
注記
番号

資本金  資本剰余金  自己株式  利益剰余金  
その他の
資本の
構成要素

 

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

 資本合計

2024年１月１日時点の残高  46,807 34,048 △1 △16,104 2,060 66,810 66,810

当期損失（△）  － － － △4,838 － △4,838 △4,838

その他の包括利益 19 － － － － 5,157 5,157 5,157

当期包括利益合計  － － － △4,838 5,157 319 319

新株の発行 19 365 △365 － － － － －

株式報酬費用 19,22 － 1,392 － － － 1,392 1,392

自己株式の取得 19 － － △2 － － △2 △2

転換社債型新株予約権付
社債の繰上償還

19 － △1 － － － △1 △1

所有者との取引額合計  365 1,026 △2 － － 1,389 1,389

2024年12月31日時点の残高  47,172 35,074 △3 △20,942 7,217 68,518 68,518

当期損失（△）  － － － △12,530 － △12,530 △12,530

その他の包括利益 19 － － － － 3,065 3,065 3,065

当期包括利益合計  － － － △12,530 3,065 △9,466 △9,466

新株の発行 19 278 △278 － － － － －

株式報酬費用 19,22 － 1,955 － － － 1,955 1,955

自己株式の取得 19 － － △0 － － △0 △0

転換社債型新株予約権付
社債の繰上償還

19 － △10 － － － △10 △10

資本剰余金から利益剰余
金への振替

19 － △14,621 － 14,621 － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

19 － － － 1,306 △1,306 － －

所有者との取引額合計  278 △12,953 △0 15,926 △1,306 1,945 1,945

2025年12月31日時点の残高  47,450 22,120 △3 △17,546 8,977 60,997 60,997
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

 注記番号
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     
税引前損失（△）  △14,950  △4,662

減価償却費及び償却費 8,9 4,366  3,984

株式報酬費用 21,22 1,953  1,396

減損損失 9,25 1,160  －

条件付対価に係る公正価値変動額（△は
益）

26 1,940  △38

社債条件変更損 26 4,649  －

為替差損益（△は益） 26 △70  △203

受取利息 26 △971  △1,478

支払利息 26 858  776

研究開発税額控除  △1,609  △1,250

営業債権及びその他の債権の増減額（△
は増加）

 △1,039  △742

棚卸資産の増減額（△は増加）  △2,456  △5,935

営業債務及びその他の債務の増減額（△
は減少）

 2,971  △487

長期前受収益の増減額（△は減少）  △1,918  1,140

その他  885  △950

小計  △4,231  △8,448

利息及び配当金の受取額  1,087  1,434

利息の支払額  △531  △435

法人所得税の支払額  △241  △428

法人所得税の還付額  1,248  159

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,668  △7,718

投資活動によるキャッシュ・フロー     
有形固定資産の取得による支出 8 △448  △526

無形資産の取得による支出 9 △177  △1,011

投資有価証券の売却による収入  2,083  －

条件付対価の決済による収入 7 －  379

定期預金の純増減額（△は増加） 7 3,945  △3,870

その他  28  265

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,430  △4,763

財務活動によるキャッシュ・フロー     
長期借入金の返済による支出 29 △5,800  △5,800

リース負債の返済による支出 10,29 △890  △902

社債の償還による支出 29 △4,838  △150

社債の条件変更による支出  △4,501  －

その他  △0  △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △16,028  △6,854

現金及び現金同等物の為替変動による影響  1,362  2,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △11,904  △16,797

現金及び現金同等物の期首残高  32,268  49,065

現金及び現金同等物の期末残高  20,365  32,268
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【連結財務諸表注記】

１．報告企業

ネクセラファーマ株式会社(以下「当社」)は日本国に所在する株式会社です。登記されている本社及び主要な事業

所の住所は当社のホームページ(URL https://www.nxera.life/jp)で開示しております。当社の連結財務諸表は、2025

年12月31日を期末日とし、当社及びその子会社(以下「当社グループ」)により構成されています。当社グループは医

薬品事業を行っております。

 

２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第

28号)第１条の２第１号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定によ

り、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しております。

本連結財務諸表は、2026年３月25日に取締役会によって承認されております。

 
(2) 測定の基礎

当社グループの連結財務諸表は、注記「３．重要性がある会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されてい

る特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。

 
(3) 表示通貨

当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入し

て表示しております。

 
(4) 表示方法の変更

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評

価損益」及び「社債償還損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示

しております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「投資有価証券評価損益」△１百万円、「社債償還損」６百万円、及び「その他」△954百万円は、「その他」△

950百万円として組み替えております。

 
３．重要性がある会計方針

(1) 連結の基礎

連結財務諸表は、親会社及び親会社が各年度の12月31日現在で支配している事業体の財務諸表に基づき作成して

おります。支配とは、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、か

つ、投資先に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有することを言います。当社は、これらの支

配の要素についての変化を示す事実や状況がある場合には、投資先を支配しているかどうかを再判定しておりま

す。

 
子会社

全ての子会社は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含めております。

子会社が採用する会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表に調

整を加えております。連結財務諸表の作成にあたり、連結会社間の内部取引高を相殺消去しております。

支配を喪失しない子会社の当社グループの所有持分の変動は、資本取引として会計処理しております。当社グ

ループの持分及び非支配持分の帳簿価額は、子会社に対する持分の変動を反映して調整しております。非支配持分

の調整額と、支払った又は受け取った対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本の部

に直接認識しております。

当社グループが子会社の支配を喪失する場合、処分損益は(ⅰ)受取対価の公正価値及び残存持分の公正価値の合

計と(ⅱ)子会社の資産(のれんを含む)、負債及び非支配持分の従前の帳簿価額との間の差額として算定し、純損益

で認識しております。
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(2) 企業結合

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引き

受けた負債及び当社が発行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。取得対価が識別可

能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反

対に下回る場合には、直ちに連結包括利益計算書において収益として計上しております。企業結合が生じた期間の

末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、暫定的な金額で会計処理を行い、取得日から１

年以内の測定期間において、暫定的な金額の修正を行います。発生した取得費用は費用として処理しております。

 

当社グループが移転した企業結合の対価に、条件付対価契約から生じる資産又は負債が含まれる場合、条件付対

価は、取得日の公正価値で測定され、移転した企業結合の対価の一部として含まれます。測定期間の修正として適

格な条件付対価の公正価値の変動は遡及して修正され、対応してのれんの金額を修正いたします。測定期間の修正

とは、「測定期間」(取得日から１年を超えることはできません)に入手した、取得日に存在した事実及び状況に関

する追加的な情報からの修正であります。

 
測定期間の修正として適格でない条件付対価の公正価値の変動は、以下のいずれかにより会計処理します。

(ａ)資本に分類される条件付対価は、事後の報告日において再測定されず、事後の決済も資本取引として会計処理

しております。

(ｂ)取得日後の事業により生じた資本に分類される以外の条件付対価の変動は、各連結会計年度末において公正価

値で測定し、公正価値の変動を純損益に認識しております。

 
当社グループは、非支配持分を公正価値で測定するか、又は識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定する

かを、取得日に個々の取引ごとに選択しております。

(3) 外貨換算

①　外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。

期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しております。

公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、その公正価値の算定日における為替レートで機能通貨

に再換算しております。取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートを用いて換算

しております。

再換算又は決済により発生した換算差額は、その期間の「金融収益」又は「金融費用」として認識しておりま

す。ただし、その他の包括利益を通じて測定される金融資産から生じる換算差額については、連結包括利益計算

書の「その他の包括利益」で認識し、換算差額の累積額は連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に

計上しております。

 
②　在外営業活動体の財務諸表

在外営業活動体(海外子会社)の資産及び負債は、期末日の為替レートで、収益及び費用は著しい変動がない限

り期中平均為替レートで、それぞれ日本円に換算しております。

在外営業活動体の財務諸表の換算から発生した為替換算差額は連結包括利益計算書の「その他の包括利益」で

認識し、為替換算差額の累積額は連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に計上しております。

 
(4) 有形固定資産

有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

で測定しております。取得原価には、当該資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び設置場所の原状回復費

用の当初見積額を含めております。

減価償却費は、償却可能価額を各構成要素の見積耐用年数にわたり、定額法により算定しております。見積耐用

年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合には、会計上の見積り

の変更として将来に向かって適用しております。

主要資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　２～16年

機械装置　　　　　　４～８年

工具、器具及び備品　２～18年
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使用権資産　　　　　２～16年

 
(5) のれん

子会社の取得により生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額をもって「のれん」に計上し

ております。当初認識時におけるのれんの測定については、非支配持分の認識額を含む、譲渡対価の公正価値か

ら、取得時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額(通常、公正価値)を控除した額で測定しており

ます。

のれんは償却を行わず、資金生成単位又は資金生成単位グループに配分し、毎年又は減損の兆候が存在する場合

にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は連結包括利益計算書において認識され、その

後の戻し入れは行っておりません。

 
(6) 無形資産

無形資産の測定には原価モデルを採用し、個別に取得した見積耐用年数を確定できる無形資産は、取得原価から

償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。取得原価には、当該資産の取得に直接付随す

る費用を含めております。

償却費は、償却可能価額を各構成要素の見積耐用年数にわたって、定額法により算定しております。見積耐用年

数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合には、会計上の見積りの変更

として将来に向かって適用しております。

主要資産項目の見積耐用年数は以下のとおりです。

製品関連　　　16～28年

基盤技術　　　12～20年

顧客関連　　　20年

耐用年数が確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産は、償却を行わず、毎年一定の時期及び減損

の兆候がある場合にはその時点で、減損テストを実施しております。

 
研究活動のための支出は、発生した期間の費用として認識しております。

開発段階で発生した自己創設無形資産は、以下のすべてを立証できる場合に限り、認識しております。

・使用又は売却できるように無形資産を完成させる技術上の実行可能性

・無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却する意図

・無形資産を使用又は売却する能力

・無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を創出する方法

・無形資産の完成、それを使用又は売却のために必要となる財務上及びその他の資源の利用可能性

・開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

 
自己創設無形資産の当初の認識額は、無形資産が上記の認識基準を最初に満たした日から発生した費用の合計で

す。自己創設無形資産が認識できない場合は、開発支出は発生した期間に費用計上しております。

当初認識後、自己創設無形資産は他の無形資産と同様に、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額で計上しております。

企業結合により取得し、のれんとは区別して認識された無形資産は、取得日の公正価値で当初認識した後、個別

に取得した無形資産と同様の方針で、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で計上しており

ます。
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(7) リース(借手)

当社グループは、契約時に当該契約にリースが含まれているか否かを判断しております。契約が特定された資産

の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリース

を含んでいると判定しております。

 
①　当初認識及び測定

契約の開始時に、使用権資産はリース負債の当初測定の金額に加えて原資産の解体及び除去、原資産又は原資

産の設置された敷地の原状回復の際に生じるコストの見積りを考慮して測定しております。また、リース負債

は、残存リース料を契約開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。

 
②　事後測定

使用権資産は、リース期間又は使用権資産の耐用年数のいずれか短い方の期間(２～16年)にわたり定額法によ

り減価償却を行っております。リース負債は、支払われたリース料からリース負債残高に対して一定の利子率と

なるように算出した金利費用を控除した金額を帳簿価額から減額しております。

 
③　表示

当社グループは、連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に含めて表示しております。

また、連結包括利益計算書において、リース負債残高に対して一定の利子率となるように算出した金利費用を

「金融費用」に含めて表示しております。

 
④　短期リース及び少額資産リース

当社グループは、リース期間が12か月以内の短期リース及び少額資産リースについて、IFRS第16号「リース」

の免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。当社グループは、これ

らのリースに係るリース料をリース期間にわたり定額法により費用として認識しております。

 
(8) 非金融資産の減損

当社グループの非金融資産の帳簿価額は、報告日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存

在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用

可能ではない無形資産については、回収可能価額を各連結会計年度における一定時期に見積っております。

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうち、いずれか高い金額とし

ております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値及び当該資産の固有リス

クを反映した税引前の割引率を用いて、現在価値に割り引いております。資金生成単位又は資金生成単位グループ

については、継続的に使用することにより他の資産又は資産グループのキャッシュ・イン・フローから、概ね独立

したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループとしております。

のれんの資金生成単位又は資金生成単位グループについては、のれんが内部報告目的で管理される単位に基づき

決定しておりますが、原則として事業を行う地域及び事業の種類を資金生成単位又は資金生成単位グループとして

おります。

全社資産は、独立したキャッシュ・イン・フローを生み出していないため、全社資産に減損の兆候がある場合、

全社資産が帰属する資金生成単位又は資金生成単位グループの回収可能価額を算定して判断しております。外部か

らのキャッシュ・イン・フローがない資産については、キャッシュ・イン・フローを生み出す資金生成単位又は資

金生成単位グループに含めて、回収可能価額を算定して判断しております。

減損損失は、資産、資金生成単位又は資金生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に、純損

益で認識しております。資金生成単位又は資金生成単位グループに関連して認識した減損損失は、まずその資金生

成単位又は資金生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に当該単位内のその

他の資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しております。

のれんに関連する減損損失については、戻し入れを行っておりません。過去に認識したその他の資産の減損損失

については、報告日ごとに、損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を判断しております。減損の戻し入れの兆候が

あり、回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れております。

減損損失については、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後

の帳簿価額を超えない金額を上限として、戻し入れております。
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(9) 金融資産(デリバティブ除く)

①　当初認識及び測定

営業債権及びその他の債権は発生日に、それ以外の金融資産については当該金融資産の契約上の当事者となる

取引日に当初認識しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は公正価値で、それ以外の金融資

産は公正価値に当該金融資産に直接起因する取引コストを加算した金額で当初測定しております。

 
当初認識時に、金融資産の分類を下記の順に決定しております。

(ａ)負債性金融資産

(ⅰ)償却原価で測定する金融資産

以下の要件をともに満たす負債性金融資産

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい

て、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特

定の日に生じる。

(ⅱ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

(ⅰ)以外の負債性金融資産

(ｂ)資本性金融資産

(ⅰ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益で表示するという取消不能の選択をした金融資産

(売買目的で保有する金融資産は当該選択をすることはできない)

(ⅱ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

(ⅰ)以外の資本性金融資産

 
②　事後測定

金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(ａ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

公正価値の変動額を測定し、純損益として認識しております。

(ｂ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

公正価値の変動額を測定し、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識を中止する場

合には、その他の資本の構成要素に計上されている累積損益を利益剰余金に振り替えております。なお、当該

金融資産からの配当金については、投資原価の一部回収とみなされる部分を除いて金融収益の一部として当期

の純損益として認識しております。

(ｃ)償却原価で測定する金融資産

実効金利法による償却原価で測定し、純損益として認識しております。

 
③　金融資産の認識の中止

金融資産については、以下の場合に、認識を中止しています。

(ａ)金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合

(ｂ)金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済

価値のほとんどすべてを移転した場合

(ｃ)金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡したが、当該金融資産の所有に係るリスクと

経済価値のほとんどすべてを移転したわけでも、ほとんどすべてを保持しているわけでもなく、かつ、当該金

融資産に対する支配を保持していない場合
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④　金融資産の減損

償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。報告日ごと

に各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点

から信用リスクが著しく増加していない場合には、12か月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しておりま

す。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額

を貸倒引当金として認識しております。

信用リスクが著しく増大しているかどうかは、報告日ごとに当初認識以降の債務不履行の発生リスクの変化に

基づいて判断しており、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、財

務情報等の当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。ただし、営業債権につ

いては、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい

金額で貸倒引当金を認識しております。

なお、金融資産に係る信用リスクが報告日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用リスク

が当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。

当該金融資産が信用減損金融資産であるかどうかは、債務者による支払不履行又は滞納、当社グループが債務

者に対してそのような状況でなければ実施しなかったであろう条件で行った債権の回収期限の延長、債務者又は

発行企業が破産する兆候、活発な市場の消滅等により判断しております。

予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業が受け取

ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額を当初の実効金利で割り引いたものをそれぞれの債務不

履行発生リスクでウェイト付けした加重平均として測定しております。

ある信用減損金融資産の全体又は一部分の将来の回収が合理的に見込めず、すべての担保が実現又は当社グ

ループに移転された時に、直接減額されます。減損損失認識後に減損損失を減額する事象が発生した場合は、減

損損失の減少額(貸倒引当金の減少額)を純損益で戻し入れております。減損損失については、減損損失を認識し

なかった場合の、減損損失の戻し入れを行った時点での償却原価を超えない金額を上限として戻し入れておりま

す。

 
(10) 金融負債(デリバティブ除く)

①　当初認識及び測定

金融負債は、当該金融商品の契約の当事者になる取引日に当初認識しております。純損益を通じて公正価値で

測定する金融負債は公正価値で、償却原価で測定する金融負債は直接帰属する取引費用を控除した金額で当初測

定しております。金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債と償却原価で測定する金融負債のい

ずれかに分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。

 
②　事後測定

金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(ａ)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

公正価値の変動額を測定し、純損益として認識しております。

(ｂ)償却原価で測定する金融負債

実効金利法による償却原価で測定し、純損益として認識しております。

なお、実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、連結包括利益計算書に

おいて「金融費用」に当期の純損益として認識しております。

 

③　金融負債の認識の中止

金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失効となった時に、金融

負債の認識を中止しております。

 
④　認識の中止を生じない金融負債の条件変更

金融負債が条件変更または交換されたものの、大幅な条件変更を伴わないことから当該金融負債の認識の中止

が生じない場合にも、条件変更または交換時に利得または損失を認識しております。
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(11) デリバティブ

当社グループは、為替リスクを管理するために、先物為替予約取引のデリバティブを利用しております。これら

のデリバティブは、契約が締結された日の公正価値で当初認識され、当初認識後は各期末日の公正価値で再測定し

ております。公正価値の変動は純損益を通じて認識しております。

なお、上記デリバティブについて、ヘッジ会計の適用となるものはありません。

 
(12) 金融資産及び金融負債の表示

金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を現在有し、かつ純額で決済するか又は資産

の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しており

ます。

 
(13) 複合金融商品

複合金融商品の負債部分は、当初認識時において、資本への転換オプションがない類似の負債の公正価値により

測定しております。資本部分は、当初認識時において、当該金融商品全体の公正価値から負債部分の公正価値を控

除した金額で測定しております。直接発行費用は負債部分と資本部分の当初の帳簿価額の比率に応じて配分してお

ります。

当初認識後は、複合金融商品の負債部分は実効金利法を用いた償却原価により測定しております。複合金融商品

の資本部分については、当初認識後の再測定は行っておりません。

負債部分に関する利息は、金融費用として純損益で認識しております。転換時には、負債部分は資本に振り替

え、利得及び損失は認識しておりません。

 
(14) 棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額は、通常

の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。取得原

価は、先入先出法に基づいて算定しており、購入原価及び加工費用を含んでおります。

 
(15) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
(16) 引当金

当社グループが過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有しており、当該債務を決済するために

経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場

合に、引当金を認識しております。

引当金は、現時点の貨幣の時間価値の市場評価と当該債務に特有なリスクを反映した税引前の割引率を用いて、

債務の決済に必要とされると見込まれる支出の現在価値として測定しております。時の経過による引当金の増加は

金融費用として認識しております。

資産除去債務については、賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績及び事務所等

に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案

して見積り、認識及び測定しております。

 
(17) 政府補助金

政府補助金は、当社グループが補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領するという合理的な保

証が得られた時に公正価値で認識しております。

資産に関する政府補助金は、当該補助金の金額を繰延収益として認識し、関連する資産の耐用年数にわたって規

則的かつ合理的な基準に基づき純損益に振り替えております。

費用項目に関する政府補助金は、当該補助金で補填することが意図されている関連費用を認識する期間にわたっ

て、規則的に純損益に認識しております。
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(18) 株主資本

普通株式

当社が発行した資本性金融商品は、発行価額を「資本金」及び「資本剰余金」に計上し、直接発行費用は「資本

剰余金」から控除しております。

 
(19) 収益認識

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しています。

ステップ１： 顧客との契約を識別する

ステップ２： 契約における履行義務を識別する

ステップ３： 取引価格を算定する

ステップ４： 取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５： 企業が履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)収益を識別する
 

 

製品供給収入

製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。

 
ライセンス

顧客がライセンスからの便益をそれ単独でまたは顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得るこ

とができ、かつ、ライセンスを顧客に移転するという企業の約束が契約の中の他の約束と区分して識別可能である

場合に、ライセンスが他の財またはサービスと区別されると判断しております。

ライセンスが他の財またはサービスと区別される履行義務であると判断される場合において、次の３つの要件全

てに該当する場合には知的財産にアクセスする権利を有していると判断し一定期間にわたって収益認識しておりま

す。

 
・顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を当社グループが行うことを、契約が要求しているか

または顧客が合理的に期待している。

・ライセンスによって供与される権利により企業の活動の正または負の影響に顧客が直接晒される。

・上記の結果、当該活動が生じるにつれて顧客に財またはサービスが移転することがない。

 
上記の要件を満たさない場合、知的財産権を使用する権利を有していると判断した時点で収益を認識しておりま

す。

 
(ａ)ライセンスが他の財またはサービスと区別され、使用権と評価された場合

契約一時金

一時点で充足される履行義務は、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。

 
開発マイルストン収入

事後に重大な収益の戻入れが生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイル

ストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。

 
販売マイルストン収入及び販売ロイヤリティ収入

契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その達成時点若しくは発生時点、または履行義務の充足時点

のいずれか遅い時点に収益を認識しております。

 
(ｂ)ライセンスが他の財またはサービスと区別され、アクセス権と評価された場合

該当事項はありません。

 
研究開発受託

当社グループが履行するにつれて提供される便益を顧客は同時に受け取って消費するため、研究開発受託に係る

収益は一定期間にわたって認識しております。
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(ａ)契約一時金及びマイルストン収入

契約一時金及び開発マイルストン収入

一時点で充足されない履行義務で、履行義務の充足前に対価を受領している場合には、当該対価を契約負債

として計上しております。研究開発計画の開始時から完了予定時までの総見積時間または費用に対する期末日

までの実際発生時間または費用の割合に応じて、収益計上額を測定し同額の契約負債を取り崩しております。

ただし、開発マイルストン収入に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性が解消される

までに認識した収益累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高いと見込まれる範囲でのみ収益を認識

しております。

 
(ｂ)研究開発受託契約に基づき得られる収入

契約に基づき、サービス提供時間に時間単価を乗じて収益計上額を測定しております。

 
契約の取引価格については、残余アプローチを用いて算出した独立販売価格に基づいて配分しております。

 
次の要件の両方に該当する場合には、変動対価を特定の履行義務のみに配分しております。

・当社グループの特定の履行義務の充足若しくは財またはサービスの提供により、支払条件が変動する。

・契約上のすべての履行義務及び支払条件を考慮した結果、変動対価全体を特定の履行義務若しくは財または

サービスに配分することが、適切に取引価格を各履行義務に配分するという目的に合致する。

 
なお、当社グループの締結するライセンス契約や研究開発契約等には重大な金融要素は含まれておりません。ま

た、対価は合意された履行義務の充足若しくは契約条件の達成時点から１年以内に受領しています。

 
(20) 株式報酬取引

当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブ制度として、ストック・オプション制度及び事後交

付型株式報酬(以下「RSU」)制度を導入しております。

ストック・オプション及びRSUは、付与日における公正価値で測定し、権利が確定するまでの期間にわたり純損益

として、同額を資本の増加として認識しております。付与されたオプション等の公正価値は、諸条件を考慮し、ブ

ラック・ショールズモデル等により算定しております。

 
(21) 借入コスト

意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を必要とするような資産に関して、その資産の取得、建設

又は製造に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しております。

 
(22) 法人所得税

法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合から生じた項目及びそ

の他の包括利益で認識される項目を除き、純損益で認識しております。

当期税金は、期末日において制定され又は実質的に制定されている法定税率(及び税法)を使用して、税務当局に

納付(又は税務当局からの還付)される予想額で算定しております。

繰延税金資産あるいは繰延税金負債は、ある資産又は負債の連結財政状態計算書上の帳簿価額と税務上の基準額

との間に生じる一時差異に対して、認識しております。ただし、一時差異が、企業結合ではなく、取引時に、会計

上の利益にも課税所得(税務上の欠損金)にも影響を与えず、かつ取引時、同額の将来加算一時差異と将来減算一時

差異とを生じさせない取引における、資産又は負債の当初認識から生じる場合は、繰延税金資産、繰延税金負債を

認識しておりません。

繰延税金資産あるいは繰延税金負債の算定には、期末日において制定され、又は実質的に制定されている法令に

基づき、関連する繰延税金資産が実現する時、又は繰延税金負債が決済される時において適用されると予想される

税率を使用しております。

繰延税金資産は、それらが利用される将来の課税所得を獲得する可能性が高い範囲内で、全ての将来減算一時差

異及び未使用の欠損金及び税額控除について認識しております。

子会社に係る一時差異について、繰延税金資産、繰延税金負債を認識しております。ただし、繰延税金負債につ

いては、一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ、予測可能な期間内での一時差異の解消が出来ない可能性

が高い場合には認識しておりません。また、繰延税金資産については、一時差異からの便益を利用するのに十分な
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課税所得があり、予測可能な期間内で一時差異の解消される可能性が高いと認められる範囲内で認識しておりま

す。

 
(23) １株当たり利益

基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、その期間の自己株式を調整した発行済

普通株式の加重平均株式数で除して算定しております。希薄化後１株当たり当期利益は、全ての希薄化効果のある

潜在的普通株式による影響について、当期利益及び自己株式を調整した発行済株式の加重平均株式数を調整するこ

とにより算定しております。
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４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額

に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる

場合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直し

た会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。

経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりです。

 
(1)　のれん及び無形資産の評価及び減損

①　連結財務諸表に記載した金額

・創薬に係る資金生成単位

のれん　  13,115百万円

無形資産(基盤技術)     7,511百万円

・医薬品販売に係る資金生成単位グループ

のれん　   8,018百万円

無形資産(製品関連)    41,201百万円

 
②　会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(ａ)連結財務諸表に記載した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

当社グループの非金融資産の帳簿価額は、報告日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候

が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、また

は未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を各連結会計年度における一定時期に見積ってお

ります。

のれんは償却を行わず、資金生成単位又は資金生成単位グループに配分し、毎年または減損の兆候が存在す

る場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は連結包括利益計算書において認識

され、その後の戻し入れは行っておりません。

のれんの資金生成単位又は資金生成単位グループについては、のれんが内部報告目的で管理される単位に基

づき決定しておりますが、原則として事業を行う地域及び事業の種類を資金生成単位又は資金生成単位グルー

プとしております。無形資産は概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位でグルー

ピングを行っております。

ⅰ　創薬に係る資金生成単位ののれん及び無形資産の回収可能価額

創薬に係る資金生成単位の回収可能価額は、事業計画に基づいて将来キャッシュ・フローを見積り、処分

コスト控除後の公正価値を用いて評価されています。事業計画及び処分コスト控除後の公正価値の算定に用

いられる仮定には、開発品の上市を含むマイルストンの達成時期、研究開発の成功確率、将来予想される医

薬品売上高等を含む収益の予測計画及び割引率等が含まれます。これらの仮定の設定にあたり、当社グルー

プは業界の知見、外部の情報源、競合他社の状況及び業界動向等を考慮しております。

ⅱ　医薬品販売に係る資金生成単位グループののれん及び無形資産の回収可能価額

医薬品販売に係る資金生成単位グループの回収可能価額は、事業計画に基づいて将来キャッシュ・フロー

を見積り、使用価値を用いて評価されています。事業計画及び使用価値の算定に用いられる仮定には、関連

する医薬品の市場規模や市場占有率の予測、関連費用である売上原価及び研究開発費の予測、事業計画後の

成長率及び割引率等が含まれます。これらの仮定の設定にあたり、当社グループは業界の知見、外部の情報

源、競合他社の状況及び業界動向等を考慮しております。

(ｂ)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

マイルストンの達成時期や医薬品の市場占有率等の不確実性に起因して、経営者による将来キャッシュ・フ

ローの見積額及び見積時間と実績との間に重要な乖離が生じた場合、減損損失を計上する可能性があります。
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(2) 収益認識

研究開発受託に関する契約一時金及び開発マイルストン収入に係る収益認識

①　連結財務諸表に記載した金額

・契約負債の当連結会計年度末残高　　　　5,356百万円

・契約負債のうち、収益認識した金額　　　2,342百万円

 

②　会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(ａ)連結財務諸表に記載した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

一時点で充足されない履行義務で、履行義務の充足前に対価を受領している場合には、当該対価を契約負債

として計上しております。

研究開発計画の開始時から完了予定時までの総見積時間または費用に対する期末日までの実際発生時間また

は費用の割合に応じて、収益計上額を測定し同額の契約負債を取り崩しております。

 
下記の理由から、総見積時間の算定には不確実性を伴うという特性があります。

ⅰ　研究開発は一般に長期にわたる上にプロジェクトごとの個別性が強い。

ⅱ　その性質上、成果の発現は保証されるものではなく、研究開発の進捗状況によって必要とされる総見積

時間または費用も変化する。

ⅲ　研究開発計画の総見積時間または費用は専門知識や研究開発の経験を有するプロジェクトマネジャーの

判断に依拠するという主観性を有している。

 
(ｂ)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

総見積時間または費用がこれらの不確実性等に起因して変動することにより、翌連結会計年度に係る連結財

務諸表において認識する収益計上額に重要な影響を与える可能性があります。

 
(3) 企業結合による条件付対価

①　連結財務諸表に記載した金額

・連結財政状態計算書

企業結合による条件付対価　     1,940百万円

 
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(ａ)連結財務諸表に記載した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

「企業結合による条件付対価」の公正価値は、2015年に締結された株式取得契約に基づく Nxera Pharma UK

Limited の従前の株主への契約上の支払額に対し、製薬業界の標準的なマイルストン達成確率をベースに、各

パイプラインの進捗状況を考慮した発生確率を用いて支払見込額を算出し、一定の割引率を割引く方法により

測定しております。契約において最大支払額220百万米ドルと合意されており、118百万米ドルの支払が完了し

ております。残額については、将来、条件付対価の支払が発生する可能性があります。契約が明示的でない場

合には、最終的な支払額は契約の解釈の相違、もしくは想定と異なる事象の発生により変動する可能性があり

ます。当連結会計年度末における「企業結合による条件付対価」の連結財政状態計算書上の金額は、経営者の

最善の見積額を計上しております。連結財務諸表注記「３.（2）企業結合」及び「７. 金融商品」にも関連す

る記載をしております。

 
(ｂ)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

関連する研究開発プログラムが進展した場合、経営者の見積りの前提としている契約の解釈と将来における

従前の株主と実際に合意した契約の解釈が異なる等の場合、もしくは想定と異なる事象の発生した場合には、

追加の費用及び債務の計上が必要となる可能性があります。
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５．未適用の公表済み基準書及び解釈指針

連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた基準書及び解釈指針のうち、当社グループが早期適用してい

ない主なものは以下のとおりです。

 

IFRS
強制適用時期
(以降開始年度)

当社グループ
適用予定時期

新設・改訂の概要

IFRS第18号
財務諸表における表示
及び開示

2027年１月１日 2027年12月期
財務諸表における表示及び開示に関す
る現行の会計基準であるIAS第１号を
置き換える新基準

 

なお、IFRS第18号の適用による当社グループの連結財務諸表に与える影響は検討中であります。

 
６．事業セグメント

(1) 報告セグメントの概要

当社グループは、医薬品事業を行っております。なお、医薬品事業の単一セグメントであるため、報告セグメン

ト別の記載は省略しております。

 
(2) 当社グループが管理する収益区分に関する情報

外部顧客への売上収益

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

上市済製品 20,136 16,248

研究・開発 9,479 12,587

合計 29,615 28,835
 

 
(3) 地域別情報

外部顧客への売上収益

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

日本 17,967 14,058

米国 4,886 7,950

スイス 2,169 2,190

英国 1,773 696

バミューダ 1,405 1,160

ドイツ 1,340 2,781

その他 74 －

合計 29,615 28,835
 

(注)　売上収益は、顧客の所在地を基礎として分類しております。
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非流動資産

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

日本 51,169 53,691

英国 31,273 31,234

その他 119 179

合計 82,561 85,104
 

(注)　非流動資産には、繰延税金資産及びその他の金融資産を含めておりません。

 

(4) 主要な顧客に関する情報

外部顧客への売上収益のうち、連結包括利益計算書の売上収益の10％以上を占める相手先は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

顧客の名称又は氏名
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

株式会社メディパルホールディングス 8,556 7,584

塩野義製薬株式会社 4,327 1,336

Neurocrine Biosciences Inc. 2,163 7,335
 

(注) 上記には、顧客のグループ会社の金額も含めて記載しております。
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７．金融商品

(1) 資本管理

当社グループは、持続的成長を続けて企業価値を最大化するために、長期的な戦略の土台となる資本構成を維持

しています。資本構成は、主に株主資本、転換社債及び借入金で構成されており、ファクタリング契約により追加

的な資金需要に備えております。

定期的に資本構成をレビューしており、取引機会・経済状況の変化及び関連するリスクに応じて資本構成を調整

しています。資本構成を維持または調整するため、新株式の発行、転換社債の転換、ファクタリングによる資金調

達、及び新たな資金調達(社債、銀行借入、リースを含む)を行うことがあります。ネットキャッシュはマイナスと

なっておりますが、手元流動性は十分に確保しており当面の事業運営には影響ありません。今後、営業キャッ

シュ・フローの収入に加え、上記の資金調達手段も検討し、安定したネットキャッシュの維持を進めます。

なお、詳細については、注記「15．社債及び借入金」をご参照ください。

 

 

当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

金額(百万円) 構成割合(％) 金額(百万円) 構成割合(％)

現金及び現金同等物 20,365 15.1 32,268 21.3

定期預金(注)１ － － 3,935 2.6

社債(注)２ △26,080 △19.3 △30,838 △20.4

借入金(注)３ △26,908 △20.0 △32,687 △21.6

リース負債 △4,392 △3.3 △4,375 △2.9

ネットキャッシュ △37,015 △27.5 △31,697 △20.9

資本合計 60,997 45.3 68,518 45.2

資産合計 134,787 100.0 151,498 100.0

     

有利子負債に対する現金及び現金同
等物の割合

35.5％ 47.5％
 

(注) １　前連結会計年度における定期預金3,935百万円は、３か月から６か月満期の定期預金です。当連結会計年度

において、全額現金及び現金同等物に振り替えております。

２　転換社債は2025年12月に一部買入を行いました。転換社債の帳簿価額は、発行総額から新株予約権相当額及

び直接発行費用を控除し、実効金利法を用いた償却原価により測定しております。

３　借入金の帳簿価額は、借入金額から直接借入費用を控除し、実効金利法を用いた償却原価により測定してお

ります。
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(2) 金融商品の分類

金融商品の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

〈金融資産〉   

純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産

  

その他の金融資産 25 36

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産

  

その他の金融資産 2,277 3,894

償却原価で測定する金融資産   

その他の金融資産 579 588

営業債権及びその他の債権 7,730 6,695

〈金融負債〉   

純損益を通じて公正価値で測定する金融負
債

  

企業結合による条件付対価 1,940 －

償却原価で測定する金融負債   

社債 26,080 30,838

借入金 26,908 32,687

リース負債 4,392 4,375

営業債務及びその他の債務 7,494 4,052
 

 
(3) 金融商品に関するリスク管理の基本方針

当社グループの活動は、経済・金融環境の変動等による様々なリスクに晒されております。

資金運用については短期的かつリスクの少ない商品に限定し、リスクの低減を図っており、投機的な取引は行い

ません。また、新株発行、社債発行、及び他の借り換え手段の選択肢を定期的に見直すことにより資金調達を行っ

ております。

 
(4) 為替リスク

当社グループはグローバルに事業展開しており、グループ各社の機能通貨以外の通貨建ての取引について為替リ

スクに晒されております。これらの取引における通貨は、主としてポンド、米ドル、ユーロ及びスイスフラン建て

です。

 
当社グループの為替リスクに対するエクスポージャーは以下のとおりです。

 

当連結会計年度(2025年12月31日)

 ポンド 米ドル ユーロ スイスフラン

エクスポージャー純額(百万円) 686 1,509 802 △2,212

(千現地通貨) 3,254 9,647 4,362 △11,200
 

 

前連結会計年度(2024年12月31日)

 ポンド 米ドル ユーロ スイスフラン

エクスポージャー純額(百万円) 569 4,323 423 △247

(千現地通貨) 2,893 27,568 2,591 △1,424
 

 
為替の感応度分析
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当社グループの為替リスクエクスポージャーに対する感応度分析は以下のとおりです。この分析は、他の全て

の変数が一定であると仮定したうえで報告日現在における為替リスクエクスポージャーに対して、日本円が１％

円高となった場合に、連結包括利益計算書の税引前当期利益に与える影響を示しております。なお、換算による

影響を記載したものであり、予想売上収益・仕入高の影響などは考慮しておりません。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

ポンド △7 △6

米ドル △15 △43

ユーロ △8 △4

スイスフラン 22 2
 

 
(5) 金利リスク

金利リスクとは、市場金利の変動によって金融商品の公正価値又は将来キャッシュ・フローが変動するリスクで

す。

当社グループの借入金は変動金利であり、金利変動リスクにさらされています。

当社グループは、転換社債型新株予約権付社債を発行しております。当該社債の利息は固定金利であるため、金

利が変動することにより損益に与える影響は限定的です。

 
金利の感応度分析

各報告期間において金利が１％上昇した場合の、当社グループの税引前当期利益に与える影響は以下のとおりで

す。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

税引前当期利益への影響 △293 △351
 

 
(6) 信用リスク

信用リスクとは、顧客又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことが出来なかった場合に当社グループ

が負う財務上の損失リスクです。

「営業債権及びその他の債権」は顧客の信用リスクに晒されております。当社グループは、債権管理規程に従い

当該リスクの管理を行っております。当社グループの顧客は、信用力の高い企業であることから、信用リスクは限

定的です。また、当社グループは、特定の相手先またはその相手先が所属するグループについて、過度に集中した

信用リスクを有しておりません。

なお、期日が経過している債権はないため、重要な予想信用損失はありません。よって、重要な減損、貸倒引当

金の計上は行っておりません。
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(7) 流動性リスク

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行す

る際に直面するリスクです。

「社債」、「借入金」、「リース負債」、「営業債務及びその他の債務」は流動性リスクに晒されております

が、当社グループでは、適時、資金繰り計画を作成・更新し、十分な手元流動性を維持することなどによりリスク

管理をしております。

 
金融負債の期日別残高は以下のとおりです。

 
非デリバティブ金融負債

当連結会計年度(2025年12月31日)

 (単位：百万円)

 帳簿価額
契約上のキャッ
シュ・フロー

１年以内
１年超
５年以内

５年超

社債 26,080 27,000 － 27,000 －

借入金 26,908 26,950 5,800 21,150 －

リース負債 4,392 5,140 1,056 2,681 1,404

営業債務及びその他の債務 7,494 7,494 7,494 － －

合計 64,874 66,584 14,350 50,831 1,404
 

 
 (単位：百万円)

 帳簿価額 最大支払額 １年以内
１年超
５年以内

５年超

企業結合による条件付対価 1,940 15,960 － 23 2,837

合計 1,940 15,960 － 23 2,837
 

(注) １．期日別のキャッシュ・フローは、割引前の金額を表示しております。

 
前連結会計年度(2024年12月31日)

 (単位：百万円)

 帳簿価額
契約上のキャッ
シュ・フロー

１年以内
１年超
５年以内

５年超

社債 30,838 32,000 － 32,000 －

借入金 32,687 32,750 5,800 23,200 3,750

リース負債 4,375 5,006 1,033 2,777 1,196

営業債務及びその他の債務 4,052 4,052 4,052 － －

合計 71,953 73,808 10,885 57,977 4,946
 

 
(8) 公正価値

金融商品のレベル１からレベル３までの公正価値ヒエラルキーに基づく分類は以下のとおりです。

レベル１：同一の資産又は負債について活発な市場における(未調整の)公表価格

レベル２：当該資産又は負債について直接に又は間接に観察可能なレベル１に含まれる公表価値以外のイン

プットを使用して算定された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法によって算定された公正価値

 
当連結会計年度中に発生した公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期連結会計期間末日において生

じたものとして認識しております。
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①　経常的に公正価値で測定する金融商品

各決算日における経常的に公正価値で評価する金融商品の内訳は以下のとおりです。

当連結会計年度(2025年12月31日)

 (単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

その他の金融資産 － － 25 25

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産

    

その他の金融資産 1,823 － 454 2,277

合計 1,823 － 478 2,301

金融負債：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

企業結合による条件付対価 － － 1,940 1,940

合計 － － 1,940 1,940
 

 
前連結会計年度(2024年12月31日)

 (単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

その他の金融資産 － － 36 36

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産

    

その他の金融資産 2,601 － 1,293 3,894

合計 2,601 － 1,329 3,930

金融負債：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

企業結合による条件付対価 － － － －

合計 － － － －
 

上記の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

 
(その他の金融資産)

その他の金融資産は期末日に公正価値で再評価しております。上場株式(Centessa Pharmaceuticals plc.、

Biohaven Ltd.)、非上場株式(Tempero Bio. Inc.(以下、Tempero社)、Sosei RMF1投資事業有限責任組合(以下、

Sosei RMF1)、MiNA社)、事業分離による条件付対価で構成されています。

上場株式の公正価値ヒエラルキーはレベル１、それ以外はレベル３に該当しております。

上場株式

上場株式の公正価値は、期末日の市場価格により算定し、公正価値変動額は連結包括利益計算書の「その他の

包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額」に計上してお

ります。

EDINET提出書類

ネクセラファーマ株式会社(E00981)

有価証券報告書

 85/141



 

非上場株式

Tempero社株式の公正価値は、当連結会計年度末における１株当たりの正味流動資産の価格に基づいて算定して

おります。前連結会計年度は、第三者割当増資において合意された１株当たりの価格で算定しております。公正

価値変動額は連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性

金融商品の公正価値の純変動額」に計上しております。この評価方法の変更は、より客観的であると判断したた

めです。

Sosei RMF1持分の公正価値は、純資産、将来キャッシュ・フロー及び将来収益性等に基づいた適切な評価モデ

ルにより算定し、公正価値変動額は連結包括利益計算書の「金融収益」又は「金融費用」に計上しております。

重大な観察可能でない純資産価値等をインプットとしております。

MiNA社株式の公正価値は、純資産価値に将来の回復可能性を考慮して算定された公正価値により測定し、公正

価値変動額は連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性

金融商品の公正価値の純変動額」に計上しております。

 
事業分離による条件付対価

事業分離による条件付対価の公正価値は、将来キャッシュ・フローに発生確率等の条件を考慮した割引現在価

値により算定し、公正価値変動額は連結包括利益計算書の「金融収益」又は「金融費用」に計上しております。

当連結会計年度末における残高はありません。

 
(企業結合による条件付対価)

企業結合による条件付対価の公正価値は、将来キャッシュ・フローに発生確率等の条件を考慮した割引現在価

値により算定し、公正価値変動額は連結包括利益計算書の「金融収益」又は「金融費用」に計上しております。

重大な観察可能でない、規制当局の承認等の契約で定められた条件に応じて支払われるマイルストンの達成確率

をインプットとしているためレベル３に該当しております。

 
②　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

Centessa Pharmaceuticals plc. 1,775 2,441

Biohaven Ltd. 48 160

Tempero Bio. Inc. 454 1,293
 

 
③　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止

当社グループでは、資産の効率化等を目的として、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の

一部を売却することにより、認識を中止しております。

各連結会計年度における売却時の公正価値及びその他の包括利益として認識されていた累積利得又は損失は以

下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
　至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

売却時の公正価値 2,191 －

累積利得又は損失 1,668 －
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　当社グループは、その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の変動による累積利得又は損失は、

認識を中止した場合、利益剰余金へ振り替えております。当連結会計年度において利益剰余金へ振り替えたその

他の包括利益の累計利得又は損失（税引後）は1,306百万円であります。

 
④　償却原価で測定する金融商品の公正価値

各決算日における償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値の内訳は以下のとおりです。なお、帳簿

価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品につきましては、次の表に含めておりません。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融負債：     

社債 26,080 26,070 30,838 31,092

借入金 26,908 26,867 32,687 32,655
 

 
上記の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

 
(社債)

社債の公正価値は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価

値で算定しており、公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類しております。

 
(借入金)

借入金の公正価値は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値で算定しており、公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類しております。

 
⑤　レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

レベル３に分類された金融資産については、適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続きに

従い、必要に応じて外部の評価専門家を利用して評価を実施しております。

 
当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

  (単位：百万円)

 金融資産 金融負債

期首残高 1,329 －

決済額 － －

純損益(実現) － －

純損益(未実現) (注)１ △1 1,940

その他の包括利益 (注)２ △840 －

その他 △10 －

期末残高 478 1,940
 

(注) １．連結包括利益計算書の「金融収益」又は「金融費用」に含まれております。

２．連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品

の公正価値の純変動額」及び「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれております。
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前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

  (単位：百万円)

 金融資産 金融負債

期首残高 1,687 －

決済額 △623 －

純損益(実現) (注)１ 59 －

純損益(未実現) (注)１ 1 －

その他の包括利益 (注)２ 184 －

その他 22 －

期末残高 1,329 －
 

(注) １．連結包括利益計算書の「金融収益」又は「金融費用」に含まれております。

２．連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品

の公正価値の純変動額」及び「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれております。

 
⑥　感応度分析

企業結合による条件付対価の公正価値に影響を与える重要な仮定が変動した場合に、企業結合による条件付対

価の公正価値に与える影響は以下の通りです

   (単位：百万円)

 項目
 当連結会計年度
 (2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

企業結合による
条件付対価

受領するロイヤリティの金額が５％増加
した場合

△99 －

受領するロイヤリティの金額が５％減少
した場合

95 －

金利が0.5％上昇した場合 84 －

金利が0.5％低下した場合 △93 －
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８．有形固定資産

取得原価の増減

(単位：百万円)

 
建物及び
構築物

機械装置
工具、器具
及び備品

建設仮勘定
使用権資産
(建物及び
構築物)

使用権資産
(工具、
器具及び
備品)

使用権資産
(車両)

合計

2024年１月１日
残高

3,028 2,085 628 20 5,452 － 183 11,396

取得 168 112 190 39 489 11 38 1,047

処分 △81 △57 △50 － △397 － － △585

振替 △284 13 △28 △34 333 － － －

外貨換算差額 235 200 47 2 246 － － 730

2024年12月31日
残高

3,066 2,353 787 27 6,123 11 221 12,588

取得 47 302 168 19 742 1 9 1,288

売却 － － △10 △11 － － － △21

処分 － △40 △44 － △129 － △166 △379

振替 3 3 13 △19 0 － － －

外貨換算差額 197 184 47 1 247 － 0 676

2025年12月31日
残高

3,313 2,802 961 17 6,983 12 64 14,152
 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額の増減

(単位：百万円)

 
建物及び
構築物

機械装置
工具、器具
及び備品

建設仮勘定
使用権資産
(建物及び
構築物)

使用権資産
(工具、
器具及び
備品)

使用権資産
(車両)

合計

2024年１月１日
残高

△811 △1,234 △354 － △1,076 － △21 △3,496

減価償却費 △271 △237 △99 － △955 － △51 △1,613

処分 47 47 41 － 155 － － 290

振替 43 － － － △43 － － －

外貨換算差額 △72 △121 △31 － △77 － － △301

2024年12月31日
残高

△1,064 △1,545 △443 － △1,996 － △72 △5,120

売却 － － 8 － － － － 8

減価償却費 △271 △238 △113 － △897 △6 △56 △1,582

処分 － 39 36 － 119 － 127 321

振替 2 － － － △2 － － －

外貨換算差額 △86 △123 △30 － △85 － 0 △324

2025年12月31日
残高

△1,419 △1,867 △542 － △2,862 △6 △1 △6,697
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帳簿価額

(単位：百万円)

 
建物及び
構築物

機械装置
工具、器具
及び備品

建設仮勘定
使用権資産
(建物及び
構築物)

使用権資産
(工具、
器具及び
備品)

使用権資産
(車両)

合計

2024年１月１日
残高

2,217 851 274 20 4,376 － 162 7,900

2024年12月31日
残高

2,002 808 344 27 4,127 11 149 7,468

2025年12月31日
残高

1,894 936 418 17 4,121 6 63 7,455
 

(注) １．減価償却費は「売上原価」、「研究開発費」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。

２．当連結会計年度末及び前連結会計年度末における、有形固定資産の取得に関する重要なコミットメントはあ

りません。
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９．のれん及び無形資産

取得原価の増減

(単位：百万円)

 のれん

無形資産

製品関連
仕掛研究
開発

基盤技術 顧客関連 その他 合計

2024年１月１日残高 24,623 39,191 5,825 15,568 5,525 259 66,368

取得 － 1,000 153 － － 13 1,166

処分 － － － － － △35 △35

振替 － 5,825 △5,825 － － － －

外貨換算差額 1,070 － 3 1,490 597 11 2,101

2024年12月31日残高 25,693 46,016 156 17,058 6,122 248 69,600

取得 － － － － － 20 20

処分 － － － － － △178 △178

外貨換算差額 866 － 11 1,206 482 9 1,708

2025年12月31日残高 26,559 46,016 167 18,264 6,604 99 71,150
 

 

償却累計額及び減損損失累計額の増減

(単位：百万円)

 のれん

無形資産

製品関連
仕掛研究
開発

基盤技術 顧客関連 その他 合計

2024年１月１日残高 － △1,575 － △7,102 △5,298 △102 △14,077

償却費 － △1,374 － △896 △22 △79 △2,371

処分 － － － － － 35 35

外貨換算差額 － － － △695 △575 △6 △1,276

2024年12月31日残高 － △2,949 － △8,693 △5,895 △152 △17,689

償却費 － △1,800 － △914 △22 △48 △2,784

減損損失 △721 － － △439 － － △439

処分 － － － － － 174 174

外貨換算差額 － － － △707 △468 △7 △1,182

2025年12月31日残高 △721 △4,749 － △10,753 △6,385 △33 △21,920
 

 
帳簿価額

(単位：百万円)

 のれん

無形資産

製品関連
仕掛研究
開発

基盤技術 顧客関連 その他 合計

2024年１月１日残高 24,623 37,616 5,825 8,466 227 157 52,291

2024年12月31日残高 25,693 43,067 156 8,365 227 96 51,911

2025年12月31日残高 25,838 41,267 167 7,511 219 66 49,230
 

(注)　その他のうち一部の償却費は「研究開発費」に、左記以外の償却費は「販売費及び一般管理費」にそれぞれ計

上しております。
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(1) のれん

当社グループののれんは、Sosei R&D Ltd.、Nxera Pharma UK Limited、Heptares Therapeutics Zurich AG、ネ

クセラファーマジャパン株式会社及びNxera Pharma Korea Co., Ltd.の買収により発生しております。資金生成単

位として、Novartis International AG(以下「ノバルティス社」)の呼吸器疾患製品シーブリ® ブリーズヘラー®、

ウルティブロ® ブリーズヘラー®及びエナジア® ブリーズヘラー®のグローバルでの販売に関する領域(以下「呼吸器

領域」)、Gタンパク質共役受容体(以下「GPCR」)を標的とする新規の低分子、ペプチド並びに抗体医薬品の創薬に

注力し、独自のNxStaR™(Stabilized Receptor)技術及び構造ベース創薬(以下「SBDD」)に基づく、低分子化合物及

びペプチドの創薬やモノクローナル抗体(以下「mAb」)探索のための抗原作成に関する領域(以下「創薬」)及びピヴ

ラッツ®、クービビック®の販売に関する領域(以下「医薬品販売」)を認識しています。

当連結会計年度末において、各資金生成単位または資金生成単位グループに配分されたのれんは、呼吸器領域

4,705百万円(前連結会計年度末5,426百万円)、創薬13,115百万円(前連結会計年度末12,249百万円)、医薬品販売

8,018百万円(前連結会計年度末8,018百万円)であり、重要性のある資金生成単位または資金生成単位グループに関

する減損テストの結果は以下のとおりです。

呼吸器領域及び創薬の資金生成単位の回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値を用いて評価しており、医

薬品販売の資金生成単位グループの回収可能価額は使用価値を用いて評価しております。処分コスト控除後の公正

価値及び使用価値は、事業計画に基づいて将来キャッシュ・フローを見積り算出しています。処分コスト控除後の

公正価値の算定に用いられる仮定には、開発品の上市を含むマイルストンの達成時期、研究開発の成功確率、将来

予想される医薬品売上高等を含む収益の予測計画及び割引率等が含まれます。使用価値の算定に用いられる仮定に

は、関連する医薬品の市場規模や市場占有率の予測、関連費用である売上原価及び研究開発費の予測、事業計画後

の成長率及び割引率等が含まれます。これらの仮定の設定にあたり、当社グループは業界の知見、外部の情報源、

競合他社の状況及び業界動向等を考慮しております。

評価方法は、観察可能な市場データに基づいていない重要なインプットを使用するため、この評価手法は公正価

値のヒエラルキーにおいてレベル３に分類されています。

減損テストの結果、当連結会計年度において、呼吸器領域における一部特許の失効により、将来の収益性の低下

が見込まれ、処分コスト控除後の公正価値がのれんの資金生成単位の帳簿価額を下回ったことから、当該のれんに

ついて減損損失721百万円を連結包括利益計算書のその他の費用に認識しています。なお前連結会計年度において

は、処分コスト控除後の公正価値は当該資金生成単位の帳簿価額を十分に上回っていたため、減損損失は計上して

おりません。

なお、減損テストに用いた主要な仮定が変化した場合、追加の減損損失が生じる可能性があります。

 

  
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

呼吸器領域

割引率(税引後)(注)１ 10.2％ 10.7％

将来キャッシュ・フローの
見積り

過去の実績と10年間の事業計画を基礎として、将来キャッ
シュ・フローを見積っております。

創薬

割引率(税引後)(注)１ 9.3％ 9.8％

将来キャッシュ・フローの
見積り

過去の実績と20年間の事業計画を基礎として、将来キャッ
シュ・フローを見積っております。また、予想成長率をゼロと
して、20年経過後の回収可能価額を含んでおります。

医薬品販売

割引率(税引後)
(注)１、２

7.2％ 7.2％

将来キャッシュ・フローの
見積り

過去の実績と５年間の事業計画を基礎として、将来キャッ
シュ・フローを見積っております。事業計画を策定している期
間を超える期間の将来キャッシュ・フローの成長率はゼロと仮
定しております。

 

(注) １　加重平均資本コストに一定の調整をした割引率を使用しております。

２　税引前の割引率は9.3％(前連結会計年度末9.3％)であります。

 
(2) 重要な無形資産

①　製品関連

製品関連資産は、ピヴラッツ®、クービビック®及びオラビ®で構成されております。ピヴラッツ®に関する帳簿

価額は、当連結会計年度末において34,802百万円(前連結会計年度末36,164百万円)です。当該資産は耐用年数28

年で定額法により償却しており、残存償却期間は25年です。

またクービビック®に関する帳簿価額は、当連結会計年度末において6,399百万円(前連結会計年度末6,825百万
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円)です。当該耐用年数は16年で定額法により償却し、残存償却年数は15年です。

ネクセラファーマジャパン株式会社(旧 株式会社そーせい)が、国内製造販売承認を取得した口腔咽頭カンジダ

症治療薬「オラビ®錠口腔用 50mg」に関する帳簿価額は、当連結会計年度末において、自己創設無形資産27百万

円(前連結会計年度末32百万円)、その他の無形資産39百万円(前連結会計年度末46百万円)です。当該資産は耐用

年数18年で定額法により償却しており、残存償却期間は６年です。

 
②　基盤技術

Nxera Pharma UK Limited及びHeptares Therapeutics Zurich AGの基盤技術を評価したものです。当該資産は

耐用年数12～20年で定額法により償却しており、残存償却期間は10年です。

減損テストの結果、当連結会計年度において、2016年にM&Aを通じて取得したHeptares Theraputics Zurich AG

の基盤技術（SaBRE及びCHESS）の減損損失439百万円を連結包括利益計算書のその他の費用に認識しています。こ

れは当該基盤技術を用いてのパイプライン創出の可能性が見込めなくなったためであり、帳簿価額全額を減額し

ています。

 
③　顧客関連

Nxera Pharma UK Limited取得時の無形資産評価額のうち、契約相手先があることによって資産価値評価したも

のです。当該資産は耐用年数20年で定額法により償却しており、残存償却期間は10年です。

 
(3) コミットメント

当連結会計年度及び前連結会計年度における決算日以降の無形資産の取得に係るコミットメントはありません。

なお、将来的に、研究開発協力の進捗及び売上に応じたマイルストン及びロイヤリティを支払う可能性がありま

す。

 
10．リース取引

主に設備や建物に係るリースを契約しております。これらの契約の中に、重要な更新又は購入選択権及びリース契

約によって課された制限(配当、追加借入及び追加リースに関する制限等)などの、当社グループの意思決定に重要な

制限を課すものはありません。リースの延長オプションや購入オプションの行使による追加の義務はありません。た

だし、英国の研究開発施設における一部のリース料は、エスカレーション条項により将来見直される可能性がありま

す。

 
リースに係る損益(減価償却費を除く)及びキャッシュ・アウトフローの内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

リースに係る損益   

リース負債に係る金利費用 △127 △148

短期リース費用 △63 △42

少額資産リース費用 △18 △23

リース負債の返済による支出 △890 △902

リースに係るキャッシュ・アウトフローの
合計額

△1,098 △1,115
 

 

使用権資産の増加額、減価償却費及び帳簿価額の内訳は、注記「８．有形固定資産」をご参照ください。

リース負債の満期分析は、注記「７．金融商品　(7) 流動性リスク」をご参照ください。
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11．現金及び現金同等物

現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。なお、連結財政状態計算書における現金及び現金同等物と連結

キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高の金額は一致しております。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

現金及び預金 20,365 32,268

合計 20,365 32,268
 

定期預金については、注記「７．金融商品　(1) 資本管理」をご参照ください。

 

12．営業債権及びその他の債権

営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

売掛金 6,115 5,148

未収収益 761 1,547

未収入金 854 －

合計 7,730 6,695
 

 

13．棚卸資産

棚卸資産の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

製品 253 160

原材料 8,523 7,456

仕掛品 2,519 1,222

合計 11,294 8,838
 

費用として認識された棚卸資産の金額は、当連結会計年度4,936百万円、及び前連結会計年度3,705百万円でありま

す。

 

14．その他の資産

その他の非流動資産及びその他の流動資産の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

その他の非流動資産   

長期前払費用 38 32

その他の非流動資産合計 38 32

その他の流動資産   

前払費用 1,205 1,259

未収消費税 1,137 2,249

その他 4 217

その他の流動資産合計 2,346 3,725
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15．社債及び借入金

(1) 社債

      (単位：百万円)

会社名 銘柄
発行
年月日

当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

利率
(％)

担保 償還期限

ネ ク セ ラ
ファーマ株式
会社

2028年満期ユーロ
円建転換社債型新
株予約権付社債
(注)１,２

2023年
12月14日

26,080 30,838 0.25 無担保
2028年
12月14日

 

(注)　１　転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次の通りです。

銘柄 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額(円) 無償

株式の発行価額(円) 1,782

発行価額の総額(百万円) 32,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の
総額(百万円)

－

新株予約権の付与割合(％) 100

新株予約権の行使期間 自　2023年12月28日　至　2028年11月30日
 

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額とする。

 
２　当連結会計年度において、額面5,000百万円の買入を行うとともに、発行要項から新株予約権付社債権者の

選択による繰上償還請求権(繰上償還日は2026年12月14日)に係る条項を削除する変更をいたしました。

 
社債の流動性リスク管理及び金利リスク管理等については、注記「７．金融商品」を参照ください。

 
(2) 借入金

(単位：百万円)

区分
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

平均利率 返済期限

長期借入金 21,109 26,889 1.17％ 2027年～2030年

１年内返済予定の長期借入金 5,798 5,798 1.17％ －

合計 26,908 32,687 － －
 

 

16．営業債務及びその他の債務

営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

買掛金 2,642 57

未払金 2,827 2,471

未払費用 2,025 1,524

合計 7,494 4,052
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17．引当金

引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 資産除去債務 その他 合計

2025年１月１日 480 13 493

期中増加額 7 1 8

期中減少額(目的使用) － － －

期中減少額(戻入) △2 － △2

在外営業活動体の換算差額 10 1 11

2025年12月31日 495 15 510
 

 
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

非流動負債   

資産除去債務 495 480

その他 15 13

合計 510 493
 

 
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実

績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年

数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受け

ます。

 
18．その他の負債

その他の非流動負債及びその他の流動負債の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

その他の非流動負債   

長期前受収益 3,132 3,776

その他 13 12

その他の非流動負債合計 3,145 3,788

その他の流動負債   

前受収益 2,224 3,141

未払消費税 51 67

預り金 271 167

賞与引当金 568 1,250

その他 14 10

その他の流動負債合計 3,128 4,635
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19．資本及びその他の資本の構成要素

(1) 授権株式数、発行済株式総数及び自己株式

 

 
授権株式数
(株)

発行済株式総数
(株)

自己株式
(株)

2024年１月１日 149,376,000 89,446,777 335

事後交付型株式報酬(RSU)制度に
係る株式割当による増加

－ 456,081 －

単元未満株式の買取り請求による
増加

－ － 1,580

2024年12月31日 149,376,000 89,902,858 1,915

事後交付型株式報酬(RSU)制度に
係る株式割当による増加

－ 593,877 －

単元未満株式の買取り請求による
増加

－ － 61

2025年12月31日 149,376,000 90,496,735 1,976
 

(注)　当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式です。

 
(2) 資本剰余金

①　資本準備金

当社は、会社法に基づき、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の２分の１以上を資本金に組み入

れ、資本金として計上しないこととした金額は資本剰余金に計上しております。

②　新株予約権

当社はストック・オプション制度を採用し会社法に基づく新株予約権を発行しております。当該制度の詳細に

ついては、「22．株式報酬」に記載しております。

また、転換社債型新株予約権付社債を発行し、当該社債発行時の新株予約権に係る公正価値を資本剰余金に計

上しております。

③　事後交付型株式報酬(以下「RSU」)

RSU制度により割当てられた株式及び割当てられる予定株式の公正価値のうち、経過した勤務期間に対応する金

額を資本剰余金に計上しております。

当該制度の詳細については、注記「22．株式報酬」に記載しております。

④　その他の資本剰余金

当社が発行した資本性金融商品の直接発行費用を資本剰余金から控除しております。

2025年3月26日開催の第35回定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分（充当）について

承認可決されたことに伴い、会社法第448条第1項の規定に基づき、2025年4月18日を効力発生日として資本準備金

35,289百万円を減少し、同額をその他の資本剰余金に振り替えております。また、同日付で会社法第452条の規定

に基づき、その他の資本剰余金を14,621百万円減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。

 
(3) 利益剰余金

利益剰余金の内容は未処分の留保利益又は欠損金です。なお、利益剰余金にはIFRSへの移行日における、在外営

業活動体の累積為替換算差額が含まれております。
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(4) その他の資本の構成要素

①　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識を中止するまでの公正価値の変動の累積額で

す。

②　在外営業活動体の為替換算差額

外貨建で作成された在外営業活動体の財務諸表を連結する際に発生した為替換算差額です。

③　その他の資本の構成要素の内訳

(単位：百万円)

 

純損益に振り替えられる
ことのない項目

純損益に振り替えられる
可能性のある項目

合計その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産

在外営業活動体の
為替換算差額

2024年１月１日 84 1,976 2,060

当期発生額    

税効果控除前 1,333 4,350 5,683

税効果額 △526 － △526

税効果控除後 807 4,350 5,157

純損益への振替    

税効果控除前 － － －

税効果額 － － －

税効果控除後 － － －

その他の包括利益－税効果控除後 807 4,350 5,157

2024年12月31日 891 6,326 7,217

当期発生額    

税効果控除前 265 2,877 3,142

税効果額 △77 － △77

税効果控除後 188 2,877 3,065

純損益への振替    

税効果控除前 － － －

税効果額 － － －

税効果控除後 － － －

その他の包括利益－税効果控除後 188 2,877 3,065

利益剰余金への振替 △1,306 － △1,306

2025年12月31日 △226 9,203 8,977
 

(注)　利益剰余金への振替は、「７．金融商品　(8) 公正価値　③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産の認識の中止」をご参照ください。

 
(5) 配当金

該当事項はありません。
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20．売上収益

当社グループは、医薬品の販売、第三者との間で締結した医薬品の販売権・開発品または製品の開発などに関する

ライセンス契約や研究開発契約等に基づき収益を得ております。なお、当社グループの売上収益はすべて顧客との契

約から生じたものであります。

当社グループの収益における、経営管理のための分類及び履行義務に基づく分類はそれぞれ次のとおりです。

 
(1) 経営管理のための分類

①　上市済製品：医薬品の販売により得られる収入、ロイヤリティ収入、製造販売承認前の契約一時金収入及びマ

イルストン収入、販売マイルストン収入

②　研究・開発：研究・開発提携に関する契約一時金収入、開発マイルストン収入、研究開発受託契約に基づき得

られる収入

 
(2) 履行義務に基づく分類

履行義務に基づく分類は、連結財務諸表注記の「３．重要性がある会計方針　(19) 収益認識」に記載のとおりで

あります。

 
(3) 経営管理のための収益区分と履行義務の区分との関係

当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

    (単位：百万円)

 
履行義務

製品供給収入 ライセンス(注) 研究開発受託 計

上市済製品 17,700 2,436 － 20,136

研究・開発 － 6,827 2,652 9,479

計 17,700 9,263 2,652 29,615
 

(注)　上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、7,663百万円です。

 
前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

    (単位：百万円)

 
履行義務

製品供給収入 ライセンス(注) 研究開発受託 計

上市済製品 13,459 2,789 － 16,248

研究・開発 － 9,898 2,689 12,587

計 13,459 12,687 2,689 28,835
 

(注)　上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、10,696百万円です。
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(4) 契約残高

①　顧客との契約から生じた債権

連結財政状態計算書上、「営業債権及びその他の債権」に含めて表示しております。

②　契約負債

連結財政状態計算書上、契約負債を「その他の非流動負債」及び「その他の流動負債」に含めて表示しており

ます。

  (単位：百万円)

 2025年12月31日 2024年12月31日

期首残高 6,916 5,260

期首残高の内、収益認識した金額(注)１ △2,342 △1,010

為替換算差額 358 522

新たに契約負債に認識され、翌期へ繰り越さ
れる金額

424 2,144

期末残高(注)２ 5,356 6,916

その他の非流動負債 3,132 3,776

その他の流動負債 2,224 3,140
 

(注) １．当連結会計年度の契約負債の重大な変動は、進捗度の測定値の変動による減少です。

２．当連結会計年度末の契約負債残高は、2029年12月期までに収益計上する見込みです。

 
(5) 残存履行義務に配分した取引価格

創薬のうち開発サービスに係る収入は、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成まで

不確実性が解消しないと見込まれることから、残存履行義務に配分した取引価格には含めておりません。

また研究開発受託により得られる収入は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第121項(b)及びB16項に従

い実務上の便法として、現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の

額を顧客から受け取る権利を有しているため、残存履行義務に配分した取引価格を記載しておりません。

 
21．従業員給付

従業員給付の内訳は以下の通りです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

報酬及び賞与 7,757 7,841

確定拠出制度費用 597 486

株式報酬 1,953 1,396

退職金 482 △9

合計 10,790 9,714
 

(注)　従業員給付は「売上原価」、「研究開発費」、「販売費及び一般管理費」及び「その他の費用」に計上してお

ります。
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22．株式報酬

当社は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社及び当社の100％子会社の役職員

が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献することを促進

するため、ストック・オプション制度及び事後交付型株式報酬(以下「RSU」)制度を採用しました。ストック・オプ

ション及びRSUは、当社の取締役会決議により付与されております。

 
(1) ストック・オプション

①　ストック・オプションの内容

当社は、当社及び当社の100％子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与して

おります。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。

 

決議年月日
(第31回新株予約権)
2017年５月15日

(第32回新株予約権)
2017年５月15日

(第33回新株予約権)
2017年５月15日

当初付与対象者の区分及び
人数(名)

取締役５名、執行役３名
及び子会社従業員４名

従業員７名、子会社取締役
２名及び子会社従業員７名

従業員１名及び
子会社従業員102名

新株予約権の数(個) ※ 173 7 15

新株予約権の目的となる株式
の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 69,200(注)４ 普通株式  2,800(注)４ 普通株式  6,000(注)４

新株予約権の行使時の払込
金額(円) ※

１(注)５ 3,067(注)５ 3,067(注)５

新株予約権の行使期間 ※
自　2020年７月１日
至　2027年４月30日

自　2020年７月１日
至　2027年４月30日

自　2020年７月１日
至　2027年４月30日

新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円) ※

発行価格　 3,088
資本組入額 1,544

発行価格　 5,015
資本組入額 2,508

発行価格　 5,015
資本組入額 2,508

新株予約権の行使の条件 ※ (注)６ (注)６ (注)６

新株予約権の譲渡に関する
事項 ※

当社取締役会決議
による承認

当社取締役会決議
による承認

当社取締役会決議
による承認

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 ※

(注)３ (注)３ (注)３
 

 
決議年月日

(第34回新株予約権)
2017年11月21日

(第35回新株予約権)
2017年11月21日

当初付与対象者の区分及び
人数(名)

従業員３名 子会社従業員９名

新株予約権の数(個) ※ 2 1

新株予約権の目的となる株式
の種類、内容及び数(株) ※

普通株式   800 (注)４ 普通株式   400 (注)４

新株予約権の行使時の払込
金額(円) ※

2,672 (注)５ 2,672 (注)５

新株予約権の行使期間 ※
自　2020年12月１日
至　2027年10月29日

自　2020年12月１日
至　2027年10月29日

新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円) ※

発行価格　 4,227
資本組入額 2,114

発行価格　 4,227
資本組入額 2,114

新株予約権の行使の条件 ※ (注)６ (注)６

新株予約権の譲渡に関する
事項 ※

当社取締役会決議
による承認

当社取締役会決議
による承認

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 ※

(注)３ (注)３
 

※　当連結会計年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しています。なお、有価証券報告書提出日の属する

前月末(2026年２月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
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(注) １．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

２．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めています。

３．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)若

しくは新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の

条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、注４に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件を勘案の上、注５に準じて決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

①再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契

約若しくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画につ

いて株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象

会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する

ことができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当

社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退

職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。」と定める規定により新株予約権の行使がで

きなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。

４．新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を

行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効

力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。
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５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額

とする。

なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

①当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率
 

②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(本新株

予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除

く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

上記算式において「時価」とは、調整後行使価額を初めて適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値と

し、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。また、「既

発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の

処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり

処分金額」に読み替えるものとする。

③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場

合、当社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整

を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

６．(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人である

ことを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があ

ると認める場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

 
(追加情報)

「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況　① ストックオプション制度の内容」

に記載すべき事項を株式報酬関係注記に集約して記載しております。

 
②　ストック・オプションの行使可能株式総数及び平均行使価格

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

 株式数
加重平均
行使価格

加重平均
残存期間

株式数
加重平均
行使価格

加重平均
残存期間

 株 円 年 株 円 年

期首未行使残高 79,600 396 2.3 80,800 436 3.3

期中の行使 － － － － － －

期中の失効 400 3,067 － 1,200 3,067 －

期末未行使残高 79,200 382 1.3 79,600 396 2.3

行使価格帯       

１円～2,000円 69,200 1 1.3 69,200 1 2.3

2,001円～3,067円 10,000 3,020 1.4 10,400 3,021 2.4

期末行使可能残高 79,200 382 － 79,600 396 －
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(2) RSU

①　RSU制度

当社は、2019年４月17日開催の当社取締役会において、当社及び当社の100％子会社の役員及び資格を有する従

業員(以下「役職員」といいます。)を対象としたRSU制度の導入及びその内容を決議いたしました。なお、日本国

内に居住する従業員については、RSU制度を見直し、自社の株式を従業員に給付するインセンティブプラン「退職

型株式給付信託（J-ESOP）」を導入・移行することを予定しております。

 
(a) 割当の条件

役職員に応じて定める権利算定期間において、役職員の地位にあったことを条件に、当社があらかじめ定め

た方法により当社株式を割当てます。

 
(b) 本制度に基づき交付する当社株式の上限数

本制度に基づき交付する当社株式の数は、当社の他の株式報酬制度による発行株式数と併せて、当社の発行

済株式総数の10％を超えない数とします。

 
(c) 権利算定期間及び割当株式数

(ア)取締役(執行役を兼務する取締役を除く。)に付与するRSU

権利算定期間を１年間とし、権利算定期間経過後に基本報酬額をユニット付与時の株価で除して算定した

数の株式を割り当てます。ただし、新任取締役については、権利算定期間の初日から１年後、２年後及び３

年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額の２倍の金額を権利算

定期間開始時の株価で除して算定した株式数の３分の１の株式をそれぞれ割当てます。

(イ)執行役を兼務する取締役、執行役及び資格を有する従業員に付与するRSU

権利算定期間の初日から２年後及び３年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経

過後に基準報酬額に個人別に定める一定の割合を乗じた額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株

式数の２分の１の株式をそれぞれ割当てます。

 
(d) 発行又は処分に係る取締役会

割り当てる株式の発行又は処分に係る取締役会は、原則として、対象期間内に終了する最終の事業年度に関

する定時株主総会の開催日から１か月が経過する日までの間に開催します。ただし、特段の事情がある場合

は、発効又は処分に係る取締役会の開催時期を変更することができます。

 
(e) 当社株式の交付の方法

株式は、各対象期間後に役職員の対象期間の勤続を条件として、役職員に対し、割り当てられます。

株式の割当ては、予め決定した割当株式数に１株当たりの払込金額を乗じて得た金額を割当株式数によって

計算された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われます。

 
(f) 権利喪失事由

役職員が権利算定期間中に禁固以上の刑に処せられた場合、破産手続又は民事再生手続開始の申立て等を受

けた場合など一定の事由に該当した場合は、当該役職員は、本制度による当社株式の割当を受ける権利を取得

せず、当該事由が生じた時点をもって、当社株式の割当を受ける権利は消滅します。

 
(g) 組織再編または支配権の変更が実施される場合の取扱い

当社は、権利算定期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株

式移転契約等の組織再編または支配権の変更等に関する事項が当社の株主総会等で承認され、権利算定期間終

了前にその効力が生じる場合は、取締役会の決議により、割当てることができる最大数の株式を当該組織再編

等の効力発生日前に割当てます。
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②　RSUの付与したユニットの数及び付与日の公正価値

付与したユニットの数および加重平均公正価値は以下の通りです。なお、RSUの付与日の公正価値は、付与日の

当社株式の株価の終値としております。

   

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

RSU   

付与したユニットの数(個) 2,865,758 1,965,549

付与日の加重平均公正価値(円) 784 1,463
 

 
(3) 株式報酬取引に係る費用

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

株式報酬費用 1,953 1,396
 

(注)　持分決済型の株式報酬として会計処理しており、連結包括利益計算書の「売上原価」、「研究開発費」、「販

売費及び一般管理費」、及び「その他の費用」に含まれております。

 
23．販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

人件費 6,218 5,956

減価償却費等 3,452 3,091

委託費 2,477 2,311

販売促進費 384 2,238

その他 2,695 2,419

合計 15,225 16,015
 

 

24．その他の収益

その他の収益の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

政府補助金　(注) 1,614 1,264

その他 42 25

合計 1,656 1,289
 

(注)　政府補助金は主として、研究開発税額控除によるものです。
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25．その他の費用

その他の費用の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

減損損失 1,160 －

構造改革費用 636 －

固定資産除却損 12 63

その他 36 37

合計 1,845 100
 

 

26．金融収益及び金融費用

金融収益の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

事業分離による条件付対価に係る公正価値
変動額

－ 38

受取利息 971 1,478

為替差益 16 27

出資金評価益 － 1

合計 987 1,544
 

 

金融費用の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

企業結合による条件付対価に係る公正価値
変動額

1,940 －

支払利息   

償却原価で測定する金融負債 718 621

リース負債 127 148

社債償還損 27 6

社債条件変更損 4,649 －

借入資金調達費用 14 8

その他 1 －

合計 7,475 783
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27．法人所得税

(1) 法人所得税費用

法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当期税金費用   

当期 171 492

過年度修正 △148 5

当期税金費用計 23 497

繰延税金費用   

繰越欠損金又は一時差異 △2,443 △321

繰延税金費用計 △2,443 △321

法人所得税費用合計 △2,420 176

その他の包括利益に係る法人所得税費用 77 526
 

 

法定実効税率と実際負担税率との調整は以下のとおりです。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

 ％ ％

法定実効税率(注)１ 30.6 30.6

永久に損金算入されない項目 △1.7 △4.4

在外子会社の税率差異による影響 △3.0 1.0

税率変更による影響(注)２、３ 0.5 △2.1

未認識の税務上の繰越欠損金又は一時差異の
影響

△7.5 △27.0

過年度法人税等 0.0 0.5

在外子会社の未分配利益 1.1 △0.1

条件付対価の公正価値変動 △4.0 －

国外所得に対する事業税相当額 △0.1 △1.1

その他 0.3 △1.2

実際負担税率 16.2 △3.8
 

(注) １．当社は主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、当連結会計年

度及び前連結会計年度のいずれにおいても30.6％となっております。ただし、在外子会社については、その

所在地における法人税等が課されております。

２．前連結会計年度において、税法の改正に伴い、一部の連結子会社について2027年度以降の連結会計年度にお

いて外形標準課税の適用の対象となることから、2027年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から30.6％に変更し計算しております。この変

更により前連結会計年度の繰延税金資産の金額は99百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しておりま

す。

３．当連結会計年度において、2026年４月１日以降の連結会計年度から防衛特別法人税が課されることにより、

2027年１月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については法定実効税率を

30.6％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により当連結会計年度の繰延税金資産は68百万円増加し、法人税等調整額が同額減少しておりま

す。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「その他」に含めていた「在外子会社の未分配利益」の重要性が増したため、当連

結会計年度より独立掲記しております。

この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた△1.3％は、「在外子会社の未分配利益」△

0.1％及び「その他」△1.2％として組み替えております。

 
(2) 繰延税金資産及び繰延税金負債

認識された繰延税金資産及び繰延税金負債の残高、増減の内容は以下のとおりです。

 

当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

     (単位：百万円)

 
2025年
１月１日

純損益で
認識された額

その他の
包括利益で
認識された額

直接資本で
認識された
額

その他(注)

当連結会計年
度

(2025年
12月31日)

繰延税金資産       

棚卸資産 2,736 854 － － － 3,590

リース負債 717 △251 － － 0 467

税務上の繰延資産 136 342 － － － 478

税務上の繰越欠損金 2,044 745 － － 149 2,938

その他 1,316 1 － 2 52 1,371

繰延税金資産合計 6,949 1,692 － 2 201 8,844

繰延税金負債       

有形固定資産 △757 25 － － △48 △780

無形資産 △2,002 197 － － △128 △1,933

使用権資産 △707 196 － － △0 △511

社債 △549 138 － － － △412

その他 △770 195 267 － △22 △330

繰延税金負債合計 △4,785 751 267 － △198 △3,965

純額 2,164 2,443 267 2 3 4,879
 

(注)　その他には在外営業活動体の為替換算差額が含まれております。

 

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「その他」に含めていた「税務上の繰延資産」の重要性が増したため、当連結会計

年度より独立掲記しております。

この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた1,452百万円は、「税務上の繰延資産」136百

万円及び「その他」1,316百万円として組み替えております。
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前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

     (単位：百万円)

 
2024年
１月１日

純損益で
認識された額

その他の
包括利益で
認識された額

直接資本で
認識された
額

その他(注)

当連結会計年
度

(2024年
12月31日)

繰延税金資産       

棚卸資産 2,445 291 － － － 2,736

リース負債 927 △210 － － △0 717

税務上の繰越欠損金 2,477 △551 － － 118 2,044

その他 1,357 58 － △4 41 1,452

繰延税金資産合計 7,206 △412 － △4 159 6,949

繰延税金負債       

有形固定資産 △783 90 － － △64 △757

無形資産 △1,998 189 － － △193 △2,002

使用権資産 △915 208 － － 0 △707

社債 △689 140 － － － △549

その他 △347 105 △526 － △2 △770

繰延税金負債合計 △4,732 732 △526 － △259 △4,785

純額 2,474 320 △526 △4 △100 2,164
 

(注)　その他には在外営業活動体の為替換算差額が含まれております。

 
繰延税金資産が認識されていない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

将来減算一時差異 20,527 23,134

繰越欠損金 19,826 13,322

合計 40,353 36,456
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繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

１年目 1,459 －

２年目 19 997

３年目 616 －

４年目 502 611

５年目から10年目 17,229 11,714

合計 19,826 13,322
 

(注)　前連結会計年度において、損失を生じており、かつ、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依

存している一部の子会社（旧そーせい株式会社）について、前連結会計年度に存続会社をネクセラファーマ

ジャパン株式会社とする吸収合併により消滅し、ネクセラファーマジャパン株式会社が旧そーせい株式会社の

将来減算一時差異及び繰越欠損金（1,184百万円）を引き継いでおります。

　　　引き継いだ繰越欠損金のうち一部は充当により、また将来減算一時差異の一部は解消により減少しているた

め、合併時に引き継いだ将来減算一時差異及び繰越欠損金は減少しており、この結果、繰延税金資産を当連結

会計年度末に724百万円、前連結会計年度末に848百万円認識しております。これらの繰延税金資産について

は、ネクセラファーマジャパン株式会社において、過去の業績、承認された将来の事業計画等に基づき慎重に

評価した結果、繰延税金資産の回収可能性は問題ないと判断しております。

 

EDINET提出書類

ネクセラファーマ株式会社(E00981)

有価証券報告書

110/141



 

28．１株当たり利益

(1) 基本的１株当たり当期利益又は損失(△)

基本的１株当たり当期利益又は損失(△)及びその算定上の基礎は以下のとおりです。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

親会社の所有者に帰属する当期損失(△)
(百万円)

△12,530 △4,838

発行済普通株式の加重平均株式数(株) 90,276,764 89,732,026

基本的１株当たり当期損失(△)(円) △138.80 △53.92
 

 
(2) 希薄化後１株当たり利益又は損失(△)

希薄化後１株当たり当期利益又は損失(△)及びその算定上の基礎は以下のとおりです。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

親会社の所有者に帰属する当期損失(△)
(百万円)

△12,530 △4,838

希薄化後１株当たり当期損失(△)の算定に
使用する当期利益調整額(百万円)

－ －

希薄化後１株当たり当期損失(△)の算定に
使用する当期利益(百万円)

△12,530 △4,838

発行済普通株式の加重平均株式数(株) 90,276,764 89,732,026

希薄化後１株当たり当期損失(△)の算定に
使用する普通株式増加数(株)

  

ストック・オプション等による増加(株) － －

事後交付型株式報酬による増加(株) － －

業績連動型株式報酬による増加(株) － －

転換社債型新株予約権付社債による増加(株) － －

希薄化後１株当たり当期損失(△)の算定に
使用する普通株式の加重平均株式数(株)

90,276,764 89,732,026

希薄化後１株当たり当期損失(△)(円) △138.80 △53.92
 

(注)　当連結会計年度及び前連結会計年度においては、新株予約権の行使等が１株当たり当期損失を減少させるた

め、潜在株式は希薄化効果を有していません。
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29．キャッシュ・フロー情報

(1) 財務活動に係る負債の変動

財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。

 

当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

 

 
2025年
１月１日

キャッシュ・
フローを伴う
変動

キャッシュ・フローを
伴わない変動 2025年

12月31日公正価値
変動

為替変動
新規リース
及び条件変更

その他

企業結合によ
る条件付対価

－ － 1,940 － － － 1,940

社債 30,838 △4,828 △187 － － 256 26,080

借入金 32,687 △5,800 － － － 21 26,908

リース負債 4,375 △890 － 195 745 △33 4,392

合計 67,900 △11,517 1,753 195 745 243 59,320
 

(注)　社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の償還による支出」△

4,838百万円の一部である新株予約権相当額10百万円は含まれておりません。

 

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 

 
2024年
１月１日

キャッシュ・
フローを伴う
変動

キャッシュ・フローを
伴わない変動 2024年

12月31日公正価値
変動

為替変動
新規リース
及び条件変更

その他

社債 30,694 △149 － － － 293 30,838

借入金 38,462 △5,800 － － － 25 32,687

リース負債 4,817 △902 － 200 260 － 4,375

合計 73,973 △6,851 － 200 260 318 67,900
 

(注)　社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の償還による支出」△150

百万円の一部である新株予約権相当額１百万円は含まれておりません。

 

(2) 非資金取引

 

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

使用権資産の取得 752 538
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30．関連当事者

(1) 関連当事者との取引

①　当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

(a) 役員及び個人主要株主等

種類 氏名 取引内容
取引金額
(百万円)

期末残高
(百万円)

役員
クリストファー・
カーギル

金銭報酬債権の現物出資(注)１ 83 －

役員 デビッド・ロブリン 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 －

役員 永井　智亮 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 －

役員 ロルフ・ソダストロム 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18
 
－

役員 関　美和 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18
 
－

役員 富田　英子 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 －

役員 野村　広之進 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 16 －

役員 吉住　和彦 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 11 －
 

(注) １．事後交付型株式報酬(RSU)制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。

 

(b) 関連会社

該当事項はありません。
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②　前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

(a) 役員及び個人主要株主等

種類 氏名 取引内容
取引金額
(百万円)

期末残高
(百万円)

役員 田村　眞一 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 88 ―

役員
クリストファー・
カーギル

金銭報酬債権の現物出資(注)１ 115 ―

役員 遠山　友寛 弁護士報酬(注)２ 13 ―

  金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 加賀　邦明 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 デビッド・ロブリン 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 永井　智亮 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 ロルフ・ソダストロム 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 関　美和 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 富田　英子 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 野村　広之進 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 18 ―

役員 キーラン・ジョンソン 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 26 ―

役員 吉住　和彦 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 17 ―

役員 マシュー・バーンズ 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 25 ―

役員 キャンデル・チョン 金銭報酬債権の現物出資(注)１ 16 ―
 

(注) １．事後交付型株式報酬(RSU)制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。

２．取締役遠山友寛氏との取引は、同氏がパートナーを務めるTMI総合法律事務所との取引を記載しておりま

す。

 

(b) 関連会社

該当事項はありません。

 
(2) 主要な経営幹部に対する報酬

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

報酬及び賞与 596 1,020

確定拠出制度費用 11 19

株式報酬 546 610

合計 1,153 1,649
 

(注)　主要な経営幹部に対する報酬についての基本方針等につきましては、「第４　提出会社の状況　４．コーポ

レート・ガバナンスの状況等　(4) 役員の報酬等」をご覧ください。
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31．重要な子会社

「第１　企業の概況　４　関係会社の状況」に記載のとおりです。

 
32．重要な後発事象

2026年1月8日、当社グループは、サンセラ・ファーマシューティカルズ・ホールディング（以下「サンセラ

社」）と、日本、韓国、オーストラリアおよびニュージーランドにおけるデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）

治療薬vamorolone（海外製品名AGAMREE®）の開発、製造および商業化に関するライセンス契約を締結しました。

当該契約に基づき、当社グループは契約一時金として30百万米ドルを支払うとともに、同社が実施する第三者割

当増資を引き受け、同社普通株式を総額10百万米ドルで取得しました。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)
第１四半期
連結累計期間

中間連結会計期間
第３四半期
連結累計期間

当連結会計年度

売上収益 (百万円) 6,644 15,094 21,848 29,615

税引前中間(四半期)(当
期)損失(△)

(百万円) △2,156 △3,722 △6,838 △14,950

親会社の所有者に帰属
する中間(四半期)
(当期)損失(△)

(百万円) △760 △3,137 △4,809 △12,530

基本的１株当たり
中間(四半期)(当期)
損失(△)

(円) △8.45 △34.82 △53.31 △138.80

 

 
(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

基本的１株当たり
四半期損失(△)

(円) △8.45 △26.35 △18.48 △85.33
 

(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,449 5,544

  関係会社売掛金 － 1,147

  関係会社未収入金 － 231

  棚卸資産 ※２  8,362 ※２  9,546

  前払費用 297 335

  未収消費税等 614 373

  その他 1,277 225

  流動資産合計 16,999 17,402

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 － 1

   工具、器具及び備品 8 13

   有形固定資産合計 8 14

  無形固定資産   

   販売権 42,990 41,201

   ソフトウエア 12 8

   無形固定資産合計 43,002 41,209

  投資その他の資産   

   関係会社株式 58,566 28,836

   関係会社長期貸付金 17,485 17,480

   出資金 67 32

   投資その他の資産合計 76,118 46,348

  固定資産合計 119,128 87,572

 資産合計 136,127 104,973
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 － 2,591

  未払金 1,252 1,648

  関係会社未払金 － 65

  未払費用 102 149

  未払法人税等 64 87

  １年内返済予定の長期借入金 5,800 5,800

  預り金 51 66

  役員賞与引当金 314 －

  賞与引当金 250 188

  株式報酬引当金 346 396

  その他 70 51

  流動負債合計 8,249 11,039

 固定負債   

  長期借入金 26,950 21,150

  新株予約権付社債 32,633 27,399

  株式報酬引当金 240 449

  固定負債合計 59,823 48,998

 負債合計 68,072 60,038

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 47,172 47,450

  資本剰余金   

   資本準備金 35,289 278

   その他資本剰余金 － 20,668

   資本剰余金合計 35,289 20,946

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △14,621 △23,689

   利益剰余金合計 △14,621 △23,689

  自己株式 △3 △3

  株主資本合計 67,837 44,703

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △15 －

  評価・換算差額等合計 △15 －

 新株予約権 233 233

 純資産合計 68,055 44,936

負債純資産合計 136,127 104,973
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
　至　2025年12月31日)

売上高 ※１  6,581 ※１  19,048

売上原価 2,284 6,816

売上総利益 4,297 12,233

一般管理費 ※２  8,921 ※２  9,618

営業利益又は営業損失（△） △4,624 2,614

営業外収益   

 受取利息 ※１  361 ※１  295

 関係会社受取配当金 2,925 2,793

 為替差益 44 45

 社債償還益 － 175

 雑収入 5 0

 営業外収益合計 3,335 3,309

営業外費用   

 支払利息 215 320

 支払手数料 15 14

 社債条件変更損 － ※３  4,836

 雑損失 26 41

 営業外費用合計 256 5,210

経常利益又は経常損失（△） △1,545 713

特別利益   

 事業分離による条件付対価実現益 375 －

 新株予約権戻入益 3 1

 関係会社貸倒引当金戻入額 3,318 －

 特別利益合計 3,696 1

特別損失   

 関係会社株式評価損 － ※４  24,335

 構造改革費用 － 54

 特別損失合計 － 24,389

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,151 △23,674

法人税、住民税及び事業税 7 15

法人税等合計 7 15

当期純利益又は当期純損失（△） 2,144 △23,689
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【製造原価明細書】

  
当事業年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費  4,357 75.8

Ⅱ 労務費  － －

Ⅲ 経費 ※１ 1,388 24.2

当期総製造費用  5,745 100.0

仕掛品期首棚卸高  －  

　　　　合計  5,745  

仕掛品期末棚卸残高  404  

当期製品製造原価  5,341  
 

(注) ※１　主な内訳は、以下の通りです。

項目 当事業年度(百万円)

加工費 1,042

包装費 188

輸送費 157
 

　　　※２　自社におけるピヴラッツ®及びクービビック
®の
製造割合が増加したことに伴い、製造原価明細書を記載し

ております。

 
【売上原価明細書】

  
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

当期商品及び製品仕入高  910  30  

当期製品製造原価  1,163  5,341  

合計  2,073  5,370  

商品及び製品期首棚卸高  －  906  

商品及び製品期末棚卸高  906  619  

商品及び製品売上原価計  1,167 51.1 5,657 83.0

経費 ※１ 1,117 48.9 1,158 17.0

売上原価合計  2,284 100.0 6,816 100.0
 

(注) ※１　経費のうち主なものはロイヤリティです。

 
(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余

金

繰越利益剰余金

当期首残高 46,807 34,924 － 34,924 △16,765 △1 64,965

当期変動額        

新株の発行 365 365  365   730

当期純利益     2,144  2,144

自己株式の取得      △2 △2

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 365 365 － 365 2,144 △2 2,872

当期末残高 47,172 35,289 － 35,289 △14,621 △3 67,837
 

 

 

評価・換算差額

等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 △0 235 65,200

当期変動額    

新株の発行   730

当期純利益   2,144

自己株式の取得   △2

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△15 △2 △17

当期変動額合計 △15 △2 2,855

当期末残高 △15 233 68,055
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当事業年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余

金

繰越利益剰余金

当期首残高 47,172 35,289 － 35,289 △14,621 △3 67,837

当期変動額        

新株の発行 278 278  278   555

当期純損失（△）     △23,689  △23,689

自己株式の取得      △0 △0

資本準備金からその

他資本剰余金への振

替

 △35,289 35,289 －   －

その他資本剰余金か

らその他利益剰余金

への振替

  △14,621 △14,621 14,621  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 278 △35,011 20,668 △14,343 △9,069 △0 △23,134

当期末残高 47,450 278 20,668 20,946 △23,689 △3 44,703
 

 

 

評価・換算差額

等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 △15 233 68,055

当期変動額    

新株の発行   555

当期純損失（△）   △23,689

自己株式の取得   △0

資本準備金からその

他資本剰余金への振

替

  －

その他資本剰余金か

らその他利益剰余金

への振替

  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

15 △1 14

当期変動額合計 15 △1 △23,120

当期末残高 － 233 44,936
 

 

EDINET提出書類

ネクセラファーマ株式会社(E00981)

有価証券報告書

122/141



【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式  移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産

商品及び製品  　先入先出法による原価法を採用しております。

仕掛品 　　　　 先入先出法による原価法を採用しております。

原材料  　　　　先入先出法による原価法を採用しております。

　　　　 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によって

おります。

主な耐用年数は以下のとおりです。

工具、器具及び備品　６～18年

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え、その見込額のうち、当事業年度の費用とすべき額を見積計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備え、その見込額のうち、当事業年度の費用とすべき額を見積計上しております。

(4) 株式報酬引当金

事後交付型株式報酬(RSU)制度に基づく当社グループの従業員等への株式発行の出資財産となる金銭債務見込額を

計上しております。

 
４．収益の計上基準

(1) 製品供給収入

製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。

(2) 契約一時金

契約一時金は、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。

(3) マイルストン収入

マイルストン収入は、契約上定められた条件が達成された時点で収益を認識しております。

(4) ロイヤリティ収入

ロイヤリティ収入は、提携先の売上計上時点で収益を認識しております。

(5) 管理手数料収入

管理手数料収入は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された

時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
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５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費　支出時に全額費用として処理しております。

株式交付費　支出時に全額費用として処理しております。

(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
(重要な会計上の見積り)

関係会社株式の評価

１．当事業年度の財務諸表に記載した金額

 前事業年度末残高 当事業年度末残高

関係会社株式 58,566百万円 28,836百万円
 

各事業年度末残高は主に、ネクセラファーマジャパン株式会社及びNxera Pharma UK Limitedに対する投資です。

 
２．会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1) 財務諸表に記載した金額の算出方法及び計算に用いた主要な仮定

非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化等により実

質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて投資についての

評価損を認識しております。減損判定に用いられる実質価額は、関係会社より入手した一般に公正妥当と認めら

れる会計基準に準拠して作成した期末日までに入手し得る直近の決算書における純資産額等を基礎とし、取得時

の超過収益力を加味して算定しています。そのため、連結財務諸表注記における「４．重要な会計上の見積り及

び見積りを伴う判断」の「(1) のれん及び無形資産の評価及び減損」に記載した会計上の見積りにおける主要な

仮定が、実質価額の算定結果に重要な影響を及ぼします。

 
(2) 翌事業年度の財務諸表に与える影響

将来の不確実な事象により、評価損の計上が必要になる可能性があります。

 
販売権の評価及び減損

１．当事業年度の財務諸表に記載した金額

 前事業年度末残高 当事業年度末残高

販売権 42,990百万円 41,201百万円
 

 
２．会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1) 財務諸表に記載した金額の算出方法及び計算に用いた主要な仮定

当社の販売権は概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の資金生成単位でグルーピングを行っており

ます。資産グループに減損の兆候がある場合は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総

額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否を判断しております。減損損失を認識すべきと判断された場合、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額が減損損失として計上されます。

減損の兆候には、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスである場合やマイナス

となる見込みである場合や経営環境が著しく悪化したか、悪化する見込みである場合などが含まれます。

 
(2) 翌事業年度の財務諸表に与える影響

販売権の取得価額は関連する医薬品に係る事業計画を基礎に算定されていることから、実績が計画に対し大幅

な未達となる場合には、減損の兆候が生じ、減損損失を計上する可能性があります。
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(貸借対照表関係)

※１．保証債務

当社の子会社であるNxera Pharma UK Limitedが締結した土地建物賃貸借契約に基づく同社の債務に関して、債務

保証を行っております。当事業年度末の保証額の合計は2,509百万円(前事業年度末2,628百万円)となっておりま

す。

 
※２．棚卸資産の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

商品及び製品 906 619

仕掛品 － 404

原材料 7,456 8,523
 

 

(損益計算書関係)

※１．関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。

(単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

営業取引による取引高   

売上高 5,983 17,240

その他 1,963 3,116

営業取引以外の取引高 274 196
 

 

※２．一般管理費の主な費目及び金額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

業務委託費 3,610 2,936

人件費 2,617 3,176

減価償却費 1,403 1,796
 

 
※３．社債条件変更損

当社は、2023年12月14日に発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、発行要項から

新株予約権付社債権者の選択による繰上償還請求権(繰上償還日は2026年12月14日)に係る条項を削除する変更を行

いました。条件変更にかかった費用は、当事業年度において損益計算書の営業外費用「社債条件変更損」に4,836百

万円計上しております。

 
※４．関係会社株式評価損

当社は、関係会社株式のうち、Nxera Pharma UK Limitedの株式について、帳簿価額に対し実質価額が著しく低下

したため減損処理を実施いたしました。当該減少額は、損益計算書の特別損失「関係会社株式評価損」に24,335百

万円計上しております。
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(有価証券関係)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

子会社株式 58,566 28,836
 

 

(収益認識関係)

収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)４．収益の計上基準」に記載の通りであ

ります。

 
(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

繰延税金資産   

関係会社株式 3,135 9,305

税務上の繰越欠損金 4,029 6,044

繰延資産 － 1,530

その他 576 499

繰延税金資産小計 7,740 17,378

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △4,029 △6,044

将来減算一時差異等の合計に係る
評価性引当額

△3,711 △11,334

評価性引当額小計 △7,740 △17,378

繰延税金資産合計 － －
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
 

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0 △0.1 

受取配当金益金不算入 △40.8 8.0 

タックスヘイブン税制 － △0.1 

株式報酬費用 △2.5 0.3 

評価性引当額 5.4 △40.7 

その他 2.6 1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.3 △0.1 
 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以

後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以後

開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.6%から

31.5%に変更し計算しております。なお、当該変更による繰延税金資産の金額への影響はありません。
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(重要な後発事象)

当社は、2026年１月８日にサンセラ社と、日本、韓国、オーストラリア及びニュージーランドにおけるデュシェ

ンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療薬vamorolone（海外製品名AGAMREE®）の開発、製造及び商業化に関するライ

センス契約を締結しました。詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項　32. 重要な後発事象」をご参照くだ

さい。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

当期
減価償却
累計額

当期
償却額

差引
当期末
残高

有形固定資産

建物 － 1 － 1 1 1 1

工具、器具
及び備品

14 9 1 22 9 4 13

計 14 10 1 23 9 4 14

無形固定資産

販売権 44,963 － － 44,963 3,762 1,789 41,201

ソフトウエア 18 － － 18 9 4 8

その他 － － － － － － －

計 44,981 － － 44,981 3,772 1,792 41,209
 

(注) 当期首残高及び当期末残高については取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

(単位：百万円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

役員賞与引当金 314 － 314 －

賞与引当金 250 188 250 188

株式報酬引当金 586 618 359 845
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を
行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。当社の公告掲載URL
は次のとおりです。
https://www.nxera.life/jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

(3) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、以下の書類を提出しています。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

2025年３月26日関東財務局長に提出　事業年度(第35期)(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年３月26日関東財務局長に提出　事業年度(第35期)(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 
(3) 半期報告書及び確認書

2025年８月８日関東財務局長に提出　第36期中(自　2025年１月１日　至　2025年６月30日)

 
(4) 臨時報告書

2025年３月26日関東財務局長に提出　(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会に

おける決議)に基づく臨時報告書)

2025年４月16日関東財務局長に提出　(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(事後交付型

株式報酬の付与決議)に基づく臨時報告書)

2025年12月５日関東財務局長に提出　(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(連結子会社から

の配当)に基づく臨時報告書)

2025年12月12日関東財務局長に提出　(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)

に基づく臨時報告書)

 
　(5) 有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書

2025年２月14日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年２月14日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年２月14日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年３月26日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年３月26日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年３月26日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年４月16日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年４月16日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年４月16日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年８月８日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年８月８日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年12月５日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年12月５日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年12月12日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2025年12月12日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2026年２月13日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）

2026年２月13日 関東財務局長に提出（2024年４月17日提出の有価証券届出書（参照方式）の訂正届出書）
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

２０２６年３月２５日

 
ネクセラファーマ株式会社

取締役会　御中
 

 
EY新日本有限責任監査法人 

 

東京事務所  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　中　　清　　人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　田　　裕　　之  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているネクセラファーマ株式会社の２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第３１２条により

規定された国際会計基準に準拠して、ネクセラファーマ株式会社及び連結子会社の２０２５年１２月３１日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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医薬品販売に係る資金生成単位グループののれん及び無形資産の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、【連結財務諸表注記】９. のれん及び無形資
産に記載のとおり、ピヴラッツ®及びクービビック®の販
売（以下「医薬品販売」）を資金生成単位グループとし
て認識しており、当連結会計年度末において、連結財政
状態計算書上、のれん8,018百万円を計上している。
また、ライセンスに係る製品関連の無形資産41,201百
万円とのれんの合計額49,219百万円は、連結総資産の
37%を占めている。
当該医薬品販売に係る資金生成単位グループは、年次
又は減損の兆候があると判断される場合にはその都度、
減損テストが実施される。減損テストに当たっては、回
収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回
収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失
として認識される。
当連結会計年度の年次減損テストにおいて会社は、回
収可能価額として、使用価値を用いている。使用価値の
測定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が
承認した医薬品販売の事業計画を基礎としている。使用
価値の見積りにおける重要な仮定は、関連する医薬品の
市場規模や市場占有率の予測、関連費用である売上原価
及び研究開発費の予測、事業計画後の成長率及び割引率
である。事業計画や事業計画後の成長率の見積りには高
い不確実性と経営者の主観を伴うため、これらの重要な
仮定に関する経営者による判断が将来キャッシュ・フ
ローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、使用価値の
測定に用いる仮定である割引率の計算手法及びインプッ
トデータの選択には、評価に関する高度な専門知識と経
験を必要とする。
医薬品販売に係る資金生成単位グループののれん及び
無形資産の連結財務諸表に対する金額的重要性、また使
用価値の測定には高い不確実性と経営者の主観を伴い、
高度な専門知識と経験を必要とすることから、当監査法
人は医薬品販売に係る資金生成単位グループののれん及
び無形資産の評価について、監査上の主要な検討事項と
判断した。

当監査法人は、医薬品販売に係る資金生成単位グルー
プののれん及び無形資産の評価について、主として以下
の監査手続を実施した。
・　将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業
計画と経営者によって承認された事業計画との整合性
を検討した。
・　会社の事業計画の精度を検討するため、前期の将来
キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と
実績の比較を行った。
・　事業計画の基礎となる重要な仮定について、以下の
検討を行った。
・　関連する医薬品の市場規模予測について、経営者及
び事業責任者に質問を行うとともに、利用可能な外部
情報との比較に基づいて検討を行った。
・　市場占有率の予測について、経営者及び事業責任者
に質問を行い、関連する医薬品の競争優位性について
の見解を把握するとともに、販売施策の内容を理解
し、会社の用いた仮定との整合性を検討した。また、
利用可能な外部情報との比較に基づいて検討を行っ
た。
・　関連費用である売上原価や研究開発費の予測につい
て、会社の売上高計画や費用削減計画等及び事業計画
後の成長率との整合性を検討した。
・　監査人の利用する専門家としてネットワーク・
ファームの評価の専門家を利用し、評価モデル及び割
引率、事業計画後の成長率について、経営者の仮定を
評価した。
・　将来キャッシュ・フローの重要な仮定について、監
査人独自の仮定を用いたストレステストを実施した。
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創薬に係る資金生成単位ののれん及び基盤技術の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、【連結財務諸表注記】９. のれん及び無形資
産に記載のとおり、Gタンパク質共役受容体を標的とす
る医薬品の創薬（以下「創薬」）を１つの資金生成単位
として認識しており、当連結会計年度末において、連結
財政状態計算書上、のれん13,115百万円を計上してい
る。また、基盤技術7,511百万円とのれんの合計額
20,626百万円は、連結総資産の15%を占めている。
当該創薬に係る資金生成単位は、年次又は減損の兆候
があると判断される場合にはその都度、減損テストが実
施される。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳
簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額まで
減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識され
る。
当連結会計年度の年次減損テストにおいて会社は、回
収可能価額として、処分コスト控除後の公正価値を用い
ている。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いられ
る将来キャッシュ・フローは、経営者が承認した創薬の
事業計画を基礎としており、市場参加者が価格付けをす
る際に使用するであろう仮定が反映される。処分コスト
控除後の公正価値の見積における重要な仮定は、開発品
の上市を含むマイルストンの達成時期や研究開発の成功
確率、将来予想される医薬品売上高等を基礎とした収益
の予測計画及び割引率である。成功確率等を基礎とした
事業計画の見積りには高い不確実性と経営者の主観を伴
うため、これらの重要な仮定に関する経営者による判断
が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼ
す。また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる
仮定である割引率の計算手法及びインプットデータの選
択には、評価に関する高度な専門知識と経験を必要とす
る。
以上のことから処分コスト控除後の公正価値の測定に
は高い不確実性と経営者の主観を伴い、高度な専門知識
と経験を必要とすることから当監査法人は創薬に係る資
金生成単位ののれん及び基盤技術の評価について、監査
上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、創薬に係るのれん及び基盤技術の評価
について、主として以下の監査手続を実施した。
・　将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業
計画と経営者によって承認された事業計画との整合性
を検討した。
・　会社の事業計画の精度を検討するため、前期の将来
キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と
実績の比較を行った。
・　事業計画の基礎となる重要な仮定について、以下の
検討を行った。
・　開発品の上市を含むマイルストンの達成時期や研究
開発の成功確率について、研究開発担当のプロジェク
トマネジャーへの質問及び関連する会議体の議事録の
閲覧により検証した研究開発の進捗や利用可能な外部
情報との比較に基づいて検討を行った。
・　販売マイルストンやロイヤリティ売上の計算基礎と
なる将来予想される医薬品売上高等を含む収益の予測
計画について、契約書や利用可能な外部情報との比較
及び再計算を実施した。
・　監査人の利用する専門家としてネットワーク・
ファームの評価の専門家を利用し、割引率について、
当該専門家が利用可能な外部情報等に基づき独自に見
積った割引率との比較により、経営者の仮定を評価し
た。
・　将来キャッシュ・フローの重要な仮定について、監
査人独自の仮定を用いたストレステストを実施した。
 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実

的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価

し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう

かを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ネクセラファーマ株式会

社の２０２５年１２月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ネクセラファーマ株式会社が２０２５年１２月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用 される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。
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会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

２０２６年３月２５日

ネクセラファーマ株式会社

取締役会　御中
 

 
EY新日本有限責任監査法人  

 

東京事務所  
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田　　中　　清　　人  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　田　　裕　　之  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているネクセラファーマ株式会社の２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第３６期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネクセ

ラファーマ株式会社の２０２５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（重要な会計上の見積り）に記載のとお
り、当事業年度末において貸借対照表に計上されている
関係会社株式28,836百万円は、主として非上場の100%子
会社であるNxera Pharma UK Ltd.（以下、NPUK社）及び
ネクセラファーマジャパン株式会社（以下、NPJ社）に
対する投資であり、総資産の27%を占めている。なお、
当事業年度において、NPUK社に係る関係会社株式の実質
価額が著しく低下したことから、関係会社株式評価損
24,335百万円を計上している。
非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式
は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価
額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠
によって裏付けられる場合を除いて、評価損の認識が必
要となる。
会社は、NPUK社及びNPJ社に対する投資の実質価額の
算定に当たり、同社の財務諸表における純資産額を基礎
に、子会社が保有する無形資産（基盤技術）の時価評価
に基づく評価差額及び取得時の超過収益力を加味してい
る。
【連結財務諸表注記】９.のれん及び無形資産に記載
のとおり、当連結会計年度末において連結財政状態計算
書上、無形資産（基盤技術）及びのれんとしてそれぞれ
7,511百万円及び25,838百万円を計上している。そのた
め、連結財務諸表の監査報告書に係る監査上の主要な検
討事項「医薬品販売に係る資金生成単位グループののれ
ん及び無形資産の評価」「創薬に係る資金生成単位のの
れん及び基盤技術の評価」に記載の減損に関する高い不
確実性と経営者の判断が、実質価額の算定に重要な影響
を及ぼす。
以上より、実質価額の算定には高い不確実性と経営者
の判断を伴うことから、当監査法人は当該関係会社株式
の評価を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、関係会社株式の評価について、主とし
て以下の監査手続を実施した。
・ 実質価額が、NPUK社及びNPJ社の財務諸表における
純資産額を基礎として無形資産（基盤技術）の評価額
及び取得時の超過収益力を加味して算定されているこ
とを再計算により検証した。
・ 実質価額を構成するNPUK社及びNPJ社の財務諸表に
おける純資産額及び無形資産（基盤技術）評価額につ
いて、会社の連結財務諸表監査時に検証した数値との
整合性を検討した。
・ 関係会社株式の帳簿価額と実質価額との比較を実施
した。
・ NPUK社の関係会社株式の実質価額に基づいて、関係
会社株式評価損が適切に算定されていることを再計算
により検証した。
・ 実質価額の算定に重要な影響を与えるのれん及び無
形資産（基盤技術）の減損に関する判断について、連
結財務諸表の監査報告書に係る監査上の主要な検討事
項「医薬品販売に係る資金生成単位グループののれん
及び無形資産の評価」「創薬に係る資金生成単位のの
れん及び基盤技術の評価」に記載の監査上の対応を実
施した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている

場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理

的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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